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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  市民平和クラブ、３番我妻德雄議員。 

  〔３番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○３番（我妻德雄議員） おはようございます。 

  市民平和クラブの代表を務めております我妻德

雄です。 

  市民平和クラブでは、今回の代表質問に当たり、

４人で質問項目を相談し、内容について議論を重

ね、それぞれの分担を決めて質問原稿を書き上げ

ました。そんな関係で、質問の内容も非常に多く

なっています。ぜひとも簡潔な答弁を努めていた

だければというふうに思います。さらには、４人

でそれぞれ原稿を書きましたので、言い回しなど

についても少し違いがあるかもしれません。その

点については御勘弁いただいて、それでは早速質

問に入ります。 

  大項目の初めに、新年度市政運営方針について

伺います。 

  2019年10月発表の都道府県の令和元年度地域別

最低賃金額では、全国で一番高い東京都の最低賃

金時間額は1,013円です。一方、山形県は全国で

最低の790円です。地域格差は223円にも及びます。 

  賃金の地域格差が広がり続けています。その結

果、若い労働力は都市部へ流出し、地方の疲弊が

広がっているのではないでしょうか。仕事内容が

ほぼ同じなのに、働いている場所で賃金の格差が

生じるのは不公平ではないでしょうか。本市経済

のためにも、賃金格差をなくすことが重要と考え

ます。本市の見解をお聞かせください。 

  非正規雇用がふえ続け、働く者の４割近くにも

達しています。その結果、最低賃金ぎりぎりで仕

事をしている方も少なくありません。本市で働く

労働者の所得をふやすことは、地域の活性化にも

つながると考えられます。その対策をどのように

お考えでしょうか、お聞かせください。 

  令和２年度市政運営方針主要施策についてお聞

きします。 

  挑戦し続ける活力ある産業のまちづくりでは、

電動レンタサイクルの整備等を行い、観光客の広

域周遊に伴う本市滞在時間の増加や利便性向上

を図るとしています。大賛成です。ただ、町なか

の周遊を進めるには、歩きたくなるような、ある

いは自転車で走りたくなるような町並みや景観

の整備を一層進めなければならないと考えます。

また、自転車で周遊する場合は、交通安全対策も

今まで以上に進めなければなりません。本市の考

えをお聞かせください。 

  森林環境譲与税の活用についてですが、基金に

積み立てることも大事かもしれませんが、きちん

とした活用を考えてはどうでしょうか。例えば、

周辺部で大変な問題となっている猿害対策に活

用するとか、効果的な活用を進めてはどうでしょ

うか、お尋ねいたします。 

  郷土をつくる人材が育つ教育と文化のまちづく

りでは、小学校の「統合に向けた準備を行うとと

もに、（仮称）南西中学校の開校に向けた準備と

して、本市の学校給食に関する検討を行うため、

学校給食検討委員会を設置します」としています。 

  本市は、学校給食を教育の一環であると位置づ

けてきました。さらに、食育の観点や食の安全の

面なども考え、四中新築のときも給食室を設置し、

自校方式の給食の提供を提案しました。しかし、

十分な検討がなされた節が見受けられずに、親子

方式の給食となりました。（仮称）南西中学校の
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新築に当たっては、給食室の設置を含め、自校方

式と親子方式の比較検討を十分に行っていただ

きたいと考えます。本市の見解をお聞かせくださ

い。 

  本市の学校給食では、化学調味料を使わずに調

理しています。また、できるだけ地元産食材を使

うなど、さまざまな工夫と努力で高水準の給食を

提供しています。この長年培われてきた技術の継

承をきちんと行っていかなければなりません。本

市はどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

  子育てと健康長寿を支えるまちづくりについて

では、世帯全体の問題を丸ごと受けとめる「断ら

ない総合相談体制」の構築を検討していきますと

しています。これは大変大事なことと考えます。

この体制の構築とは、具体的にどのようなものな

のでしょうか。また、人材をどのように確保する

のでしょうか、お尋ねいたします。 

  持続可能なまちづくりについてお聞きします。 

  ３月から証明書等のコンビニ交付サービスを開

始するわけですが、コンビニ交付サービスを受け

る前提となるマイナンバーカードの普及はどの

ような状況でしょうか。また、「休日窓口の拡充

等により、市民が申請しやすい環境づくりを行

い」とありますが、これは具体的にどのようなサ

ービスなのでしょうか、お知らせください。 

  首都圏で交流イベントを開催する米沢ファン増

プロジェクト事業を実施するとしています。本市

の魅力は、自然の豊富さ、そして歴史と人材では

ないでしょうか。本市の魅力をどのように伝え、

住みやすさを発信していくのでしょうか、お尋ね

いたします。 

  大項目の２点目に、指定管理者制度導入の効果

と検証について伺います。 

  指定管理者制度は、2003年の地方自治法の改正

により、多様化する住民ニーズに対して効果的・

効率的な対応をするため、また民間の能力やノウ

ハウを活用し、住民サービス向上、そして経費の

節減を図ることを目的に導入されました。本市で

も、2006年度より指定管理者制度を導入しました。

指定管理者導入の効果についてどのようにお考

えでしょうか、お尋ねいたします。 

  制度運用全体の実績を振り返り、利用者を満足

させる効果が発揮できているのか、民間活力を生

かした成果は上がっているのか、指定管理者制度

にそぐわないものはないのかなどの検証がきち

んとできているでしょうか。 

  指定管理者の選定に当たり、指定管理者の選定

における審査では、管理に係る経費が０点のケー

スが続出しています。管理に係る経費の審査方法

に問題はないでしょうか。 

  また、本市では指定管理者の雇用の状況につい

て毎年度調査を行っています。その状況をお知ら

せください。 

  大項目の３点目に、業務量に見合った職員数の

確保と非正規職員の待遇改善について伺います。 

  総務省の地方公共団体定員管理調査によります

と、全国の地方公務員の正職員数はピーク時の

1994年よりも約54万人減少しています。本市にお

いても、正職員数の減少が続いています。さらに、

2015年に職員定員適正化計画を定め、2021年まで

に職員数を43人削減する目標を定めています。職

員数削減については、業務量をしっかりと把握す

ることが大前提であることを再三にわたって指

摘してきました。しかし、業務量を数値化してい

ることの根拠については、いまだ言及がありませ

ん。 

  この定例会の補正予算案に退職手当の大幅な増

額補正が計上されています。これは、予定外の退

職者がふえていることを示します。特に、若い人、

そして管理職の退職年齢前退職者も多くなって

います。この傾向が昨今続いています。退職年齢

前退職者がふえていることについての認識をお

聞かせください。 

  市政運営方針の冒頭部分で、市長は「職員一人

ひとりが最大限に能力を発揮することができる
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市役所」と職員のあるべき姿に触れ、その「リー

ダーたる市長であるべきと努めてまいりました」

と述べています。業務量が増大し、職員不足が進

んでいないでしょうか。職場が疲弊し、新しいこ

とに積極的に取り組む気概が失われつつあるよ

うに見受けられます。長期病休取得者はふえてい

ないでしょうか。定年まで働き続けることができ

る職場をつくり上げることが重要と考えます。本

市の考えをお聞かせください。 

  次に、職員採用試験における追加募集の現状を

踏まえて伺います。 

  我が国は、急速な少子化、高齢化、人口減少が

進み、さまざまな職種において人員不足が生じて

います。本市の職員採用試験においても、応募者

数が減少し、特に技術職等で追加募集が続いてい

るのではないでしょうか。その状況をお知らせく

ださい。 

  新年度からの新たな業務として大規模災害時に

おける職員派遣に関連してコミュニティセンタ

ー等で避難所開設を担当する市職員の配置を掲

げています。これは、さきの市長選挙の際に中川

市長が公約にしたものです。昨年の台風19号では、

本市においても避難所が開設されるなど、大規模

自然災害がいつどこで起きてもおかしくない状

況が続いています。市職員の皆さんが避難所の開

設や運営に指導的役割を果たすことについて、そ

の必要性を否定するものではありません。 

  しかしながら、業務量の増大に見合った職員数

が確保できなければ、ますます職場は疲弊してし

まいます。加えて本市では、今後数年間で多くの

職員の皆さんが定年退職を迎えます。今後の職員

数の見通し、人員の確保策について当局の見解を

お聞かせください。 

  冒頭申し上げましたとおり、全国の地方公務員

数が減少する一方で、非正規公務員は2005年に約

45万人でしたが、2016年には約64万人にまで増加

しています。本市の2019年度の臨時職員、嘱託職

員は、教育委員会や市立病院も含めて550人にも

上ります。３人に１人が非正規労働者というのが

現状です。しかも、業務内容が正規職員とほとん

ど変わらないのに、年収200万円前後の低賃金で

あり、雇用期間も限られています。同一労働・同

一賃金の理念から大きくかけ離れている現状が

見受けられます。 

  こうした状況を踏まえ、法改正が行われ、会計

年度任用職員として非正規職員にも期末手当や

通勤手当、退職金が支給できるようになりました。

本市においても、12月定例会で関連する条例が全

会一致で整備されました。本市の新年度における

会計年度任用職員の数と年収について、お知らせ

ください。 

  恒常的な業務ならば、当然任期の定めのない正

規職員で対応すべきなのに、そうはなっていませ

ん。非正規職員が雇用期間を区切られて次々と交

代していく、そういう実情にあるのではないでし

ょうか。このたびの法律改正で任用根拠が整理さ

れたとはいっても、非正規職員であることに変わ

りはないのではないでしょうか。本市の見解をお

示しください。 

  大項目の４点目に、地域公共交通網形成計画の

策定について伺います。 

  この間、公共交通網の形成の重要性を多くの議

員が述べてきました。そして、ようやく地域公共

交通網形成計画の策定に向けて動き出しました。

計画策定に当たっては、各種の調査を実施するよ

うですが、きちんと市民のニーズを把握し、市民

の声を聞く手法になっているでしょうか。各地区

でヒアリング調査などを実施し、多くの市民の声

を反映させることが必要ではないでしょうか。本

市の考えをお聞かせください。 

  公共交通網は、市民の日常の足であることはも

ちろん、今後統合される小学校、中学校の児童生

徒の通学手段としても利用できるものにすべき

と考えます。スクールバスが生徒の通学以外に活

用されていないのは、非常にもったいないと思い

ます。公共交通にスクールバスが活用できれば、
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コミュニティバスとの二重投資を防ぐこともで

きます。公共交通としてのスクールバスの活用を

本市はどのようにお考えでしょうか、お尋ねいた

します。 

  さらに、全国の多くの市町村で、スクールバス

に市民や高校生の乗車を認める、いわゆる混乗化

を行っています。また、日中の空き時間を一般市

民向けに運行する「間合い運行」を実施している

ところもあります。スクールバスを利用し、交通

空白地域で公共交通として利用できないでしょ

うか、お尋ねいたします。 

  デマンド交通は、実施地区に居住の方は、実施

地区から市内の中心部へ、あるいはその逆に中心

部から居住地区への利用ができます。しかし、実

施地区以外の居住者は、デマンド交通が利用でき

ません。これは観光客も同じです。誰もが利用し

やすいデマンド交通、公共交通にすべきと考えま

す。当局の見解をお聞かせください。 

  大項目の５点目に、地域福祉計画について伺い

ます。 

  地域福祉計画案では、基本理念を「支えあいの

“わ”で築く一人ひとりが輝くまち よねざわ」

としています。全体的に自助・共助が強調されて

いるように読み取れてなりません。そして、地域

福祉活動圏域の重層的な圏域のイメージ図など

からも、行政が市民から今まで以上に離れている

ように感じてしまいます。市民が行政を身近に感

じ、市民に寄り添った福祉をどのように実施して

いくのでしょうか、お尋ねいたします。 

  国の言う「我が事・丸ごと」の本質は、「自助・

互助・共助・公助」の総合福祉を徹底化し、支援

の生産性と効率性を上げることで、社会保障費の

支出抑制と公的責任のさらなる後退を図る手段

にほかなりません。しかし、現在の日本は、地域

コミュニティーが脆弱化し、多くの人たちが苦し

い生活を強いられているのが現状ではないでし

ょうか。 

  米沢市でも、高齢者のみの世帯や高齢者単身世

帯が増加しています。ともに支え合うと言ってい

ますが、四六時中一緒にというわけにはなかなか

いきません。きちんとした公助があって初めて共

助があるのではないでしょうか。隣組や町内会で

は、老老共助になってしまうのではないかとの懸

念があります。今回の地域福祉計画は、この現状

が欠けているように思われます。本市の見解をお

聞かせください。 

  「ソーシャルワークができる専門性の高い人材

の育成を目指し、知識・技術等を取得することへ

の支援や、事業者等の人材確保に向けた支援を進

めていきます」としていますが、具体的な施策は

どのようなものでしょうか、お知らせください。 

  大項目の最後に、市立病院の経営と将来像につ

いてお伺いします。 

  米沢市立病院新病院建設基本計画では、単に建

設についてのみではなく、今後の医療連携・提供

体制、加えて経営体制・手法についても提案して

います。急性期医療、回復期医療の明確な役割分

担を提起していることは、今後の医療体制強化と

充実を目指す方策だと一定の評価をいたします。 

  しかし、これまでの当局の対応は、2023年度の

開設に向けた議論の中では、建物イメージ、それ

に伴う土地の取得などのハード面に重きを置か

れてきた感は否めません。今後、持続可能な地域

医療について、病院の具体的な運営・経営につい

ても、今まで以上に広く市民と共有し、議論を進

める必要があると考えます。本市の見解をお聞か

せください。 

  平成30年度米沢市立病院事業会計決算書では、

４年連続して赤字幅が縮小しています。病院の経

営努力を評価するものです。しかし、キャッシ

ュ・フロー計算書において資金期末残高が３億

5,531万4,105円となっております。一概には言え

ませんが、決算書上の月例費用は６億2,400万円

程度必要と読み取れます。医業収益が上がれば、

当然にして費用も上がります。将来的に、この構

図は変わらないと思われます。問題は、米沢市立
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病院新病院建設基本計画の収支計画でも提示の

とおり、医業収益を医業費用が必ず上回る点です。

しかも、医業収益と医業費用の差額が現状では６

億3,000万円程度です。10年後の2032年の計画で

も、３億5,400万円の開きがあるにもかかわらず、

３億4,100万円の経営利益を見込んでいます。黒

字化をどのように進めるのでしょうか、お尋ねい

たします。 

  米沢市立病院の独立行政法人化についてですが、

私たちは独立行政法人化について、何度か一般質

問などでも取り上げ、独立行政法人化の問題点等

について指摘をしてきました。独立行政法人化に

伴い、議会や住民の監視が弱まってしまうのでは

ないかとの懸念を持っています。そして、何より、

新病院建設と同時に法人という組織体の中で、採

算を重視する余り、経営側の独断的運営が強まる

のではないかと心配する声も上がっています。独

立行政法人化により、住民本位の医療体制に影響

は出ないでしょうか。本市の見解をお聞かせくだ

さい。 

  また、非公務員化になることで、医療従事者が

集まりにくくならないでしょうか。本市の考えを

お聞かせください。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  我妻議員の御質問にお答えいたします。 

  私からは、１の市政運営方針についてのうち、

賃金の地域格差是正についてと持続可能なまち

づくりについて、２の指定管理者制度導入の効果

と検証について、４の地域公共交通網形成計画の

策定についてのうち、地域公共交通網形成計画の

策定方法についてとデマンド交通の利用方法に

ついてお答えいたします。 

  最初に、市政運営方針についてのうち、賃金の

地域格差是正と持続可能なまちづくりについて

お答えいたします。 

  地域別最低賃金は、最低賃金法に基づき、労働

者の生計費や賃金に加え、通常の事業の賃金支払

い能力を総合的に勘案して定めるものとされて

おり、労働者の生計費を考慮するに当たっては、

労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営

むことができるよう、生活保護に係る施策との整

合性に配慮するとされております。そして、議員

がお述べのとおり、山形県と東京都では地域別最

低賃金に格差が生じておりますが、地域の実情で

ある生活費用等の相違も考慮する必要があると

考えております。 

  また、地域別最低賃金の格差が若い労働力の流

出の一員と考えられるのではという御意見につ

きましては、民間のシンクタンクのレポートによ

りますと、必ずしも最低賃金額の地域差が人口移

動を促す要因とはならなく、都市部には地方より

も雇用の機会が多く、多様で豊富な商品やサービ

ス等がそろっており、教育環境も充実していると

いった要因が考えられるとの報告があり、さまざ

まな見方があるようでございます。 

  しかしながら、地域別最低賃金にかかわらず、

都市部と地方の所得格差が人口の流出を招いて

いる一要因とも考えられますことから、本市とし

ましても、住民の福祉の向上を図ることが地方自

治体の基本的役割でありますので、市内労働者の

所得をふやしていくことが重要であると考えて

おります。 

  そのためには、山形大学と市内企業の連携や技

術移転、企業の生産性向上に向けた支援など、市

内企業の製造品出荷額等や付加価値額の向上に

より、労働者の所得をふやしていくための取り組

みを今後とも行ってまいります。 

  次に、持続可能なまちづくりについてのうち、

米沢ファン増プロジェクト事業についてお答え

をいたします。 

  本市では、米沢暮らしの魅力を多くの方々に知

っていただくため、首都圏での移住イベントやセ

ミナー開催などにより広くＰＲを行っておりま
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す。 

  その成果もあり、本市を頻繁に訪れる若い世代

の米沢ファンが徐々にふえており、地域の方々と

の交流も深まっております。中には、米沢に来た

ことのない友人を伴い米沢にお越しいただいた

方や首都圏のイベントで米沢ファンの目線から

米沢の魅力を体験談を交えながら来場者に紹介

してくれる方もおられ、本市の関係人口の増加に

もつながっているところであります。 

  しかし一方で、米沢ファンは増加しているもの

の、首都圏での人的ネットワーク化が進んでいな

いため、本市や東京での交流イベントやセミナー、

体験ツアーなどを広く周知する情報発信力が弱

いという課題もあります。 

  そのため、令和２年度から米沢ファン増プロジ

ェクト事業を立ち上げて、首都圏で米沢ファンが

集まる交流イベントなどに支援を行い、定期的に

イベントを開催していただくことで、米沢に興味

や関心を持つ方をふやし、米沢ファン同士のネッ

トワークが広がっていくことを期待しておると

ころであります。 

  具体的には、首都圏において若者を中心に秋の

芋煮会のようなイベントを米沢の季節の食材を

使用して開催することで、本市の自然の恵みを感

じ、生産者の方々にも思いを寄せていただくなど、

本市の自然を生かした暮らしの魅力を感じてい

ただけるものと考えております。 

  首都圏にお住まいの米沢ファン及び米沢に興味

や関心を持たれる米沢ファン予備軍の方々がこ

のイベントを通して出会い、つながり、お互いに

情報交換することで、米沢ファンとなられ、本市

にお越しいただくこととし、関係人口の拡大につ

なげられるよう、事業を推進してまいります。 

  続きまして、指定管理者制度導入の効果と検証

についてお答えいたします。 

  本市では、指定管理者による施設の管理運営が

適切かつ円滑に行われているかを確認するため、

毎年度、検証を行っております。 

  具体的には、施設所管課において前年度の施設

の管理運営の状況について、指定管理者からヒア

リングや実地調査に基づいて、管理運営に対する

検証表を作成し、その中で改善が必要な項目につ

いては指定管理者に伝え、対応をお願いしており

ます。 

  また、指定管理期間の最終年度には専用の評価

シートに基づき、これまでの管理運営全体を振り

返った総合的な評価を行い、その後、指定管理者

による管理を継続するかどうか、継続する場合は

公募・非公募の方針についても検討するなど、節

目ごとに検証しておるところであります。 

  本市の指定管理者制度による効果として具体的

な例を申し上げますと、指定管理者が施設を活用

した独自の取り組みとして、市営体育館でスポー

ツ教室の開催を行ったり、多目的屋内運動場では

サッカースクールを実施しているなど、民間なら

ではの手法で多様なサービスが提供されている

例が見られ、制度本来の趣旨である民間の能力、

ノウハウ等を生かして住民サービスの向上を図

るという目的が達成されているものと考えてい

るところであります。 

  次に、指定管理者の選定における審査について

でありますが、審査基準はサービスの提供におけ

る質や体制とともに、管理経費も含めて総合的に

判定しており、利用者の意見を取り入れるなどの

サービス向上の項目や地域等の連携に関する項

目、施設運営に必要な有資格者や人員の体制の項

目のほかに、管理に係る経費を評価に加えた100

点満点で判定し、100点満点中最大５点の配分枠

と低く設定しており、市が提示した価格に対し提

案する価格が近い場合は点数が低くなり、差が大

きい場合は点数が高くなるようにしております。 

  こうした審査基準につきましても、これまでも

議会から御意見をいただきながら適宜見直しを

してきたところでありますが、指定管理者制度に

つきましては、単に価格だけを重視するものでは

なく、管理運営能力や地域連携など、利用者への
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サービスなど、その事業者がどれだけサービスを

提供できるかなどに重きを置きながら、総合的な

観点で審査を実施しております。 

  次に、雇用の状況についてでありますが、地方

自治法に基づき、指定管理者には毎年度、施設の

管理業務に関する実績報告を作成し、市へ提出し

ていただいているところであります。 

  さらに、本市では議会からの御意見を踏まえて、

この報告とあわせて、施設の管理運営に当たって

いただいている方々の雇用の状況に関しても、独

自の様式を作成し、従業員の給与等を報告してい

ただいているところであり、施設所管課において

毎年度、業務の実績とともに、適正な雇用体制が

なされているか、しっかりと確認しておるところ

であります。 

  続きまして、地域公共交通網形成計画の策定に

ついてお答えいたします。なお、スクールバスの

活用については、教育長からお答えいたします。 

  初めに、地域公共交通網形成計画の策定方法に

ついてでありますが、まず、公共交通を取り巻く

課題を整理するため、市民アンケート調査、路線

バスの乗降調査のほか、市民や学生を対象とした

ワークショップの開催など、さまざまな住民参加

の手法を取り入れながら公共交通に関する実態

や市民ニーズを把握したいと考えております。 

  また、地域によって課題や実情が異なりますの

で、各地域にお伺いしてヒアリング調査を実施す

るなど、より多くの市民の声をお聞きしたいと考

えております。 

  それらの調査や課題整理を令和２年度に行い、

令和３年度に計画を策定したいと考えておりま

す。 

  次に、デマンド交通の利用方法についてお答え

いたします。 

  現在、本市で運行しているデマンド交通は、山

上、田沢、広幡地区で運行している乗り合いタク

シーがあります。 

  山上と田沢地区については、民間バス事業者が

廃止した路線を廃止代替路線として市民バスを

運行していましたが、市民バスの利用者の減少や

収支の悪化などにより、状況の改善と地域の生活

の足としての地域の実情に合った公共交通の実

現のために見直しを行った経緯があります。 

  この２つの地区では、地域での見直しの協議を

重ねた結果、市民バスを取りやめ、乗り合いタク

シーへ移行することとなりました。 

  移行による効果としましては、ドア・ツー・ド

アによる乗りおりができることから、特に高齢者

にとって利便性の向上につながったものと考え

ております。デメリットとしては、乗り合いタク

シーを運行している地域外の方が利用できない

ことが挙げられます。 

  一方で、万世地区では、山上・田沢地区同様に

地域で協議を行いましたが、運行時刻表等を見直

した上で、誰もが利用できる市民バスの運行を継

続することとなったものであります。 

  このように、地域住民の話し合いの中で、地域

の実情に合った公共交通のあり方を検討し、乗り

合いタクシーへ移行した地域においては、地域に

密着した運行形態となっていることから、運行地

区以外の方が利用することは、乗り合いタクシー

の性質上、難しい状況であります。 

  他方、さきに述べましたように、地域公共交通

網形成計画を策定する中で、市民ニーズに沿った

持続可能な公共交通ネットワークを構築するた

めには多方面からの見直しが必要でありますの

で、バスやデマンド交通といった各交通機関の特

性や必要性に応じた持続可能な公共交通網の方

向性について検討してまいりたいと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、大項目１の（２）

の御質問中、町なかの周遊を進めるためのまちな

み景観の整備についてお答えいたします。 

  町なか周遊の楽しさと魅力をアップするには、
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お話しされましたとおり、沿道の景観づくりの役

割も大変大事な点だと認識しています。 

  現在、本市が行っている景観形成の取り組みと

しましては、景観法に基づく届け出制度を活用し、

景観計画や指針に沿った良好な景観形成を進め

るとともに、自転車や徒歩での観光の目的地とな

り得る松が岬公園周辺や上杉家廟所、米沢駅前周

辺、小野川温泉などの景観形成重点地区について

は、建造物等を対象とした外観修繕のほか、景観

的価値のある古民家等の歴史的建造物の保全事

業に対する支援も実施しているところでありま

す。 

  これらの事業や取り組みを今後も継続して積み

重ね、市民意識の向上を促し、点から線へ、線か

ら面へと積み上げていくことにより、よりよいま

ちなみ景観の形成に近づけ、そしてつなげていき

たいと考えております。 

  また、将来的には、電動レンタサイクルの整備

によって町なか周遊ルートが確立されてくるも

のと想定されますので、今後は周遊ルートに沿っ

た良好なまちなみ景観形成への取り組みについ

ても検討していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、（２）のうち、

自転車の交通安全対策をどのように進めるのか

と、（５）のうち、マイナンバーカードに関する

質問についてお答えいたします。 

  最初に自転車の交通安全対策についてですが、

令和元年12月には山形県自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例が制定され、自転車損害

賠償責任保険等への加入の義務化や自転車の点

検及び整備、乗車用ヘルメットの着用に努めるも

のとするとされたところです。 

  こうした情勢を踏まえ、本市としては、市民に

対して自転車小売等事業者や学校の長など、関係

機関と連携し、条例の周知や交通安全啓発に努め

てまいります。 

  なお、自転車が通行し得る道路は、国道、県道、

市道とそれぞれの管理者がおりますので、快適で

安全な自転車利用につながるように、レンタサイ

クルを利用した方々の意見も参考にするなどし、

各道路管理者と連携しながら道路改善に努めて

まいります。 

  次に、持続可能なまちづくりについてのうち、

マイナンバーカードに関する御質問についてお

答えいたします。 

  まず、マイナンバーカードの普及状況ですが、

令和２年１月末日現在、本市のマイナンバーカー

ド交付率は11.19％であります。山形県全体では

11.05％となっております。 

  本市では、今年３月から開始するコンビニ交付

サービスの利用促進に向けて、広報よねざわや折

り込みチラシでのお知らせを初め、生涯学習フェ

スティバル等でのＰＲに取り組んだことにより

まして、マイナンバーカードの交付率は県平均を

上回り、上昇しているところです。 

  しかしながら、普及状況についてはいまだ十分

とは言えないことから、カードを持つメリットの

一つであるコンビニ交付サービスや窓口におい

て申請書を記載することなく住民票等の申請が

できる「らくらく証明サービス」のＰＲを行い、

カードの取得促進を図ってまいります。 

  昨年、国のデジタルガバメント閣僚会議におい

て、令和４年度中までにほとんど全ての国民がマ

イナンバーカードを保有するという方針とスケ

ジュールが決定されました。その具体的な取り組

みとして、令和２年９月からキャッシュレス決済

時に付与されるマイナポイントの実施、令和３年

３月からマイナンバーカードの健康保険証とし

ての利用が予定されています。 

  これらの取り組みにより、今後のカード交付申

請が大幅に増大することが予想されることから、

カード交付を円滑に進めるために、市民がカード

の申請や受け取りをしやすい環境づくり、体制整
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備が急務であると認識し、これまでの取り組みを

さらに拡充していきたいと考えております。 

  まず、休日窓口の拡充については、現時点では

これまで年に４回開催してきたものを毎月１回

とし、状況を見ながら開催回数を増減することを

検討しています。 

  このほか、市民課の窓口でカードを申請した場

合、カードの交付は郵送で行い、市役所への来庁

が１回で済む申請時来庁方式の導入や市内企業

やコミュニティセンター等に出向いて申請の受

け付けを行う出張申請受け付けを実施し、申請か

ら交付までの負担軽減と身近な場所での申請機

会を設けることにより、より多くの方がマイナン

バーカードを申請しやすくなるように取り組ん

でまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、１の（２）挑戦し

続ける活力ある産業のまちづくりについてのう

ち、森林環境譲与税の効果的な活用についての御

質問についてお答えいたします。 

  今年度から交付されました森林環境譲与税は、

新たな森林経営管理制度により、市町村が主体的

にかかわり、森林整備を一層促進することが求め

られており、森林の災害防止、国土保全機能を早

急に強化する観点から交付されるものでありま

す。 

  今年度の本市の森林環境譲与税の活用状況です

が、森林整備を行うためには森林資源の解析や経

営が成り立つ森林の選定、そして森林境界を明確

にする必要があることから、そのための準備とし

て航空レーザ測量を活用したモデル事業に取り

組み、譲与税の一部は後年度の間伐等の森林施業

に充てるために基金として積み立てることにし

ております。 

  御提案のありました猿害対策への活用につきま

しては、本市でも以前県の緑環境税を活用して森

林と集落の境に緩衝帯、いわゆるバッファーゾー

ンを整備した経緯もありますので、森林環境譲与

税を活用しての森林整備という観点で有効な対

策がないかなど検討したいと考えております。 

  なお、森林の鳥獣被害としては、杉の皮を剝ぐ

熊剝ぎ被害が深刻な状況でありますので、その対

策にも活用できないか、あわせて検討していきた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、初めに、郷土をつ

くる人材が育つ教育と文化のまちづくりについ

ての中の学校給食検討委員会についてお答えい

たします。 

  教育委員会では、学校適正規模・適正配置推進

計画の推進に伴い、今後の学校給食のあり方を検

討する学校給食検討委員会を設置し、現在、委員

の募集を行うなど準備を進めております。 

  学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資

するものであり、かつ食に対する正しい理解と適

切な判断力を養う上で、重要な役割を果たすもの

であります。給食の果たす役割や食の安全安心に

ついては、学校給食のあり方を検討する上で、大

事にすべき観点の一つと考えています。 

  学校給食検討委員会では、まず学校給食におい

て大切にしたいこと、今後の学校給食のあり方を

議論していく上での主な観点について、委員の皆

様から御意見をいただき、協議を進めてまいりま

す。そこで出された方針に沿って、（仮称）南西

中学校での調理方式について検討を進めてまい

ります。 

  次に、調理師の大量退職に伴う技術力の継承に

ついてですが、調理師につきましては、現在の定

年退職年齢の引き上げがない場合には、今年度か

ら令和６年までの間に全体の約３分の１に当た

る13人が定年を迎えることになりますので、学校

調理を行っていく上で大きな課題であると認識
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しております。忙しい中ではありますが、仕事を

ともにしながら、その都度技術を継承していくと

いう場面を設定し、技術力を低下させないＯＪＴ

を推進してまいりたいと思います。 

  一方で、児童生徒数が年々減少しているととも

に、今後、米沢市立学校適正規模・適正配置等基

本計画に基づき小中学校の統廃合を進めていく

ことになりますので、学校給食を取り巻く環境が

大きく変わることが予想されます。 

  また、前段で申し上げましたとおり、学校給食

検討委員会では学校給食のあり方についての検

討を行うことになっていますので、その結果を踏

まえ、対応してまいりたいと考えております。 

  次に、スクールバスの活用についてお答えいた

します。 

  現在、市ではスクールバスを５台所有しており、

上郷小学校及び第二中学校の通学に使用してお

ります。また、芸術鑑賞教室や連合音楽会、プラ

ネタリウム学習など学校教育活動の送迎にも利

用しており、今年度は17日間の利用がありました。

来年度は、市のマイクロバス運用の縮小による影

響や社会科見学等での利用がふえることにより、

56日間の利用が決定しております。 

  公共交通網としてのスクールバスの活用につい

ては、スクールバスは児童生徒の登下校について

遅滞なく安全に送迎することが最優先であるこ

と、通学以外の学校教育活動での利用が１年を通

じて見込まれることを考えますと、定期的な運行

が求められる公共交通として利用することにつ

いては、慎重に検討しなければならないと考えて

おります。 

  また、スクールバスの混乗についてであります

が、南原地区及び上郷地区からは民間路線バスや

ＪＲなど公共交通機関が利用できる環境にある

ため、地域住民や高校生については、まずはそう

いった公共交通を利用していただくことが重要

であると考えます。スクールバスの混乗について

は、他自治体の状況なども調査しながら今後研究

してまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、１の（４）子

育てと健康長寿を支えるまちづくりについてと

５の地域福祉計画についてお答えいたします。 

  初めに、「断らない総合相談体制」の構築とは

具体的にはどのようなものかにお答えいたしま

す。 

  少子高齢化が進展し、地域のつながりが希薄化

する中、一つの制度では解決できない複合化した

問題や既存の制度では受けとめることが困難な

制度のはざまにある問題など、地域住民の生活課

題は複雑・多様化しております。 

  本市においても、このような生活課題に対応す

るべく、それぞれの制度を所管する課で連携を深

めておりますが、複合化した問題では関係者間の

情報共有が不十分で支援が行き届かなかったり、

また表面化していない問題にいち早く気づけな

いなど、総合支援の体制に課題を感じており、世

帯の問題を丸ごと受けとめ、総合的に支援する体

制が強く望まれているところであります。 

  そのような中、平成30年４月に社会福祉法が改

正され、多機関の協働による市町村における包括

的な相談支援体制の構築を施策とし、包括的な支

援体制を整備していくことが市町村の努力義務

として位置づけられました。 

  本市では、まず世帯の複合的な生活課題を丸ご

と受けとめる「断らない相談体制」を組織的に構

築することを検討してまいります。具体的にはこ

れからですが、当時者の話を聞きながら、本人も

気づいていない課題を掘り起こしたり、必要な支

援機関とつながりながら解決に向けた支援の方

法や進捗を確認するなど、総合的に相談支援をコ

ーディネートする担当職員を配置し、一体となっ

た包括的・総合的な相談体制の構築を考えており

ます。 
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  人材の確保については、さきに述べたようなコ

ーディネート業務には相当なスキルが必要であ

ります。社会福祉主事等の資格取得のための研修

はもとより、社会福祉士や主任介護支援専門員な

ど、相談員のアドバイスや指導・監督を行う有資

格者も必要であると考えられますので、先進事例

等を研究しながら、人材の育成や確保を含めて本

市の実情に合った体制を検討してまいります。 

  次に、地域福祉計画についてお答えいたします。 

  初めに、市民に寄り添った福祉をどのように実

施するかについてお答えいたします。 

  これまでの福祉行政は、高齢者、障がい者、子

供といった世帯類型等で分類した制度において

福祉サービスを充実させることで推進してきま

した。その反面、制度ごとの縦割りでは解決でき

ない複合した課題や制度のはざまの存在、支える

側と受ける側の固定化、さらに地域のつながりが

弱まっている今日においては、福祉は行政に任せ

ておけばいいという住民同士の無関心が問題と

なってきております。 

  国が提唱する地域共生社会とは、制度の縦割り

や支え手・受け手の関係を超え、人と人、人と資

源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、

住民一人一人の暮らしと生きがい、そして地域そ

のものをつくっていくことであり、本市としても

目指すべき姿であります。 

  公的支援が必要な方に対しましては、各福祉分

野のさまざまな施策の中で、適切な時期に適切な

支援が受けられるように進めてまいりますが、支

援やサービスの提供だけでは市民に寄り添った

福祉には不十分だと考えております。 

  よく福祉とは、「ふだんの・くらしの・しあわ

せ」というふうに言われております。人は、それ

ぞれ生活形態は違いますが、地域に住むさまざま

な人々、団体、商店、会社、学校など、さまざま

なかかわり合いの中で、人の温かさを感じ合える

ことが住みなれた地域で安心して暮らしていく

ためには欠かせないものであります。困り事の状

況に応じて、隣近所や事業所、福祉活動を行う者

などが力を合わせ、それぞれが主体的に、そして

円滑に問題解決に向かってつながっていく、また

状況の変化を見守り活動の中でいち早く察知し、

適切に行政などの支援機関につないでいける体

制を整備していくことが市民に寄り添った福祉

であり、地域福祉の根幹だと考えております。 

  続きまして、地域の実態をどのように捉えてい

るかについてお答えいたします。 

  計画策定に当たっては、市民及び福祉関係の事

業者や団体へのアンケート調査とあわせ、各地区

に出向いて直接お話を伺わせていただきました。

地域の実態といたしましては、核家族化等により、

高齢者世帯がふえている。若い世代が住んでいな

いわけではないが、仕事等で家にいないことが多

く、地域活動にまでは関心が及ばない。集合住宅

と町内会のかかわりが難しい。情報化社会の進展

やサービスの充実により、地域とかかわらなくて

も生活に困らなくなったなどにより、地域コミュ

ニティーが脆弱化していると捉えております。 

  次に、公助があって初めて共助があるのではな

いか、計画の視点に欠如してはいないかといった

ことにお答えします。 

  さきにも述べましたが、公的支援が必要な方に

対しましては、各福祉分野の施策の中で、適切な

時期に適切な支援が受けられるように進めてま

いりますが、それだけでは住みなれた地域で安心

して暮らしていくには十分ではないと認識して

おります。そのことを踏まえて、地域福祉計画で

は、行政と市民だけではなく、町内会、社会福祉

法人を含む各種事業者、福祉活動を行う団体など、

地域におけるさまざまな主体、それぞれに期待さ

れる役割についても掲載しており、個人の福祉意

識の醸成とともに、あらゆるネットワークの構築

についても重要視しているところであります。 

  最後に、人材育成の具体策についてお答えいた

します。 

  福祉に携わる専門性の高い人材育成について、
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新たな人材の育成におきましては、本市で社会福

祉士を養成するための実習生受け入れがあり、今

後も推進していく考えであります。なお、市内の

社会福祉法人においても、社会福祉法で義務化さ

れている公益的な取り組みの一環として社会福

祉士の実習生受け入れや中学生、高校生の体験実

習を実施しているところがございます。 

  また、福祉事業所等にお勤めされている方々に

対しては、介護支援専門員の研修を通してスキル

アップや主任介護専門員へのキャリアアップに

つながるように継続して支援してまいります。そ

のほかにも、障がい者相談支援専門員同士の交流

や介護支援専門員との連携の場を設けるなどし

てスキルアップを図って今後も推進してまいり

ます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、３業務量に見合っ

た職員数の確保と非正規職員の待遇改善につい

てお答えいたします。 

  まず、定年前の退職者がふえていることに対す

る認識はどうかについてお答えします。 

  定年前退職者の人数につきましては、市立病院

を除きまして、平成29年度が６名、平成30年度が

８名、令和元年度は１月末までの申し出者数が７

名であります。その退職の理由につきましては、

本人が置かれている環境の変化や健康上の理由

などさまざまであります。これまでの経験と培っ

た知識を職務に生かし、さらに市勢発展に貢献さ

れることを期待したいところでありますが、本人

が熟慮の上で退職を決断したことでありますの

で、やむを得ないものと考えております。 

  次に、長期の病気休暇取得者はふえていないか

についてお答えいたします。 

  １カ月以上の長期の病気休暇取得者及び休職者

につきましては、市立病院を除きまして、平成29

年度が19名で、そのうちメンタルヘルス不調者が

８名、平成30年度が18名で、そのうちメンタルヘ

ルス不調者が10名、令和元年度は１月末現在で16

名、そのうちメンタルヘルス不調者が11名となっ

ております。 

  次に、定年まで働き続けることができる職場を

つくり上げることへの本市の見解についてお答

えいたします。 

  地方公共団体を取り巻く環境は、人口減少、少

子高齢化を初め、行政需要が質的・量的に高度化

しているほか、情報通信技術の急速な進展など、

刻々と変化しております。市勢発展、市民生活の

向上のためには、行政機能がその社会情勢の変化

に対応していかなければなりません。そのために

は、職員の能力向上を図ることや職員一人一人が

意欲を持って働くことができる職場環境が必要

となります。人材育成方針に掲げる３つの職員像

を目指して職員研修を実施するほか、職員一人一

人が達成感を得られるような仕事の進め方や組

織風土を整えていくことが必要となると考えて

おります。 

  組織または職場において必要な条件としまして

は、目標が示されていること、コミュニケーショ

ンが確保されていること、職員の貢献意欲が発揮

できることなどのほか、ハラスメントの防止も重

要なことであると認識しております。このような

職場環境にすることで、職員一人一人が業務に対

する目標を持ち、その達成感が職員個々のモチベ

ーションを高めることになり、それが定年まで働

き続けるという気持ちにつながるものと考えて

おります。 

  次に、職員採用試験の応募者の現状についてお

答えいたします。 

  職員採用試験の全体の応募者数については、市

立病院を除きまして、平成29年度が158名で、そ

のうち技術職が４名、平成30年度が125名で、そ

のうち技術職が10名、令和元年度が115名で、そ

のうち技術職が７名です。このように全体の応募

者数は全国的な傾向と同様に本市も減少傾向に
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あります。 

  次に、今後の職員数の見通しと人員の確保につ

いてお答えいたします。 

  厳しい財政状況の中でも、安全で良質な公共サ

ービスを実施していくためには、毎年度、業務量

を把握し、その業務量に応じた職員数が配置され

た状態が望ましいと認識しております。議員お述

べのとおり、本市では今後数年間で多くの職員が

定年を迎えますので、職員採用に当たりましては、

将来の行政運営を担う人材を計画的に確保する

ことを配慮しつつ、必要な職員数を精査し、適切

に補充していきたいと考えております。 

  人員の確保につきましては、採用試験に民間の

採用選考で使用されている適性検査「ＳＰＩ３」

を取り入れ応募しやすい条件とするほか、今後は

Ｕ・Ｉターン希望者を対象とした採用試験なども

考えているところでございます。今後とも、人口

減少、少子高齢化など社会構造の変化に対応した

行政サービスの提供に必要な職員数を維持でき

るよう努めてまいりたいと考えております。 

  次に、新年度におけます会計年度任用職員の任

用数と年収についてお答えいたします。 

  新年度におけます市長事務部局の会計年度任用

職員の任用予定者数は255名、教育委員会事務部

局が201名、市立病院事務部局が173名でございま

す。このうち、通年任用につきましては、市長事

務部局が102名、教育委員会事務部局が47名、市

立病院事務部局が150名となっております。 

  また、新年度におけます年収につきましては、

市長事務部局の一般事務従事者で約191万円でご

ざいます。 

  次に、会計年度任用職員が非正規職員であるこ

とに変わりないのではないかについてお答えい

たします。 

  一般的に非正規職員とは、期間を定めて雇用さ

れる職員と解されていることから、任用期間を一

会計年度内と定められている会計年度職員はそ

のように捉えられるかもしれませんが、地方公務

員法上、会計年度任用職員につきましては、一般

職に位置づけられ、一般職非常勤職員という身分

になります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、６の市立病

院の経営と将来像についてお答えいたします。 

  このたびの三友堂病院との機能分化・医療連携

につきましては、両病院の医師不足を背景として、

このまま両病院が急性期医療を続けていけば、本

市の救急医療の維持が非常に厳しい状況に至る

との危機感から、市長を初めとして両病院の関係

者が協議し、方針を定めたところであります。ま

た、地域医療構想の実現に向けた置賜地域の病院

長による置賜地域保健医療協議会においても、こ

のたびの方針について了承を得ているところで

ありますので、両病院ともに基本計画の実現に向

けて取り組んでまいります。 

  次に、市立病院の黒字化につきましては、直近

２年度の決算において、あと一歩で黒字化のとこ

ろまで来ておりますが、今後新病院建設に多くの

費用負担が続くことから経営環境は厳しい見通

しとなっておりますので、これまで以上にさまざ

まな経営改善に取り組んでいき、可能な限り早期

に収支の改善を図っていきたいと考えておりま

す。 

  次に、当院が進めようとしている独法化につき

ましては、より迅速かつ効率的な病院運営により、

経営改善していくことを目的の一つとしており

ますが、自治体が設置する病院ということには変

わりありませんので、救急、小児、周産期などの

地域に必要な政策医療などを含めて、住民本位の

医療提供を最優先に考え、サービスの低下を招か

ぬよう維持していく所存であります。 

  次に、当院の新病院における機能としましては、

急性期医療に特化した機能になりますので、現状

よりも多くの医療従事者が必要となる見込みで
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ありますが、医師を初めとした医療従事者の傾向

としては、自己のスキルを高めたいと考える方が

多く、急性期の症例が多く集まる病院を希望する

方が多いと考えておりますので、当院が必要と見

込んでいる医療従事者数については、一定程度は

確保できるものと考えております。 

  最後に、独法化につきましては、先行している

日本海総合病院では、平成29年度と10年前とを比

較して、経営改善では、営業収支が15ポイント増

加して106.3％に、職員数では、常勤医師と研修

医の数が42名増加しております。また、そのほか

にもさまざまな取り組みによって医療提供体制

や職場環境も充実してきたと聞いておりますの

で、当院も他の自治体での成功事例を参考にしな

がら検討を進めてまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 答弁ありがとうございま

した。 

  余り時間がないので、まず市立病院からちょっ

と順不同で今お答えいただきましたので、市立病

院の関係から先にお伺いいたします。 

  最後に独法化をいち早くした日本海病院の話を

御報告いただきました。非常に成功しているとい

うふうに私も聞いております。ただ、独法化が多

くなっておるところで、成功しているところもあ

る、日本海病院。失敗しているというか、かなり

経営が苦しくて、もう大変なところもある。そう

いう実態はわかっていらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 ただいま申し上げま

した日本海総合病院というのは本当に成功した

例でございますけれども、全国的に見て必ず独法

化したからといって経営改善になっているとい

うわけではございませんで、３分の１ほどはちょ

っと低迷しているのかなというような印象を受

けているところでございます。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 成功事例だけ報告あった

ものでしたから、ちょっとくどいような質問にな

ってしまいましたけれども、失敗もある、成功も

ある、なかなかうまくいっていない、そして中間

的なところもあるというふうに私としてはちょ

っと認識していましたので、そこのやり方、特に

日本海病院の関係については県立病院と市立で

すからうまくいったところになるのかななんて

いうふうに思っています。その点についていろい

ろ御検討いただければなというふうに思います。 

  もう一点、市立病院の見込みとして、医療従事

者、やっぱり新病院開設になって人的には少し多

く必要だということを御報告いただきました、今。

そうなったときに、どんどん人を呼び込む、その

ために何をするのかということだと思うんです。

症例がどうのこうのという話が今ありましたけ

れども、呼び込むために開院時にどのように人を

採用するのかということが一番大事だというふ

うに思うんですが、その点はどのように考えてい

ますか。 

○鳥海隆太議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 病院の職員、医療従

事者関係は、特にドクター関係、こちらのほうは

主に医局との関係性を強めまして今後の新しい

病院のＰＲなどを進めていきたいと思っており

ます。 

  そのほかの医療従事者、コ・メディカル関係な

んですが、こちらのほうは採用に当たっての説明

会、大学とか学校とかございますので、そちらの

ほうに出向きまして、新しい病院はこうなるんだ

ということで、多くの魅力発信で努めていきたい

と思っております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ３番の関係とも関係する

んですけれども、会計年度任用職員の関係などで、

医療クラークの人が少し集まりにくくなったり

とか、ヘルパーの人が集まりにくいとかという話

をお聞きしています。そういうことも含めて新病
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院開設のときにはさまざまなことを検討して進

めていただくということが大事だというふうに

思うんですけれども、その点、どうですか。 

○鳥海隆太議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 病院関係の医療従事

者は、さまざまな職種がございます。ですので、

それぞれの方々が気持ちよく仕事をしていただ

けるよう環境整備に努めるとともに、処遇改善に

ついても経営状況を見ながら考えていきたいと

思っております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 公共交通の関係といいま

すかスクールバスの関係も含めてお聞きします

けれども、スクールバスは現在保有している台数

は先ほど御答弁いただきましたのでわかったん

ですけれども、質問した中身としては、将来南西

中学校を含めていろいろスクールバスを相当数

保有することになっていくんだというふうに私

としては認識していますけれども、その使い道と

いうかそのことについて公共交通網整備の段階

でいろいろ検討してはどうかということの提案

をしたつもりでしたけれども、その点いかがなも

のですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しのとおり、今

後適正規模・適正配置が進むことになれば、そう

いったバスの台数もふえてくるというふうに思

います。そういったところと、あと地域の公共交

通というふうなところでも、計画も出されるわけ

ですので、そういったところを総合して研究をし

ていきたいというふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ですから、今回、公共交

通網の計画を策定するわけですよね。スクールバ

スも将来的には購入することになっていくんだ

というふうに思います、どんどん。そうしたとき

に、ぜひ二重投資にならないように公共交通網整

備計画の段階でスクールバス活用は検討をぜひ

したらいいんではないかということを思ってい

るんですが、その点、どうですか。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 現状では先ほど申し上げ

たとおりスクールバスの利用は難しい状況では

ございますが、市民バスの万世線の例を挙げます

と、当時は路線バスとスクールバス、万世小、五

中行きのスクールバスがあったわけですが、七中

開校のときにスクールバスを廃止して万世線に

統合してスクールバス機能もある路線バスとし

て今運行しております。そういったところを総合

的に今後も検討していく必要があるというふう

に考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 地域公共交通網形成計画

の策定に当たっては、基本的に市内全域、そして

公共交通空白地帯をつくらないということを基

本に検討するというふうに考えてよろしいでし

ょうか。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 本市の公共交通のマスタ

ープランになりますので、市全域の計画というふ

うになります。あと、議員お述べのとおり、交通

空白地帯をつくらないというのが当然理想であ

りますが、まず減らしていくことが大事でありま

すので、それについて地域の方々に御意見を聞い

て、よりよい公共交通網を形成していきたいと考

えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） スクールバス購入などに

ついての財源の部分については、いろいろ勉強し

ますと、へき地児童生徒援助費等補助金ですとか、

過疎対策事業費を使っているとか、いろいろ補助

金を使ってやっているようです。国土交通省のコ

ミュニティバス購入の補助金もあります。そうい

ったことを踏まえて考えていくと、購入の段階か

らスクールバス、あるいはコミュニティバス、そ

して地域交通の整備をどうするのかということ
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を、いろんな財源もあるだけに検討して購入する

必要があるというふうに思うんです。その点はど

っちかですが、私はこの購入段階からも十分に検

討して購入してその使い道を探していくことが

必要だというふうに思うんですが、その点、どう

でしょうか。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 今回のスクールバス購入

につきましては、文部科学省の補助金が一番有利

ということで、当然財政サイドとも相談して購入

したわけですが、市民バスの例を挙げますと、国

交省の補助要件が厳しいということで該当にな

らないものですから、一般財源で購入はしている

ところですが、特別交付税措置、８割が充当でき

るということで、その都度財政課のほうに相談し

ながら、その状況に応じて有利な制度を活用して

いくというのは、今後もそういうふうにしていき

たいと考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ぜひ購入の段階からも、

運営費の補助金も確かにいろいろあるようです

し、そこも含めて十分に研究してやっていただき

たいと。だから、先ほど壇上でも申し上げました

けれども、二重投資にならないように、あるいは

スクールバスが大量に並んでいるという、表現が

的確じゃないかもしれませんけれども、日中、こ

こいっぱい並んでいるような状況でないように

効果的に使っていただければなという思いで質

問をしたところでしたので、ぜひ今回の計画策定

に当たっても、検討していただければというふう

に思います。いかがなものですか。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 状況によりますが、スク

ールバスが大幅にふえるということも、議員おっ

しゃるとおりなかなか効率的ではないというこ

とで、現在では、教育委員会のほうでは、まずは

公共交通が使えないかということで検討してい

ただいている状況でありますので、そこら辺、総

合的に判断して今後も検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ぜひ計画策定の段階で、

いろいろ御検討いただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。 

  次に、業務量に見合った職員数の確保と非正規

職員の待遇改善についてお伺いいたします。職員

数については、先ほど話をしていただきまして、

モチベーションを、定年退職まで働き続けられる

職場をどうやってつくるんだとお聞きをしたと

ころ、さまざまな検討をされているというふうに

思います。目標、意欲を持って働ける職場をつく

っていくとか、ただ精神論というかハラスメント

の関係もいろいろ出ています。ぜひとも、いろい

ろ御検討をしていただければいいと思うんです。

それぞれやっぱり退職金も違うわけですし、自己

都合でやめて、そんなにもうせっかく入った、せ

っかくという言葉は適切でない、自分が勤めて何

十年で、もう１年、２年で退職という人がやめて

いかなければならない、それは何なのかというこ

とをいろいろと調査して、それを少しずつ改善を

していく、そういう努力が、積み上げが必要だと

いうふうに思います、今の段階で言うと。その点、

どうですか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 退職の理由はさまざまでござ

いますが、確かに議員おっしゃるとおり、非常に

定年間際でやめる方もいらっしゃいますので、そ

の都度慰留には努めておりますが、最終的には御

本人の御判断でございますので、やむを得ないと

考えておりますけれども、まず議員おっしゃられ

るとおり、よりよい職場環境に向けて努力したい

と考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ぜひそのようなことでお

願いしたいというふうに思います。 

  会計年度任用職員の関係ですけれども、この間、
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会計年度任用職員でいろいろ総務省から通達が

来ているというふうに思います。そして、その通

達の中では、現行で報酬といいますか給料を削減

してボーナスに充てるようなことはない、厳に慎

むようにと、そういうことがないようにという通

達もたしか来ているはずです。米沢市の場合、そ

の点、どうなっていますか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 今回の制度改正の趣旨を踏ま

えまして、まずは現在の嘱託、あるいは臨時職員

の職について全て整理させていただいた上で、こ

の趣旨を踏まえた上で、できるだけ現在の嘱託、

臨時の方々の条件に大きな変更がないような形

で円滑に変更させたいという思いもありまして、

今回先ほどお示ししたような内容になったとこ

ろでございます。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 心配しているのは、職員

の皆さんもテストになかなか集まらなくなって

きているという実情を先ほどお話をいただきま

した。会計年度任用職員についても、一定程度の

人が集まっていただかなければ困るわけですか

ら、それがどんどん集まりにくくなってきている

のではないかなと。それは非常にちょっと危惧し

ているところです。その点はどうでしょうか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 基本的には公募でございます

ので、ハローワークを通じて今募集を行っており

ますが、現時点では募集数を大きく上回るような

応募がございますので、現時点では心配はしてお

りませんけれども、なお今後についてはいろいろ

対応を検討していきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ぜひいろいろな対策を今

のうちからやっていただくのが一番いいのかな

というふうに思いますので、その点についても御

検討をいただければというふうに思います。ぜひ、

人が集まりやすい、集まってくるような体制をと

っていただければというふうに思います。 

  最初に市長から答弁をいただきました最低賃金

などについてちょっと質問させていただきます。

国の制度のもとですから、米沢市がいろいろと具

体的にどうするという話にはならないというふ

うなことはわかっているんですけれども、ぜひこ

れは市長を含めて皆さんに特にお願いしたいん

ですが、国や県にもっともっと働きかけていただ

きたいと。そして、賃金格差をできるだけなくし

ていく。確かに物価で一部違うものがあるんだか

もしれませんけれども、そんなに違わないものも

いっぱいあります、物価の中で、生活していく中

で。ですから、賃金の格差をなくすことは、やっ

ぱり日本、米沢の経済の好循環にもつながってい

きますし、何よりも今の段階で考えるべきことか

ななんていうふうに思うんですが、今まで以上に

国・県に働きかけを強めていただきたいというふ

うに思いますが、その点はいかがなものでしょう

か。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 本市単独で要望等は行ってお

らないところでございますけれども、山形県、県

議会、市町村、市町村議会、そして県内経済団体

などで構成します山形県開発推進協議会におき

まして、最低賃金における地域間格差の是正に向

けてランク制度を廃止し、全国一律の運用を行う

ように厚生労働省へ要望しているところでござ

いますので、本市としましても引き続きこの要望

に対する対応を注視してまいりたいというふう

に思っております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） ぜひ、いろんな場で働き

かけをしていただければなというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。 

  あと、市民課の窓口業務の拡大ですけれども、

窓口業務を年４回から月１回ぐらいに拡大して

いくということですが、人員の確保については大

丈夫なんでしょうか。 
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○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 来年度は会計年度任用職

員を増員して窓口体制を強化する予定としてお

ります。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 会計年度任用職員を充当

してやっていくということですけれども、職員の

人は必ず何人か出なきゃいけないというふうに

思うんです。そこのところもちょっと心配してい

るんですが、大丈夫なんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 休日窓口の回数はふえま

すけれども、当面は時間を１日から半日に減らし

まして、週休日の振りかえを行って休みを確保す

ることで、職員の体調管理に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 我妻德雄議員。 

○３番（我妻德雄議員） 職員の業務量が増大して

いく中で、なかなか人員確保の部分についても大

変な状況だというのは理解はしていますけれど

も、できるだけ業務量に見合った職員数にしてい

く、そういった努力を一層続けなければならない

というふうに思います。最後にその点をお聞きを

して私の質問を終わります。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 現在も業務量を見きわめなが

ら職員採用も行っておりますので、引き続きその

ような考えで臨みたいと考えています。 

○鳥海隆太議長 以上で市民平和クラブ、３番我妻

德雄議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１１時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ０時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  日本共産党市議団、７番高橋壽議員。 

  〔７番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○７番（高橋 壽議員） 私は、会派を代表し、市

長の市政運営方針に対して代表質問いたします。 

  私の質問は６点です。 

  １つ、市内の景況と中小企業支援についてお伺

いしたいと思います。 

  第１点は、消費税の10％への増税の市内の景況

への影響、とりわけ中小業者への影響について、

どういうふうに捉えておられるのかお伺いした

いと思います。 

  ２つ目は、米沢市は既に中小企業振興条例を制

定しておりますが、この条例を生かした米沢市の

支援策とは何なのか、お伺いしたいと思います。 

  ３つ目は、中小企業振興条例の中で、市内の中

小業者の皆さん方の声をよく聞いて施策に生か

していくということになっておりますけれども、

今市内の中小業者の皆さん方が市に求めている

支援とはどういうものなのか、お伺いしたいと思

います。 

  ４点目は、市内の中小業者の中でも、とりわけ

小規模業者、自営業者という方々の国民健康保険

税の負担、その負担感について当局としてはどう

考えているのか、お伺いしたいと思います。 

  第２の質問は、子育て支援についてお伺いした

いと思います。 

  １点目は、子育て支援で米沢市が今後取り組ま

なければならない事業とは何なのか。そして、そ

のロードマップ、いわゆる行程表、どういった事

業をいつまで、どの程度やるか、それを市民の皆

さん方に、そして私たち議員にもきちんと示すべ

きではないか。 

  昨年の３月の代表質問で、私たち共産党市議団

は子ども医療費の無料化の高校生までの対象年

齢引き上げを求めました。しかし、答弁では、現

状では難しいという答弁でした。そして、11月に
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県の社会保障推進協議会の皆さん方と当局に要

請いたしました。このときもこの問題を要請いた

しましたけれども、当局の答弁では難しいという

答弁をいただいていたわけです。ところが、同じ

11月に市長選が間近に迫ったときに、市長からは、

選挙公約の中で、この子どもの医療費の高校生ま

での対象年齢引き上げが突然出てまいりまして、

私たちはあっけにとられたわけです。すること自

体については大いに歓迎するわけですけれども、

それまで、これは難しいと一点張り、言ってきた

ものが突然やりますという話はどういうことな

のかというふうに思うわけです。そういうことも

含めて、改めて米沢市の子育て支援策について行

程表、ロードマップをきちんと示す必要があるの

ではないかというふうなことです。 

  子育て支援の第２点は、子供のインフルエンザ

ワクチン接種への補助を新年度予算に計上して

おりません。計上しなかった理由をお伺いしたい

と思います。これは、昨年の12月議会の予算委員

会で取り上げた問題でありましたけれども、当局

の答弁、とりわけ市長の答弁がありましたけれど

も、やっている自治体、やっていない自治体のそ

れぞれの理由をまず聞いてみたいという答弁を

市長はしていたわけです。そのことも含めて、な

ぜ新年度予算に計上しなかったのか、その理由を

改めてお伺いしたいと思います。 

  ３つ目の質問は、高齢者の皆さん方の暮らしに

ついてお伺いしたいと思います。 

  第１点は、市政運営方針の中に支援を必要とす

る高齢者の皆さんの早期発見・早期対応というの

がありました。具体的にはどういうふうな取り組

みを行うのかお伺いしたいと思います。 

  そして、介護予防におけるフレイル対策事業と

ありましたが、具体的にはどういう取り組みを行

われるのか、お伺いしたいと思います。フレイル

対策事業については、昨年12月の議会でほかの議

員の方からも、口腔フレイル、口の中のフレイル

についてどうするかという話が主な質問の内容

だったというふうに思いますけれども、フレイル

全体の対策事業ということで、このフレイル対策

事業を取り組むというふうに市政運営方針に書

いてあったろうというふうに思います。これを具

体的にどういうふうに取り組んでいかれるのか、

お伺いしたいと思います。 

  ２点目は、介護保険事業計画がいよいよ第８期

に入るわけです。それで、新年度は第８期の介護

保険事業計画、令和３年から５年までの３カ年の

計画を策定する年に当たっています。それについ

て、これまでの介護保険事業計画、さまざま反省

点なり課題があるというふうに思います。特に、

第７期の介護保険事業計画を踏まえて第８期に

は基本的にはどういう考え方で立てていかれる

のか、現時点で考えている点についてお伺いした

いというふうに思います。 

  そしてまた、米沢市としては要支援１・２の皆

さん方については、介護保険事業から外れた米沢

市の単独事業として行われている総合事業とい

うのが展開されているわけです。この現状と課題

についてもお伺いしたいと思います。 

  ４つ目の質問は、災害から市民を守ることにつ

いてお伺いしたいと思います。 

  第１点は、避難所の運営の改善、これをどう進

めていくのか。これも昨年の12月議会で質問させ

ていただいておりましたけれども、その後、避難

所のさまざまな不備については全国の自治体の

調査などもやられたということが報道されてお

りまして、その結果も新聞報道などで発表されて

おります。そういう全国的な状況の中で、改めて

米沢市の避難所の運営、地域防災計画の中にはこ

の避難所の運営について記載されているわけで

すけれども、どういうふうに進めていかれるのか、

お伺いしたいと思います。 

  この問題については、たしか平成29年９月議会

で他の議員から問題を指摘されて、そしてその指

摘の方向で改善するというふうに当局の答弁は

ありましたけれども、昨年の10月12日の台風19号
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の折には、そのことが実行されていなかったとい

うことで、混乱したわけです。なぜ、平成29年に

指摘をされ、当局答弁でも改善しますという答弁

をしておきながら、そういうことになったのかと

いうことも含めてお伺いしたいというふうに思

います。 

  第２点は、消防団の皆さん方の長年の要望であ

るポンプを積載できるような軽トラック、あるい

は水害などで機敏に機動的に活動ができるよう

にということで、軽トラックの配備というのが要

望に出ておりました。これまでも私を含めて何人

かの議員から配備を急ぐ必要があるんだという

ふうな指摘があったというように思います。これ

はどういうふうになっているのか。 

  そして、その他の消防団員の装備、昨年は夜間

の活動のときにヘッドライトが必要だというふ

うな要望が消防団から出ておりましたけれども、

これについても自費で購入して対応という答弁

をいただいていたわけですけれども、それでは済

まないのではないかというふうに思っておりま

す。あるいは、雨がっぱの問題。これも消防団の

皆さん方から要望として出ているわけです。昨年

の10月の台風19号の際にも、新しく入った団員は

雨がっぱを持っていなかったということで、コン

ビニに駆け込んでビニールの雨がっぱを購入し

て、そして出動したという、もう何とも情けなく

なるような装備の状況だなというふうに改めて

思ったわけですけれども、そういうことについて

も装備、どういうふうにお考えなのか、お伺いし

たいというふうに思います。 

  そして、処遇改善の問題です。これについても、

私含め、その他の議員から昨年の９月議会でも出

動手当の引き上げなどの要望が繰り返し出てい

るわけです。この要望にもどう応えられるのか、

お伺いしたいというふうに思います。 

  ５つ目の質問は、日本の食料自給率と本市農業

の課題についてお伺いしたいと思います。 

  第１点は、2018年度の日本の食料自給率、これ

は1993年の天候不順などの問題があってカロリ

ーベースで37.37％というのが過去最低の水準と

いうか数値を示していたわけですけれども、2018

年のカロリーベースでの日本の食料自給率とい

うのは37.33％と。小数点以下でそれを下回ると

いう過去最低になったわけです。その問題を考え

てみれば、本市の農業の施策、ここでこの問題を

どういうふうに受けとめ、どういうふうに位置づ

けていくかということも、私は重要な本市の農政

の課題だというふうに思います。その点について、

市長並びに農業委員会会長に御所見をそれぞれ

お伺いしたいというふうに思います。 

  第２点は、まちづくり総合計画第３期の実施計

画で取り組む本市農業の課題、そして施策は何か

についてお伺いしたいと思います。 

  最後の６つ目の質問は、市内の小中学校のいじ

めと不登校についてお伺いしたいと思います。 

  全国的にはいじめが増加傾向にあるという報道

がなされておりましたけれども、米沢市の小中学

校のいじめの実態と対応についてお伺いしたい

というふうに思います。いじめ防止対策推進法に

基づいて全国各地の自治体でこのいじめ防止対

策条例を制定しているわけですけれども、米沢市

も制定いたしました。その条例を基本としながら、

基本方針を立てて、その基本方針にも基づいて現

在米沢市の教育委員会としてこの問題に対応さ

れているというふうに思いますので、その辺のと

ころも含めて御答弁いただければ大変ありがた

いというふうに思います。 

  以上、６点について質問いたします。答弁を求

めたいと思います。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 高橋議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私からは、子育て支援についてのうち、本市が

取り組まなければならない事業、ロードマップに

ついてと、食料自給率と本市農業の課題について
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のうち、食料自給率を引き上げる課題の本市農業

施策への位置づけについてお答えいたします。 

  最初に、子育て支援についてのうち、本市が取

り組まなければならない事業、ロードマップにつ

いてお答えいたします。 

  子育てしやすい環境の整備を考えた場合、市民

の方々から御要望が多く寄せられております屋

内遊戯施設の整備が子育て支援の中でも優先す

べき事業であると考えております。これは、昨年

６月に実施しました子育て支援に関するアンケ

ート調査からも、最も関心の高い子育て支援事業

として挙げられていることから、新年度予算に計

上し、着手する考えとしたところであります。 

  また、子育て支援医療給付事業については、子

育て世代の経済的負担の軽減の面から、高校３年

生等まで拡充をいたします。県内では既に実施し

ている市町もあり、本市においても、拡充を図り、

「安心して子育てができる米沢市」を実現してま

いりたいと考えております。 

  子育て支援に関してのロードマップということ

でありますが、まずはこの４月から子育て支援医

療給付の対象を高校３年生等まで拡充し、屋内遊

戯施設については、12月の一般質問でもお答えい

たしましたが、庁舎内の検討チームで課題の整理

を行っており、新年度から順次着手できるよう進

めてまいります。 

  このほか子育て支援につきましては、第１期の

子ども・子育て支援事業計画の検証及びアンケー

ト調査結果から課題が整理されたわけですので、

この３月策定の第２期子ども・子育て支援事業計

画により、課題解決のための施策について、推進

課が主体となって今後５年間で推進してまいり

たいとこのように考えております。 

  続きまして、食料自給率と本市農業の課題につ

いてのうち、食料自給率を引き上げる課題の本市

農業施策への位置づけについてお答えいたしま

す。 

  ただいまの御質問にありましたように、国の食

料自給率については、食料・農業・農村基本計画

において令和７年度を目標年次として、食料自給

率45％の目標を定めており、平成30年度のカロリ

ーベースの食料自給率は37％と算出しておりま

す。これは、対前年比マイナス１ポイントとなっ

ており、年々下降傾向が続いております。その要

因といたしましては、日本人の食事が洋風に変化

したことで、米の消費量の減少や輸入食料の消費

量がふえたことが主なものであると認識してお

ります。 

  なお、平成29年度の都道府県別食料自給率にお

いて、山形県の食料自給率は137％――概算値で

ありますけれども――となっております。全国で

３番目に高いものであります。 

  平成27年に策定いたしました米沢市農業振興計

画におきましては、多様な担い手の安定的な育成

と確保、地域の特性を活かした産地づくり、流

通・販売対策と農山村地域の活性化、農地の保全

と中山間地域の農業振興、環境保全型農業の推進

と新エネルギーの活用の５つの基本方針を本市

における特に重要な農業振興の方向性として位

置づけており、本市農業の振興を図ることで、農

畜産物の主産地として食料生産の維持・拡大に努

めてまいりたいと考えております。 

  今後も、米沢市農業振興計画に基づき、土地利

用型作物、園芸作物、畜産等の全ての分野におい

て生産基盤の確立を目指すとともに、市民農園等

での野菜や花などの栽培を通して自然と触れ合

うことのできる農業や食に対する関心と理解を

深め、地場産農畜産物の生産拡大と消費拡大につ

ながる取り組みを行ってまいりたいと考えてお

ります。このように多様な担い手の確保と経営基

盤の確立、農業所得の向上が、ひいては食料自給

率の向上につながるものと期待しておるところ

であります。 

  以上であります。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 
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○菅野紀生産業部長 私からは、１番の市内の景況

と中小企業支援についてと５番の（２）のまちづ

くり総合計画第３期実施計画で取り組むべき本

市農業の課題と施策は何かについてお答えいた

します。 

  初めに、１の（１）消費税増税の市内の景況へ

の影響は、特に中小企業への影響はどうかについ

てお答えいたします。 

  まず、経済の状況につきましては、内閣府が２

月17日に発表した2019年10月から12月期の国内

総生産（ＧＤＰ）の速報値では、物価の変動を除

く実質で、前期比1.6％減、このペースが１年続

くと仮定した年率換算は6.3％減となり、５四半

期、約１年３カ月ぶりのマイナス成長となること

が示されております。 

  このような状況の中で、消費税増税による市内

中小企業者への影響につきましては、例年実施し

ております中小企業者への企業訪問の中で、今年

度は消費税増税に伴う影響に関しても追加で聞

き取り調査を行っております。昨年12月から現在

まで行った調査の内容によりますと、一部の業種

によっては原材料の高騰により売上利益の減少

が見られたものの、今回の消費税増税については、

特定の品目に対して軽減税率が適用されたこと

により、前回見られた増税直前の駆け込み需要や

増税後の消費落ち込みが小さかったとの回答を

いただいております。 

  また、商工団体に対する消費動向の聞き取りに

おいても、消費増税前後の混乱や反動等の影響は

小さく、緩やかに推移しているとの回答をいただ

いております。 

  なお、軽減税率に対応するため、国による複数

税率対応レジ等の導入、改修費用やタブレット端

末等汎用機器に係る費用に対する一部補助、キャ

ッシュレス決済の端末機の導入や加盟店手数料

の補助等が受けられる支援制度が実施されたこ

と、また商工団体主催の消費税軽減税率対策セミ

ナーや軽減税率導入後の会計処理実務セミナー

等が開催されたことなどにより、軽減税率制度に

スムーズに移行できたとの回答もいただいてい

るところです。 

  次に、（２）の米沢市中小企業振興条例を生か

した支援策は何かと、（３）の中小企業の支援要

望は何かについてお答えいたします。 

  まず、中小企業の支援要望につきましては、米

沢市中小企業振興条例に基づき、施策の推進に当

たっては中小企業者の実態を明らかにするため

に必要な調査を行うこととしておりますので、平

成28年度より中小企業者に対する企業訪問を継

続的に実施しており、業況や経営における問題、

課題、人材育成や事業承継、中小企業振興施策に

対する要望などの聞き取り調査を行っておりま

す。その調査内容に基づき、中小企業に対する支

援施策を検討し、事業展開を図っており、中小企

業振興施策に対する要望の調査結果によります

と、人材確保や販路開拓、経営力向上等に対する

支援を求める声が多くありました。 

  市としましては、これらのニーズをもとに地域

産業や企業を知る取り組み、働きやすい職場環境

への取り組み、また自社製品の首都圏等での出展

への支援、事業経営・マネジメント能力向上セミ

ナーの実施など、さまざまな取り組みを行ってい

るところでございます。 

  なお、新年度におきましては、新たな中小企業

振興支援策として、同業種の小規模事業者が協同

して売り上げの向上につながる取り組みに係る

費用の一部を補助する中小企業者共創支援事業

を実施し、各企業の認知度の向上やマーケット・

ターゲット層に対する情報発信の強化を通し、販

路開拓につながるものとして期待しております。 

  今後とも、中小企業者の実態の把握に努めなが

らさまざまな意見を施策に反映していきたいと

考えております。 

  続きまして、５の（２）食料自給率と本市農業

の課題についてのうち、（２）まちづくり総合計

画第３期実施計画で取り組むべき本市農業の課
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題と施策は何かについてお答えいたします。 

  全国的に少子高齢化が進んでいる中で、農業分

野においても高齢化、後継者不足は深刻な問題と

なっております。本市の農業においても、農業従

事者の高齢化が進んでおり、国民の食料生産を担

っていただく農業の担い手の育成・確保とそして

持続可能な農業経営を行っていただくための農

業所得の向上、この２つは特に重要な課題であり

ます。 

  まちづくり総合計画第３期実施計画におきまし

ては、次世代を担う農業者や生産基盤整備等への

支援、収益性の高い園芸作物の生産振興とＧＩ米

沢牛の繁殖基盤等の強化や遊休農地の発生の防

止等を図るため、鳥獣被害対策等について継続し

て推進するとともに、地場農産物の生産拡大にも

つながるよう、青果物地方卸売市場の整備に向け

た検討にも着手したいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、１の（４）自

営業者の国保税の負担をどう考えているのかと、

４の災害から市民を守ることについてお答えい

たします。 

  先に国保税についてです。国保税は、地方税法

第703条の４に基づき、世帯内に国保加入者がい

る場合、加入者の前年の所得をもとに世帯主に対

して課税され、世帯主が納税義務者となります。

被用者保険と違い、国保には事業主負担はありま

せん。 

  経済動向の影響で、自営業者が国保税を納める

ことが大変であるとの御指摘ですが、国保税には

所得が低い世帯の負担軽減を図るため、国保税の

均等割と平等割を所得に応じて７割、５割及び２

割減額する制度があります。具体的には、世帯内

の加入者の所得の合計が基準額以下であれば均

等割と平等割が自動的に軽減されるものです。こ

の基準額は、経済動向等を踏まえて軽減を受けて

いる世帯の範囲が縮小しないように見直しが行

われており、国の制度の中で年々拡充されており

ます。 

  また、会社の倒産や雇いどめなどで離職した場

合は、申告により前年の給与所得金額を100分の

30とみなして計算し、国保税が軽減される制度も

あります。 

  ほかにも貧困や災害等で著しく所得が減少した

場合は、条例で定めている減免制度があり、さら

に納税が困難な場合は個別に納税相談に応じて

おります。経済動向により所得の減少した納税義

務者に対して、こうした法令等に基づき国民健康

保険制度に定められた範囲の中で適正に課税業

務を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、避難所運営の改善について、どう進めて

いくかについてお答えいたします。 

  昨年10月に本市に接近した令和元年台風第19号

においては、複数の避難所を同時に開設すること

となり、避難所開設に当たった各課職員、コミュ

ニティセンターなどから、避難所開設運営に対し、

開設準備や避難者の受け入れなどで詳細がわか

りづらいという問題点、意見をいただきました。 

  避難所開設運営の改善については、現行の避難

所開設・運営マニュアルでは長期避難に関する内

容が主であり、開設に関する記載が少ないことか

ら、開設の可否判断、開設の際の施設管理者への

伝達方法、開設時の施設管理者側の役割、運営の

ために派遣する職員の役割などを詳細に定めた

避難所開設・運営マニュアルを出水時期までには

修正してまいりたいと考えております。 

  職員の避難所への配置に関しても、事前に誰が

どの避難所を担当するのかを割り当てておき、配

置する担当職員のための避難所開設・運営の研修

会を実施し、また職員、各避難所の施設管理者、

必要に応じて地域の方々による避難所開設にか

かわる打ち合わせを行い、各避難所や各地域の実

情に合わせた対応を検討したいと考えています。

特に災害規模が拡大すれば、市自体での応急対策
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等に人員を割かれることになり、避難所運営は地

域の方々の協力がなければできないものと考え

ておりますので、避難所開設・運営マニュアルで

も役割についてしっかり示していきたいと考え

ております。 

  次に、消防団の軽トラックの配備、装備、処遇

改善についてでありますが、米沢市消防団は団員

の条例定数を1,016名に定めているにもかかわら

ず、年々団員数が減少しており、令和元年度では

913名と定数よりも103名少ない現状になってお

ります。 

  そのため、将来的に分団によっては消防活動が

できなくなるおそれがあることや分団から多く

の課題も寄せられたため、事前に消防団本部との

協議を重ね、令和元年10月に米沢市消防団組織見

直し検討委員会を発足し、米沢市消防団長が懸案

検討事項を示しております。内容的には、分団の

管轄区域の見直し、分団の部・班の統廃合、消防

団の団員数に関すること、消防団の施設、装備の

配置及び更新など多岐にわたっております。 

  委員会の構成メンバーとしては、米沢市消防協

会から２名、米沢市消防団副団長３名、分団長が

４名、危機管理室から２名、米沢市消防署から事

務局として１名の合計13名であり、その委員会は

月１回のペースで現在までに５回開催しており、

令和２年８月をめどに協議することとしており

ます。その後、委員会で検討事項や意見等をまと

め上げ、令和２年の秋ごろに委員長から消防団長

への回答を行い、各地区や分団との協議を経て消

防ポンプ自動車等の更新や新規に軽トラック等

の配備計画、ポンプ庫等の建てかえ計画を策定し、

順次年度ごとに施設、装備の更新を進めていきた

いと考えております。 

  次に、夜間の活動用にヘッドライトを常備する

必要があるのではないかについてですが、昨年６

月の定例会一般質問でも答弁させていただき検

討してまいりましたが、国が示している消防団の

装備の基準では、消防団が安全に消防活動を維持

できるよう14項目示されており、団員の安全確保

のための個人装備としては７項目示されており

ます。その中にはヘッドライトについては記載さ

れていないことから、米沢市消防団に関する規則

で規定する貸与品にも含まれていない状況であ

ります。 

  今後においては、消防団員の活動中の安全性を

第一と考え、頭部を保護する安全帽、ヘルメット

の更新及びライフジャケット、台風19号の活動状

況を踏まえまして、豪雨災害時のため雨がっぱの

整備を進め、その他消防活動に必要と思われる資

機材等――ヘッドライトを含みますけれども―

―については引き続き消防団と協議を重ねて配

備していきたいと考えております。 

  次に、消防団員の処遇についてですが、消防団

見直し検討委員会においても、消防団員の報酬、

出動手当についての処遇に関するものが議題の

一つとなっております。 

  消防団員が就労時間中の消防活動がある場合、

欠勤扱い、その他不利益な取り扱い等にならない

よう、災害出動証明書を発行するとともに、消防

団員の活動しやすい環境整備の一環として本市

の消防団協力事業所の登録を行っております。現

在は土木建設業がほとんどでありますが、製造業

などほかの業種にも拡大していきたいと考えて

おります。 

  現在、消防団見直し検討委員会では、年々減少

している消防団員の確保や入団促進のため、団員

の処遇改善も含め、先進地の事例を参考にしなが

ら議論をしており、その中で必要な施策を検討し

ていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、２番の子育て

支援についてのうち、子供のインフルエンザワク

チン接種の補助について、さらに３番の高齢者の

暮らしについてを答弁いたします。 
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  初めに、子供のインフルエンザワクチン接種へ

の補助についてお答えいたします。 

  予防接種には、予防接種法に基づいて市町村が

主体となって実施する定期接種と希望者が各自

の判断で受ける任意接種があります。 

  定期接種には、感染症の蔓延予防と、感染した

場合、重篤になるおそれがある百日ぜきやジフテ

リア、麻疹、風疹、日本脳炎などを対象にしたＡ

類疾病の予防接種と、個人の発病またはその重症

化を防止することを目的とした高齢者インフル

エンザや肺炎球菌のＢ類疾病の予防接種がござ

います。 

  費用負担については、社会的な蔓延予防を目的

としたＡ類疾病は全額を市が費用負担して実施

しており、個人予防を目的としたＢ類疾病は一部

自己負担をいただき実施しております。 

  一方、子供のインフルエンザやおたふく風邪な

どは、任意接種となっております。この任意接種

は、予防接種法に基づくものではなく、各自の判

断により接種するかどうかを決める予防接種で

あることから、その接種費用については全額自己

負担としております。 

  これらのことから、県内自治体の一部において

任意接種である子供のインフルエンザの予防接

種に補助を行っているところもございますが、本

市の考えといたしましては、国が定めた予防接種

法の規定どおりに実施するのが望ましいと考え

ております。 

  次に、高齢者の暮らしについて。 

  市政運営方針の支援を必要とする高齢者の早期

発見・早期対応と介護予防におけるフレイル対策

事業には具体的にどのように取り組むのかにつ

いてお答えいたします。 

  まず、支援を必要とする高齢者の早期発見・早

期対応についてですが、現在、地域包括支援セン

ターがその中心的役割を担っております。地域包

括支援センターには、高齢者やその家族、近隣住

民、民生委員、警察、医療機関、金融機関等から

多岐にわたる内容の相談が寄せられ、必要に応じ

た支援を実施しております。地域におけるワンス

トップ機能として、相談対応を通じて構築された

支援体制、ネットワークからの情報提供により、

何らかの支援を要する高齢者を把握し、早期対応

に努めてまいります。 

  また、高齢者に関する相談内容も、１つの制度

では解決できない複合化した問題が増加してい

ることから、今後、本市における「断らない総合

相談体制」の検討を行い、地域包括支援センター

等の関係機関との連携による支援体制の強化に

取り組んでまいります。 

  次に、介護予防におけるフレイル対策事業にど

のように取り組むのかについては、具体的には介

護予防事業のさらなる充実が基本となりますが、

いきいきデイサービスやサロン等の高齢者が集

まる場を活用し、健康管理に関心を持ってもらう

働きかけを行うほか、医療機関等での個別勧奨等

を考えてございます。今後、関係機関と協議を行

い、連携しながら段階的に取り組んでまいります。 

  第８期介護保険事業計画を策定する際の基本的

な考え方は何か。また、要支援１・２の総合事業

の現状と課題は何かについてお答えいたします。 

  第８期介護保険事業計画については、保険給付

の円滑な実施を目的として令和３年度から令和

５年度までの３年間を期間とした計画となりま

す。第７期事業計画と同様に今後必要とされるサ

ービス提供体制の構築と費用の算出を行うほか、

地域包括ケアシステムの構築とあわせて市が目

指す将来像を明確化し、介護保険運営協議会にお

いて十分な協議を重ね、策定してまいります。 

  介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総

合事業の現状についてですが、従前の要支援者に

対しての通所型サービス等を提供する介護予

防・生活支援サービス事業及び各種教室等の介護

予防を行う一般介護予防事業とも、おおむね順調

に実施されているというふうに評価していると

ころであります。課題としましては、生活支援に
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関する多様なサービスの充実、住民主体の通いの

場の拡大のほか、それに伴っての費用の増加等が

挙げられます。 

  課題解決のためには、まず自立支援に向けた効

果的なサービスを実施する必要があると考えま

す。身体機能だけではなく、生活行為の自立や重

度化予防のために効果的かつ効率的な支援が実

施されるよう、サービスの質の向上に取り組みま

す。また、高齢者の地域における社会参加を促進

することは、高齢者自身の生きがいづくりにつな

がり、介護予防や閉じこもり防止ともなることか

ら、通いの場の立ち上げ支援等、社会参加と支え

合いの体制づくりに取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 伊藤農業委員会会長。 

  〔伊藤精司農業委員会会長〕 

○伊藤精司農業委員会会長 私からは、食料自給率

を引き上げる課題を本市農業施策にどのように

位置づけようとしているかのうち、現状の食料自

給率をどのように考えているかと食料自給率を

上げるために地域農業を今後どのようにしてい

くのかについて、農業委員会の立場においてお答

え申し上げます。 

  日本の食料自給率は年々下がってきており、大

変憂慮すべきことと思っているところでござい

ます。食料の多くを輸入に頼ることは、地球温暖

化や異常気象によって引き起こる不作等により

食料輸入が途絶えるような事態を考えますと、食

料自給率を向上させることは極めて重要である

と考えているところでございます。このことから、

農業委員会の必須業務として位置づけられまし

た農地等の利用の最適化の推進に積極的に取り

組んでいるところでございます。 

  担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地

の発生防止・解消につきましては、農地中間管理

事業を活用し、将来にわたり農業を継続する担い

手へ生産基盤である農地を引き継いでいるとこ

ろでございます。 

  新規参入の促進につきましては、法人や集落営

農などの大規模耕作者だけでは全ての農地をカ

バーすることができず、農道や用排水路の管理ま

で手が回らず、結果として生産性の向上につなが

らないことが危惧されます。 

  国連総会では、2019年から2028年を「国連家族

農業の10年」と定め、飢餓の撲滅や食料安全保障

に大きな役割を果たしている小規模・家族農業に

かかわる施策を推進するよう求めております。こ

れを受けて、国におきましても、家族農業経営に

ついて地域農業の担い手として重要であると考

え、食料・農業・農村基本計画に基づき、家族農

業経営の活性化を図るという方向が示されてお

り、農業委員会としても多様な人材の確保を進め

るとともに、家族農業経営を初めとする農業者の

経営支援や育成に努めているところでございま

す。 

  また、次世代を担う子供たちに農業や食料の大

切さを伝える取り組みとして、市内の小学生を対

象に農作物を収穫し調理を行う食育講座「農と食

の元気っ子講座」を年２回開催しておりますが、

このような講座を通して、食料自給率についても、

子供たちに身近な問題の一つとして感じ取って

ほしいと思っているところでございます。 

  農業委員会といたしましては、生産基盤である

農地をしっかりと守り、次世代に引き継いでいく

とともに、農業の担い手確保を進め、食料の自給

率と自給力を向上させるため、取り組みを引き続

き行っていきます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 聞き取りの際に不登校につい

てもということがございましたので、いじめと不

登校について私からお答えいたします。 

  初めに、本市小中学校のいじめの状況とその対

応についてでありますが、いじめの認知件数は増

加傾向にございます。特に、平成29年度から30年
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度にかけて小学校では認知件数が倍増していま

す。これは平成29年にいじめの防止等のための基

本的な方針が改訂され、「けんかやふざけ合いで

あっても、当該児童生徒が心身の苦痛を感じてい

る場合はいじめと認知する」という内容が示され

たことや早期発見や早期解決が重要視され、積極

的認知が進んでいることが要因と考えられます。

各学校では、いじめ防止基本方針を策定するとと

もに、いじめの防止等のための組織をつくり、効

果的な措置を行うことができるようにしており

ます。いじめは、どの子供にも、どの学校でも起

こり得るものであることを踏まえ、学校の教育活

動全体を通じ、全児童生徒にいじめは決して許さ

れないことの理解を促すとともに、保護者へも入

学式やＰＴＡ総会等の折に「学校におけるいじめ

防止基本方針」について説明しています。 

  いじめの早期発見の措置としては、定期的なア

ンケートや教育相談の実施によって実態把握に

取り組むとともに、日ごろから児童生徒がいじめ

を訴えることのできるような雰囲気づくりや児

童生徒の様子の細やかな把握に努めています。実

際に担任や他の教職員からの発見による認知件

数がふえています。 

  いじめの事実があると思われるときには、担任

が一人で抱え込まず、組織で対応し、関係児童生

徒から事情を聞き取っていじめの有無の確認を

行い、保護者にも状況を知らせ、具体的な対策を

講じています。 

  被害児童生徒に対しては、徹底して守り通すこ

とを伝え、安心して学校生活を送ることができる

ように取り組んでいます。 

  また、加害児童生徒への指導に当たっては、い

じめは人格を傷つける行為であること、人として

卑怯な振る舞いであることを理解させ、みずから

の行為の責任を自覚させます。加害児童生徒がい

じめ等の行為に及ぶのは、誰にも言えない苦しみ

や悩みを抱えている場合もありますので、こうし

たことを丁寧に聞き取り、対応しています。 

  教育委員会は、学校と密に連絡をとりながら、

必要な支援や適切な措置を講じ、組織的な対応と

していじめ問題対策連絡協議会を年２回開催し

ています。学校、保護者代表、関係行政機関、警

察などの関係者が集まり、いじめ防止等のために

有効な対策や連携の強化等について協議し、各関

係機関が連携をとりながら、全ての児童生徒が安

心して学校生活を送ることができるように対応

しております。 

  続きまして、市内小中学校の不登校の状況とそ

の対応についてお答えいたします。 

  平成30年度の調査結果として、小学校では１年

生から３年生の下学年で７名、４年生から６年生

の上学年で21名となっており、全体での出現率は

0.68％となっております。また、中学校では合計

66名で、各学年おおよそ同じ人数となっており、

中学校全体での出現率は3.00％となっておりま

す。不登校出現率は、小学校は全国よりやや低く、

中学校は全国よりやや高い状況です。不登校の状

況として、近年、小中学校ともに人数が増加して

います。これは本市のみならず、国や県の状況も

同様です。 

  小中学校では、不登校傾向の児童生徒がいる場

合、別室で学習や相談ができるような環境をつく

っています。また、教職員が別室での指導を行う

ことができるよう、配置体制を工夫したり、市の

適応指導員や県の別室登校支援員が支援を行っ

たりしています。状況によっては、スクールカウ

ンセラーや医療機関等と連携を図り、適切な支援

ができるよう配慮しています。 

  教育委員会の施策としては、「だれもが行きた

くなる学校づくり」の取り組みとスクールガイダ

ンスプロジェクト事業があります。 

  「だれもが行きたくなる学校づくり」の取り組

みにおいては、本市小中学校の共通実践として、

協同学習、ＳＥＬ、ピアサポートの３つを取り入

れた学習指導や生徒指導を行っています。日々の

授業を核としながら、子供同士の良好な人間関係
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づくりやコミュニケーション力の育成を図って

います。 

  スクールガイダンスプロジェクト事業では、不

登校対策専門員や教育相談員、スクールソーシャ

ルワーカー、学校専門員等を学校や教育委員会に

配置し、個々の児童生徒に応じた適切な支援や家

庭訪問、保護者との教育相談を行っています。学

校に行くことが難しい児童生徒については、適応

指導教室への通室につなげ、自己存在感を感じら

れるようにすることや他者とのかかわりを経験

することができるようにしています。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） それでは、できるだけ順

番に再質問したいと思いますけれども、ちょっと

時間の関係で途中から順番変更するかもしれま

せん。 

  それで、市内の景況と中小企業支援についてと

いうことですけれども、産業部長からは消費税の

影響というのは余りなかったんではないかとい

う、訪問調査などで示されたということですけれ

ども、新聞でも報道されたように、２月20日の地

元新聞では県内の業況ということで、中小４期連

続悪化と、それから10月から12月期は小企業も３

期ぶりに悪化したと。全ての業種で、産業業種で

落ち込みをしているということが報道されたわ

けです。 

  それに比べて米沢市の状況は、消費税の影響は

余りなかったという話でしたけれども、消費税の

影響がなかったとして、県内の状況が中小４期連

続悪化、小企業も３期ぶり悪化ということですか

ら、恐らく米沢市の状況もそうだというふうに思

います。だとすると何が原因なのかということに

なりますけれども、消費税の増税によって売り上

げが落ち込んだということですから、直接的に消

費税の影響でなかったにしても、消費税が引き金

になった、あるいは間接的にそれが営業に大きな

影響を与えたと、収益に大きな影響を与えたとい

うふうなことを私は言えるというふうに思うん

ですよね。 

  それで、ちょっとこの新聞報道、これは日本政

策金融公庫の山形支店の調べということでした

けれども、それと若干産業部長の認識がちょっと

違うんではないかという感想を持ったわけです

けれども、そういうことですかね。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 県内の全体の影響は承知して

おらないところでございますけれども、米沢市の

事業者等々のお話を直接伺った結果をまとめた

ものでございます。そういった意味では、６割の

方は特に横ばいか若干増加ということでのお話

を売り上げにつきましても伺っておりますので、

大きな影響はなかったというふうに捉えている

ところでございます。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） そうしますと、実際市内

の中小業者の皆さん方とお会いしての結果とし

て余り落ち込みがなかったということですので、

そうなのかもしれません。そうしますと、この新

聞報道の判断とかなりずれているような気がす

るわけですけれども、米沢市の市内の中小業者の

皆さん方の調査をもう少しやっていただいて、し

っかり状況をつかんでいただきたいというふう

に思います。 

  それで、中小企業振興条例があるわけです。そ

れで、先ほど産業部長が答弁されたように、まず

中小業者の皆さん方の意見をよく聞くことが大

事だということで、第４条に掲げられているわけ

です。それをもとに振興施策をきちんと役所の中

で立てて、それを実施していくんだということで、

さまざま今年度の事業展開、何をするかというこ

とも答弁されていたわけです。 

  それで、意見を聞きますよね。それで、中小企

業振興条例とそれに基づくアクションプランも

見ましたけれども、最後のそれをどういうふうに

して評価するかという、やはりＰＤＣＡのサイク
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ルをどこでやるのかという話になったときに役

所の中でやるという話ですよね、これの評価。そ

して、次の事業展開、何をするかという。そこを

私ちょっとどうかなというふうに思っているわ

けです。役所の中だけでこの評価をやってという

話になりますと、果たしてその事業が、本当にや

ったことが、業者の皆さん方に的確な展開として

評価されたのかどうかという判断が十分かどう

かという問題は残るというふうに思うんです。 

  それで、いろんなところを調べてみましたら、

例えば帯広市というのは2007年の３月議会で中

小企業振興条例を業者の皆さん方や地元の経済

同友会の皆さんだとか、商工会議所とか、そうい

う方々の要請で議会で議決して、そして４月から

施行したと。同じように市内の中小業者の皆さん

方の意見をよく聞いて、それで政策に反映すると

いうことになっているわけですけれども、それと

同時に、中小企業振興協議会というのを立ち上げ

たわけです。これ業者の皆さん方が集まって、そ

れで中小企業振興条例がどれだけ具体的な施策

として実施されているか、そして自分たちの要望

にどれだけ応えているかということをしっかり

行政に伝え、そしてやられた事業を評価するとい

う作業をこれでやっているわけです。 

  それで、2007年３月に議会で議決されて４月か

ら施行されて、その次の年、2008年、１年間でど

れだけの会議が行われたかというと、公式会議だ

けで74回と、それから非公式を含めると100回近

い会議をやったということになっているんです

よね。それだけ中小企業は自分たちが提案を出し

て条例可決したということもあって、その責任も

あって、しっかり自分たちはこの条例をいいもの

にしていこうということがあって、このぐらいの

活動をやっているわけです。 

  そして、この協議会では、さらに産業振興ビジ

ョンというのを、政策提言を市長にしているんで

すよね。そういう取り組みが米沢市で今やられて

いるのかどうかということになると、それはやら

れていないというように思います。まず中小事業

者の皆さん方の御意見、要望を聞く。そして役所

の中でそれを施策として組み立てていく。結果は

役所の中で評価すると。そこで終わっているんじ

ゃないでしょうか。やっぱり帯広の事例出しまし

たけれども、そういうふうな展開をやっている自

治体というのは結構あるというふうに思ってい

ますけれども、そういう中小業者の皆さん方に直

接集まっていただいて、それで自分たちが実際役

所の事業を受けて展開して、その結果、成果を自

分たちで評価するという作業、そしてそれをさら

に政策提言として役所の中に提言するという作

業というのは必要だというふうに思いますけれ

ども、ちょっと米沢市の現状と今の話、どういう

ふうに受けとめますか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 帯広市の事例ということで伺

いましたので、研究させていただきたいと思いま

す。それで、そういった形で、中小事業者が当事

者意識を持って参画することは物すごくいいこ

とだなというふうに受けとめさせていただきま

した。米沢市の状況としましては、事業を構築す

るに当たりまして、経済団体であります米沢市商

工会議所や金融機関と定期的に会議を行ってお

りまして、その中からいろいろな議論を経て生み

出している事業もございます。そういう取り組み

をやってございますので、御提案いただきました

ので、そういった取り組みをどのような形で米沢

市の取り組みに生かしていけるか、研究したいと

思います。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 役所の担当課が直接現場

に行ってお一人お一人、中小業者の皆さん方、特

に小規模の業者の方々の意見を直接聞くという

のは非常に大事だし、これはやらなきゃならない

と思います。あわせて、先ほど申し上げましたよ

うに、商工会議所や中小企業家同友会、米沢にも

あるわけです、支部が。あるいは、民主商工会と
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いう中小業者の皆さん方の団体があるわけなの

で、そういう皆さん方に集まってもらって、そし

てそこでいろいろ議論をしていくという作業も

同時にやる必要があるというふうに思いますの

で、ぜひ商工会議所、あるいは中小企業家同友会、

民主商工会、その他あればそういう方々も含めて

この中小企業振興条例をまさに中身のあるとい

いますか、息を吹き込むといいますか、そういう

ものにしていっていただきたいというふうに思

います。 

  それで、さっきの国保税の負担の問題ですけれ

ども、法定減免制度があるので所得というか営業

利益が上がらなかったところについてはその減

免制度を使ってくださいという話ですけれども、

法定減免だから自動的に所得が低ければ減免に

なるかもしれません。 

  この国保については、自営業者の方々にとって

は、協会けんぽと違う、営業している方々特有の

課題があるんですよね。それは傷病手当です。病

気になったときには、協会けんぽのほうでは６割、

７割、８割けんぽから負担になるわけですけれど

も、休業手当みたいな感じで出るわけですけれど

も、国保にはその制度がないわけです。だから、

もし病気になってお医者さんにかからなきゃな

らない、仕事休まなきゃならないという大工さん

や板金屋さんとか、いわゆる一人親方の方々にと

っては、傷病手当が出なくて休めばその分そっく

り収入にならないという事態になるわけですよ

ね。だから、そういうことも考えて国保のその負

担の重さというのをどうやって解消していくか

というか、その業者の皆さん方の負担感に応えて

いくかということをやっぱり改めて考えていた

だきたいというふうに思うわけです。 

  国保の担当課は市民環境部長のもとかもしれま

せんけれども、中小業者の皆さん方の国保の問題、

暮らしやあるいはその方の健康をしっかり守ら

なければ仕事にならないわけです。そういうこと

も含めて、ちょっと担当課のほうで中小業者の皆

さん方の個別調査をやっているということであ

れば、この国民健康保険税、その負担感というと

ころもしっかりどうなんだというところで、調査

していただけますでしょうか。いかがですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 こちら、国民健康保険は

国民皆保険制度の基礎になっているものでござ

います。それぞれ加入者のかかった医療費等を賄

うというような性格でございますので、先ほど御

説明いたしましたように、それぞれの所得とかそ

ういった状況に応じて負担していただくという

制度でありますので、それぞれの方の負担感とい

いますかそういった、いろいろな感じ方はあるか

とは思いますが、それをそれぞれに反映するとい

うことはなかなかできませんので、国保税の適正

な課税といいますか、先ほど申し上げたようなこ

とで、しっかり対応していきたいというふうに思

っております。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 適正な課税を曲げて何と

かしろという話をしているわけではありません。

業者の皆さん方の国保税の負担の重さがどの程

度の実態になっているかということです。所得に

おける国保税の負担割合とか、どの程度になって

いるかという現況をしっかりつかまえてほしい

という話なんです。だから、それを商工課と一緒

になって、あるいは商工課にお任せしてもいいと

思いますけれども、調査項目の中に入れていくと。

それで、今の現況をやっぱりしっかりまず捉える

という作業をやっていただきたいというふうに

申し上げているわけです。産業部長、どうですか。

調査にいろいろ行くわけですね、訪問調査。その

項目の中に国保の点についてどういうふうな状

況になっているかという項目は、入れられません

か。あるいは、さっき申し上げましたいろんな商

工会議所、あるいは民主商工会なり、経済同友会

の組織団体があるわけです。そういう方々からこ

の問題を聞くという、聞き取りをするということ
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は可能だというふうに思いますけれども。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 さまざまな項目を伺っており

ますので、その中でお聞きできるかどうか、ちょ

っと検討してみたいと思います。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） ぜひよろしくお願いしま

す。 

  次に子育て支援ですけれども、先ほど市長はま

ず子ども医療費の無料化、高校３年生まで引き上

げ、そして屋内遊戯施設の調査、そして建設整備

に向けてやるという話になりましたけれども、そ

の後については、第２期の子ども・子育て支援計

画の中で、計画されたものをこの５年間でやると

いう話です。それはそうでしょう。支援計画立て

たわけですから、かかわっている皆さん方に集ま

っていただいて。私お尋ねしたいのは、首長とし

て米沢市の子育てに力を入れるということであ

れば、どういうものが、具体的になくても、どう

いうところについてもう少し手を入れなきゃな

らないか、そういう話を聞きたかったわけです。 

  そして、市長があと３年の任期しかありません

けれども、少なくともその３年間、自分の任期中

はこういうものをやりたいものだというのがあ

るのかどうかというのをお聞きしたかったわけ

ですけれども、ちょっと出てこなかったのは残念

だというふうに思います。きょうはそういう話が

出てこないのかもしれませんので、改めてどこか

でお聞きしたいというふうに思いますけれども、

首長というのはやっぱりそこが大事だというふ

うに思うんです。財政の関係、それからそれぞれ

の担当部署のところでやるべき課題、順番という、

優先順位というのはあるというふうに思います。

しかし、首長としては、これはどうしても財政を

やりくりしてもやらなきゃならないということ

があって、これはいつごろまでやらなきゃならな

いというお考えがあって、やっぱり首長の責任だ

というふうに、子育て支援に対する責任だという

ふうに私は思うわけです。だから市長は子ども医

療費の高校３年生までの引き上げをやろうとし

ているし、それから屋内遊戯施設も急いでつくろ

うとしているわけです。だから、それに次ぐとい

いますか、ものをやはりきちんと示す必要が私は

あるというふうに思います。 

  次に、インフルエンザの関係です。予防接種で

すけれども、米沢市は国の規定どおりにすること

が望ましいということで、補助はやらないという

話でした。それで、12月議会でも当局答弁の中で、

県内の状況、自治体の状況、それから置賜３市５

町の状況というのをお聞きしたわけです。 

  それで、手元の資料は、私が持っているのは2017

年の資料ですけれども、県内35市町村のうち、24

の自治体で子供のインフルエンザ予防接種を何

らかの形で支援していると。それから、置賜３市

５町の中ではやっていないのは米沢市だけで、ほ

かの７市町はやっているという状況にあります。 

  それで、お聞きしたいのは、この国の規定どお

りにすることが望ましいという方針は、これはど

こで誰が決めた話なんですか。米沢市のこの方針

は。ほかの自治体は、国の規定どおりにすること

は望ましいということではなくて、実際市民要望

なりそれぞれ市町村の方針でやっているわけで

す。この方針、違うわけです、米沢市の方針と。

それから周辺自治体、やっている自治体の方針が。

何で米沢市は国の規定どおりにすることが望ま

しいという方針なんですか。誰がどこでどういう

ことで決められたんですか。関係機関、小児科の

お医者さんとか、あるいは親御さんとか、そうい

う皆さん方が集まってやっぱり国の基準でやる

ことが米沢市は望ましいんだという方針を立て

たんですか。あるいは、健康福祉部長が、これま

でそういう方針だからということで引き継いで

やっているということなんですか。ちょっとその

辺、お聞かせいただきたいんですけれども。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 子供のインフルエンザに
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ついては、以前から御質問いただいて、このたび

と同じような方針の中で進めていきたいといっ

たお答えをしてきた経過がございます。そういっ

たことで、一番は任意の接種について、予防接種

することによって発生するやもしれない弊害と

いったものも考えの中にはあります。 

  それと、インフルエンザについては、インフル

エンザの予防接種をしてそれの効果があらわれ

るといった率についても、ほかの予防接種に比べ

て低い部分もありますし、さらにその効果が長続

きしないといったことも中にはあると思います。

そういったことを総合的に勘案して今までやっ

てきたやり方について変更しないといった方針

を出しているものであります。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） そういう方針はありなが

らですけれども、これだけ県内の自治体の実施状

況、それから置賜２市５町の実施状況、そういう

こととそれからやっぱり米沢市の子育て世代の

皆さん方のきのうの当局答弁でもありましたけ

れども、アンケート調査によれば子供の子育てに

お金がかかり過ぎるというのが一番課題だとい

うことをアンケートで示されたということにな

っているわけです。それだけに市民の要望も高い

というふうに私は思っております。だから、そろ

そろこの方針は切りかえてやる必要があるんじ

ゃないかというふうに思います。財政の問題、予

算の問題というのがあるとしたら、一気にやらな

くてもいいと思うんです。乳幼児から小学校、中

学校、高校生まで一気にやらなくてもいいので、

まず体がインフルエンザにかかりやすいという

そういう乳幼児、就学前の子供さんからやるとか、

そういういろいろな事情を市民の皆さん方に説

明しながら、少しずつ年齢を引き上げていくとい

うことで財政問題を解決していくということが

できるというふうに思います。そういうことも含

めて、まず方針を変えるということを検討してい

ただきたいというふうにも思いますけれども、い

かがですか。それは頑としてもう金輪際米沢市は

変えないんだという話なのか。繰り返し申し上げ

ますけれども、これだけ県内の自治体でやってい

る。それから、置賜３市５町の中で米沢市だけが

やっていないという。やっぱり市長が子育て支援、

子育てやるなら米沢市ということをおっしゃっ

ているわけなので、それを聞いた市民の皆さん方

は、米沢市、インフルエンザの予防接種の支援を

やらないんだという話を聞いたら、市長のその

「子育てするなら米沢市」という言葉が響かない

んですよ。ちょっともう一回、方針について検討

されるかどうかお伺いします。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 インフルエンザに対する

方針については、現在のところ、そのままでいき

たいというふうに考えてございます。ただ、県内

でも８つの自治体において、大きいところが中心

になりますが、そこについては助成について現在

も考えていないといった御回答をいただいてお

ります。さらに、お金の話ではないんですが、子

育て全体の中でも、やはり優先すべきこととして、

このたびの高校３年生等までの医療の無償化と

いうふうなことを挙げてあるわけですので、やは

り市民の皆様、子育てをなさっている方々の経済

的な負担について何らかのお答えをしていきた

いといったことで、段階的ではなく早期実現とい

うふうなことで進めてきたものであります。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） ぜひもう一度役所の中で

市長を含めてちょっと検討していただきたいと

いうことを申し上げておきたいと思います。 

  次に、高齢者の暮らしについてですけれども、

フレイル対策事業ということで、昨年12月議会で

他の議員から求められたわけです、こういう事業

を展開してはどうかと。介護予防に効果的な事業

ではないかと。私もそう思います。ただ、国のほ

うでもこれを進めようとしていて、予算づけもし

ているわけですけれども、国には国の進める思惑
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はあるわけです。医療や介護の費用をどうやって

削減するか、抑えるかという話かもしれません。

しかしながら、これ予算づけになるわけなので、

この予算を使わないあれは私はないと思います。

米沢市もその予算を使って米沢市のやり方を市

民の要望に沿った形でやれば、これは私はいいと

思います。 

  それで、フレイルについては、全国で今どんど

ん進められているわけです、予防対策が。米沢市

のこの高齢者が介護にならないような予防対策

というのはいろいろやっているんですよね。いき

いき体操とか、何とか体操、２つぐらいあって、

いろいろやっています。よねざわ元気塾とかやっ

ているわけです。これがいわゆる米沢市でこれま

でやってきた事業ですけれども、考えてみればフ

レイル予防対策につながる事業だと私思うんで

す。ただ、いろいろやっているだけに、自分が何

を選択していいかわからなくて、そして事業者の

ほうもいろいろあるわけなので、もう整理がつい

ていない。私は、これから国の予算づけの関係か

らいっても、いろいろこれまでやってきた米沢市

の介護予防の事業を整理してフレイル予防事業

にまとめ上げていったほうがいいのではないか

というふうに思っています。 

  それで、12月議会でほかの議員から質問されて

健康福祉部長が答弁したのを議事録見ましたけ

れども、フレイル対策事業というのはお年寄りの

介護予防の基幹の事業の一つだと。介護予防の事

業の中の中心的な事業の一つだというふうには

っきりおっしゃっているわけです。取り入れてい

きたいみたいなこともおっしゃっていると。私は、

今回はフレイル対策事業というのは具体的に何

をするかという話、答弁は出てきませんでしたけ

れども、先進事例でもうおわかりだと思いますけ

れども、柏市とか、あるいは全国都道府県単位で

も国が予算づけしたので、20年、21年で大きく広

がるということになっているようです。ぜひ米沢

市でもこのフレイル予防の事業を展開していた

だきたいというふうに思いますが、ちょっとその

辺感想というか、決意というか、12月議会の答弁

を踏まえてどういうふうにお考えかお聞かせく

ださい。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほどその点については

答弁したところではございますが、介護予防につ

いてはさまざまな手法というかメニューという

かそういったものがあろうかと思います。先進地

からも多くのものを見せていただいたりはして

いるわけなんですけれども、基本的にやはりそれ

ぞれの高齢者の方がそれぞれの状況に応じて自

分の老化というかそういったものに幾ばくかも

歯どめをかけていくといったことが大事になろ

うかと思いますので、そのレベルであったり、内

容であったりというのはやっぱりさまざまある

べきなんじゃないのかなというふうに考えてい

るところです。今後も、規模の拡大であったり、

中身の充実についてさらに検討を続けて充実し

たものにしていきたいなというふうに考えてい

るところです。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 介護予防については、厳

しい米沢市の財政状況の中で、どうやって財源を

確保するかということも一つの大きな課題です

ので、さっき申し上げたように国には国の思惑が

あってということですけれども、しかし財源は確

保ということでできるわけなので、確保できたら

あとは米沢市が市民の皆さん方の要望に沿った

形で、国の思惑とはちょっと違った形で、本当に

介護にならないような健康なお年寄りをつくっ

ていくと。お年寄りの尊厳をきちっと守っていっ

て生活できるようにこちらで準備していくとい

うか、支えていくというような立場でのフレイル

予防の事業をぜひやっていただきたいというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

  次に、災害から市民を守ることのところで、昨

年の10月12日に開設したのは自主避難所でした。
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これの自主避難所というのは、米沢市の地域防災

計画の中にもこういう言葉はなかったわけです。

自主的避難ということはあって、それはどういう

ことかというのはありますけれども、自主避難所

とは何なのかというのはないわけです。災害対策

基本法からいうと、緊急指定避難所、避難所とい

う範疇のものだということになっているようで

す。 

  それで、これはホームページに米沢市はその後

上げましたけれども、避難する方は食べ物も、そ

れからもし宿泊するんだったら毛布なども全部

持ち込んで自前でやってくれという話ですよね、

開設はするけれども。だけれども、要配慮者など

の方々はそんなことできません。自前で食べ物を

持ってくる、それから布団などを持ってくるとい

うことはできません。だから、自主避難所という

中身について、米沢市の裁量の範囲内でもう少し

行政が提供できる毛布や使い捨てカイロなど、そ

ういうものがあっても私はいいというふうに思

いますし、いや、むしろ提供する必要があるとい

うふうに思います。その辺ももう一度きちんと考

え、検討し、地域防災計画の中に、あるいは運営

マニュアルをつくるということですよね。盛り込

んでいただきたいというふうに思います。 

  それから、次ですが、ちょっと時間がなくなっ

たんで、軽トラ等ですけれども、この間、いろい

ろ消防団の装備の問題、処遇改善の問題、出てお

りましたけれども、ほかの議員からは、積載車の

オートマの問題、オートマ車の免許しか持ってい

ない団員がどうしてマニュアル車を運転できる

んだという話もありましたけれども、こういう問

題はどういうふうに解決しようとされてきたの

かもお伺いしたかったんです。新たに免許を取り

直す、マニュアルの免許を取る必要があるわけで

すよね。オートマ免許を解除して、８万円ぐらい

かかるという教習所の話を聞きましたけれども、

そういうふうなものも支援をするとか、あるいは

去年の９月議会で申し上げました有給休暇を取

得できる事業所、できない事業所があって、出動

証明書をもらっても何もならないわけです。だか

ら、そのときに市長は実態調査をしてみたいと。

団員の皆さん方からどういう状況なのか調査し

てみたいという話がありましたけれども、実際そ

れやられたのかどうか、それもお聞きしたかった

んです。そういう団員の処遇改善に前向きに取り

組むという姿勢がちょっと私は余りにもないん

じゃないかという気がしてならないんです。軽ト

ラックの問題も、消防団の団の再編成の問題も、

これが終わらないと配備できないという話です

けれども、それは水害の出動に当たっては、これ

は土のうを積まなきゃならないという話があっ

て、今の積載車ではだめだという話が団のほうか

ら出ているわけです。やっぱり軽トラで土のうを

積める、オートマ車でないとだめだというのが出

ていますので、それはそれで早目に配備していく

という必要があるというふうにも思います。新年

度予算を見ても、これは予算化なっていないし、

第３期の実施計画を見ても登載されていないわ

けです。これはお金がかかるわけだから、本来な

らば総合計画の実施計画にのせなければこれは

できないというふうに思うわけです。だから、そ

の辺のところもしっかり考えていただきたいと

いうふうに思うわけです。 

  団の編成の会議というか進展が、編成の話が前

へ進まないというのは、結局消防団員の団員数を

確保できないというのが根っこにあるわけです。

団員数が確保できないから編成をいろいろやっ

たりしても、数合わせになってしまって、結局消

防力が高まらない。そういうことになってしまう

わけです。だから、消防団の処遇改善なり、消防

団が活動しやすい環境をつくるというのは、団の

再編成のまず根元に当たるわけです。ですから、

さっきの雨がっぱ、コンビニに行って、ビニール

がっぱを買ってから出動しなきゃならないなん

ていう話はとんでもない話で、ようやく新年度予

算についたということですけれども、ぜひこれま
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でいろんな議員から提案があった中身で進めて

いただきたいというふうに思います。 

  ちょっと避難所の問題に戻りますけれども、壇

上でも申し上げましたけれども、平成29年９月に

職員を避難所に派遣するということが指摘され

たわけです。そして、地域防災計画にもそのこと

はちゃんとそういうふうにやりますと書いてあ

る。しかし、結果的に防災計画をつくって数年た

ち、そして議員からこの場で指摘されても、結局

何も前へ進まずに昨年10月12日の混乱を招いた

わけです。だから、問題はそういうことをやりま

すと言いながら実際やれていなかったという、そ

こは何でかという話なんです。やっぱり人が足り

ないからじゃないですか。危機管理の部署の人数

が全く足りないと私は思います。消防団のこの団

の編成の問題にしても、危機管理室の職員体制、

そういうものをもう少し厚くしなければ、私はこ

の問題は前に進まないというふうに思います。 

  最後に、いじめ問題ありましたけれども、子供

が訴えやすい状況をつくっていくというのは非

常に大事だと思います。その点で、岐阜県の可児

市の例ですけれども、例の尾木ママが特別顧問と

いうふうになっていて、小学校・中学校保護者の

皆さん方にこういうわかりやすいパンフレット

をつくっていて、いじめとはどういうものかとい

うのをわかりやすくやっているわけです。最後に

は訴えられるようにお手紙というか封筒もつく

って訴えられるということにしています。そうい

う取り組みもぜひやっていただきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○鳥海隆太議長 以上で日本共産党市議団、７番高

橋壽議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたしま

す。 

 

午後 ２時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時３９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することとした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  公明クラブ、６番佐藤弘司議員。 

  〔６番佐藤弘司議員登壇〕（拍手） 

○６番（佐藤弘司議員） 公明クラブの佐藤弘司で

ございます。 

  まず、お忙しい中、傍聴に来ていただきました

皆様に心より御礼を申し上げます。大変ありがと

うございます。 

  公明クラブを代表いたしまして市政運営方針に

うたわれている項目を含め、大きく６点について

質問をいたします。山田議員の質問とあわせて質

問してまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  まず、質問に先立ちまして若干見解を述べさせ

ていただいた後、質問をさせていただきます。 

  日本の高齢化と人口減少の深刻さは、多くの市

民が認識するところであります。厚生労働省の人

口動態統計によれば、2018年の減少率は44万

8,000人と、ついに40万人台に突入いたしました。

今後も減少幅は年を追うごとに拡大し、2050年に

は毎年90万人ずつが減っていくと予測されてお

ります。 

  さらに、国立社会保障・人口問題研究所の日本

の将来推計人口によれば、40年後には日本の人口

は9,000万人を下回り、現在の約７割まで人口が
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減る。そして、100年もたたないうちに日本の人

口は半減すると予測しています。今から100年前、

1920年、大正９年でありますが、そのときの日本

の人口は約5,600万人でした。つまりその人口が

100年かかって現在7,000万人以上ふえて１億

2,700万人になり、これから先100年かけて7,000

万人が減って大正時代に戻るというわけであり

ます。 

  以上のことを踏まえると、これから日本が考え

るべきことは、国土を均等に発展させる成長モデ

ルではなく、人口減少を前提に戦略的に縮む必要

があります。 

  まちづくりでいえば、既存自治体の枠組みにと

らわれず、もっと狭いエリアに拠点となる、言う

なればミニ米沢市的なモデルを志向すべきでは

ないでしょうか。拠点というのは、少人数でも高

い収益を上げられるビジネスが存在し、かつ高齢

者が歩いて移動できる範囲で日常生活が完結で

きるエリアと考えます。住民同士が助け合って暮

らす地域コミュニティーの再構築こそが重要で

あります。 

  住民は、市町村を維持するための要員として住

んでいるわけではありません。文化的な生活を営

むことができる場所だから、そこに住んでいるわ

けです。財源も担い手も不足していく将来、公助

に頼り過ぎず、自助や共助とのベストミックスを

図っていくことが大事です。 

  ひとり暮らしの高齢者が点在して住んでいては

共助もままなりません。お裾分け、向こう三軒両

隣といったかつての日本に存在した地域コミュ

ニティー内の助け合いを再構築するためにも、寄

り添って住むことが必要になります。集中して住

めば町にはにぎわいも生まれるのではないでし

ょうか。高齢化と人口減少が避けられない以上、

避けられないなりにどうやって対応するのかを

考えることが喫緊の課題です。戦略的に縮みなが

ら成長する道を考えることを国も自治体も、そし

て民間も共通して求められていると思います。 

  それでは、質問に入りますが、昨年の10月、消

費税が増税になったことに対しての混乱、影響は

あったのかについてお伺いいたします。 

  2018年には、高齢化に伴って、医療・介護・年

金に係る社会保障給付総額は121兆円に達しまし

た。これが2025年には140兆円、2040年には何と

190兆円まで膨れ上がります。こうした将来像を

見据え、2012年当時の民主党政権のもと、消費税

増税の三党合意をし、2014年に８％、そして昨年

10月には10％となったところです。 

  その過程において、公明党は、特に低所得者対

策、痛税感の緩和対策として、欧米では常識とな

っている軽減税率を提案いたしました。与党内か

らも異論が出され、また野党からは天下の愚策と

までこきおろされ、テレビでも連日のように不安

をあおる報道の中、主張を貫き通し、消費税導入

とともに軽減税率も導入されたところでありま

す。その後、軽減税率について、昨年の12月７日、

８日、２日間にわたり公明党が民間調査会社に委

託した全国１万人規模の調査結果を発表いたし

ました。軽減税率に対して６割が「評価」、７割

が「混乱なかった」との回答でありました。 

  そこでお伺いいたしますが、米沢市での消費税

増税に関しての軽減税率の混乱、消費行動の変化、

買い控えによる売り上げの低下、そしてポイント

還元制度の効果などの状況をお知らせいただき

たいと思います。 

  次に、幼児教育の無償化について伺います。 

  これまで、社会保障の対象は主に高齢者対策で

ありましたが、少子化の進展に伴い全世代型の社

会保障が重要になってまいりました。さきの質問

の消費税増税の一部を財源として、同時進行で昨

年の10月から幼児教育・保育の無償化がスタート

しました。全国で約300万人の子供が対象となる

幼保無償化は、日本の社会保障の歴史的大転換と

も言うべき大改革です。子育て世帯への支援だけ

でなく、子供を持ちたいと考えている人にも希望

を与える施策です。この件に関しても、公明党は
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全国、私ども3,000名の議員が聞き取り方式で幼

児教育・保育の無償化に関する実態調査を実施し

たところです。昨年の11月から12月にかけて約１

カ月間行いました。詳細は２回目の質問の際に御

紹介いたします。 

  そこで、米沢市の現状、課題として以下の点を

お伺いいたします。 

  保護者、いわゆる利用者の負担はどうか。こど

も園、保育園などの運営側の事業所の声はどうか。

対象世帯が自動的に無償化になるものではあり

ませんので、対象世帯が漏れることはなかったの

か。また、その手続はスムーズに行われたかなど、

市として今回からの無償化をどう捉えているの

かをお答えください。 

  次に、教育と文化のまちづくりについてお伺い

いたします。 

  慶応義塾大学の中室牧子教授の著作、本の中に

次のような一節があります。学力よりも非認知能

力を高める教育こそが人生の成功のためには大

切だとあります。認知能力とは、ＩＱとか学力テ

ストではかれる能力のことです。非認知能力はそ

れ以外の能力を指す言葉です。例えば、物事をや

り抜く力とか、自制心や忍耐力、コミュニケーシ

ョン能力、リーダーシップ、そういうものを総称

して非認知能力と呼びます。もともとは心理学の

世界で長年研究されてきたものですが、近年にな

って経済学の世界でクローズアップされていま

す。それは、非認知能力のほうが賃金や昇給など

にプラスの影響を与えるという研究がたくさん

出てきたからです。 

  米沢市の教育現場では、非認知能力を高めよう

との意識は高まっているのか、お伺いいたします。 

  このこと、非認知能力を高めることについて、

私は読書が非常に重要であり、有効であると思い

ます。そこで、学校図書室の活用・充実を提案い

たします。 

  一例を挙げますと、図書室の中で寝転んで本を

読もうが、一切規則、決まりがない。図書室のレ

イアウトを工夫するなどして生徒が大勢来る図

書室になった。これまでの常識にはとらわれない

工夫でそうした図書室になったという、これは初

の民間人採用の広島県教育長、平川理恵さんの取

り組みの成功事例です。同じく、校内にフリース

クールの教室を設置し、学年の区別をせず、時間

も自由、来たいときに来ることで、不登校を解消

したとのこと。このような大胆な実験もしてみる

価値があると思いますが、教育委員会としての御

見解をお伺いいたします。 

  次に、学校教育のさらなる国際化に向けた取り

組みとして、新学習指導要領の本年度、2020年度

からの全面実施を見据えた英語教育の取り組み

についてであります。 

  御承知のように、小学校においては、新学習指

導要領の全面実施が本年４月に控えており、2019

年度までには３年・４年生の外国語の活動、そし

て５・６年生の教科としての外国語が先行実施さ

れています。これまでの経過とともに、全面実施

のこれからの予定をお伺いいたします。 

  あわせて、当市ではＪＥＴプログラムは採用し

ていないとのことですが、ネーティブスピーカー

の発音を子供たちに聞かせることは大変有効で

あり、本市の子供たちが直接的に外国生まれの人

と触れ合う体験は、国際人を生み出す意味におい

ても貴重な教育になるのではないでしょうか。あ

わせて見解をお伺いいたします。 

  次に、市政運営方針の中に３つの「健康」をキ

ーワードに掲げておりますが、その中の１つ、「市

民の健康」についてお伺いいたします。 

  「健康長寿日本一」というフレーズは、今や全

国の県・市町村で数多く取り組んでいる課題です。

たばこは、健康への影響が一番大きいことで問題

となっています。ここまで話せばどなたの質問か

は理解していただけると思いますので、心して御

答弁をお願いしたいと思います。 

  たばこは、健康への影響が一番大きいことで問

題となっています。実は、たばこの煙には4,000
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種の化学物質が含まれ、そのうち200種類は有害

物質、そして約70種類には発がん性物質が含まれ

ています。特に問題なのは、たばこを吸う人がフ

ィルターを通して吸い込む主流煙よりも、たばこ

の先から立ち上る煙を吸い込む副流煙のほうが

ずっと多くの有害物質が含まれており、主流煙を

１とした場合、副流煙にはニコチンが2.8倍、タ

ールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も多く見られま

す。たばこの煙が、望まない人まで、自分の意思

にかかわらず煙を吸わされてしまい、日本では年

間１万5,000人が受動喫煙によって死亡しており、

早急に防止対策が必要であります。 

  その対策として、昨年12月から２カ年計画、計

８回にわたり医師を講師として招き、職員の受動

喫煙に関する知識を深め、職員各自が受動喫煙防

止に取り組むことを促進する目的で研修が行わ

れました。山田議員も参加したそうでありますが、

改めて禁煙と防止対策の必要性を痛感したとい

うことであります。今年度は、半分の４回終了し

ましたが、アンケートの結果について職員の感想

などをお伺いいたします。 

  次に、２月15日号の広報に大きく掲載されてお

りましたが、健康増進法の一部を改正する法律が

制定され、本年４月１日から受動喫煙防止の新し

い制度が始まります。具体的にどのような制度か、

また本市においての改善点と課題についてお伺

いいたします。 

  受動喫煙には、三次喫煙、サードハンド・スモ

ークと言うそうですけれども、三次喫煙がありま

す。たばこの煙は壁やカーテン、衣服、子供の玩

具など、受動喫煙と同様に有害物質が約６カ月残

存すると言われております。例えば、庁舎の喫煙

室を清掃されている方々の健康についての認識

です。清掃業務の契約項目として喫煙室の清掃が

入っているのかと思いますが、この方たちの健康

被害について考える必要があります。三次喫煙を

防止するために、清掃員が喫煙室に入らなくても

いいようにするため、また極力短時間の作業で済

むように、どうすればよいか。簡単なことであり

ます。自分の吸ったたばこの吸い殻は、喫煙者が

携帯用灰皿を準備して持ち帰るということであ

ります。米沢市が目指す健康長寿日本一の基本理

念から考え、市民の誰もが健康で明るく元気に生

活を送るために清掃員の方が有害物質にさらさ

れることのないような環境、望まない煙を吸わな

くて済む環境づくりについてお伺いいたします。 

  大きい５番目ですけれども、地域の健康の取り

組みについてお伺いいたします。 

  自助・共助・公助の三助という考え方がありま

すが、いつから始まったのか諸説ありますが、江

戸時代に出羽国米沢藩の藩主である上杉鷹山公

が「三助の実践」というものを考えたのが始まり

と言われています。意味は現在のものとほとんど

同じですが、呼び方が自助・互助・扶助の３つで、

特に防災のために考えたのではなく、鷹山公は破

綻していた藩の財政を立て直すために行ったと

言われています。 

  市長は、人口減少社会において地域づくりの重

要性について触れ、地域住民が互いに「気づき支

え合う」ための福祉意識の醸成と地域福祉の活動

の活性化を支援していくと言われています。つま

り、地域づくりには、自助・共助・そして向こう

三軒両隣の支え合いが重要と考えます。 

  本市において、高齢者の単身、夫婦のみ世帯数、

高齢化率の推移についてお伺いします。 

  また、まちづくり総合計画の基本計画改定に向

けたアンケート調査を行いましたが、「暮らしに

くいと思う理由」では、「公共交通機関の便が悪

い」「車がないと不便」と回答され、本市の最大

の課題である公共交通の脆弱さを浮き彫りにし

ています。現在、乗り合いタクシーが山上地区、

田沢地区、そして来年度より広幡地区で行われま

すが、エリア設定が町なかになっているため、例

えば新市内の医院の通院には使えません。かかり

つけ医を持つようにという反面、必ずしも利用者

の希望する医院には行けず、やや整合性に欠ける
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と思います。また、公共交通の空白地もまだまだ

あります。今後、空白地を含めた高齢者の移動手

段についてのお考えをお伺いいたします。 

  ここで、皆様に吾妻町の町内会の画期的な取り

組みを紹介させていただきます。 

  吾妻町は391世帯で、高齢者単身・夫婦世帯は71

世帯です。町内の運営方針として、「高齢者や障

がい者に優しいまちづくり」ということを掲げ、

その活動として「吾妻町買い物タクシー」事業が

あります。高齢者や車のない世帯が買い物タクシ

ーを利用するために町内に登録を行います。次に、

利用者がタクシーを利用して食料品や日用品な

どの買い物を行います。ただし、買い物する店は

吾妻町から近い相生町と通町の２カ所のスーパ

ーと定められています。タクシーの利用制限はな

く、週何回でも可能であり、片道500円、往復で

1,000円は自己負担。それ以上のタクシー料金は

町内で補助を出しています。利用者は、安心して

出かけられ、自分でも商品を選んで買い物ができ

るため、大変喜ばれているということでした。 

  今冬は暖冬のためか利用者が予想より少なく、

昨年11月から今月末までの４カ月間の町内補助

金額は約１万9,000円。登録者18名中、延べ利用

者人数14名で、今後さらにＰＲしていくことで、

冬だけでなく夏の暑いときにも熱中症予防にも

つながり、利用者数もふえていくものと思います。

他の町内からも、手法を教えてほしいとの問い合

わせがあるとのことです。閉じこもりがちな高齢

者の外出を促し、交流機会をつくることで、健康

の保持増進及び介護予防となり、健康長寿のまち

づくりに大変寄与していると考えます。 

  これからますます高齢化が進み、交通弱者がふ

えると予測され、対策を真剣に考えていかなけれ

ばならないと思いますが、この住民共助の取り組

み、中川市長、ぜひ感想などをお聞かせいただけ

ればと思います。いかがでしょうか。 

  最後６番目、安全・安心に暮らせるまちづくり

の取り組みについてお伺いいたします。 

  昨年10月、台風19号は、想定外の大雨により甚

大な被害があり、本市においてもかつて経験した

ことのない雨量で、観測史上１位でした。大雨に

より多くの地区で避難指示が出されましたが、反

面、自分の避難場所がわからない、夜間大雨の中、

避難所へ移動することが逆に危険を伴うことな

どの課題が見えてきました。地震や噴火などは予

測がつかないこともありますが、台風の大きさ、

進路、通過予測、また雨量、風力などについては、

ある程度予測可能となってきています。 

  避難準備、避難勧告、高齢者・障がい者の避難

開始は、行政だけでできるものではなく、地域と

連携し、自助・共助が大きな力を発揮すると考え

ます。このたびの大雨により、他人事でなく、地

域の危険箇所や災害時の行動について考える大

きな機会となったことと思います。 

  本市では、山形県防災士養成講座を受講し、防

災士を取られた市民の方がおられるとのことで

したが、現在何名おられますか。防災士の資格を

取り、地域の安全・安心のまちづくりを目指し、

防災・減災の手助けや被害を最小限にするために、

思いを持って勉強、資格を取られたと思います。

防災士の活動の場をつくり、地域の防災・減災教

育や自主防災会の立ち上げなどに知見を発揮し

ていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、昨年３月の代表質問で、災害備蓄品に液

体ミルクの導入はできないか伺いましたが、液体

ミルクが粉ミルクの２倍から３倍の価格の問題

や流通が少ないことで導入はかないませんでし

たが、しかし、このときの質問のやりとりの中で

粉ミルクも準備されていないということがわか

りまして、大変驚いたところでございますが、そ

の後備蓄していただいたと報告をいただき、一安

心したところであります。 

  母乳のかわりとなる液体ミルクは常温保存が可

能で、海外では育児支援用品として普及していま

す。日本では、2016年の熊本地震で、フィンラン

ドから支援物資として送られ、断水が続く被災地
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で、開封してすぐ常温でそのまま授乳できると注

目されました。そのときはまだ日本製の製品は、

開発されていない状態でありました。 

  千葉県の山武市も台風15号で、希望者に配った

実績があります。停電などで孤立した世帯には保

健師らが訪ねて手渡し、１週間で全て使い切った

ということであります。山武市の健康支援課の保

健師は、母親からありがたい、また安心したと喜

んでいただいたとの報告があったということで

あります。 

  昨年、台風19号で河川が氾濫した栃木県栃木市

では、９月に入り、注文していた缶入りの液体ミ

ルク240本が届いたばかりの時期で、間に合い、

備蓄しておいてよかったと危機管理課の担当者

は話しています。 

  豪雨や地震など、相次ぐ災害に備え、乳児用の

液体ミルクを備蓄する自治体が急増し、50自治体

が採用。粉ミルクのようにお湯で溶かす必要がな

く、断水下でも安心して使えると好評です。兵庫

県の西宮市では３月より液体ミルクと粉ミルク

をセットで準備すると報道されていました。 

  令和２年度の山形県の予算で、大規模災害に備

えた食料等備蓄品の中に東北で初めて乳幼児用

液体ミルクの新規備蓄700万円が予算計上されて

います。ぜひコストも考えて液体ミルクと粉ミル

ク両方を準備されたらいいのではないかと考え

ますが、導入について再度伺いますが、いかがで

しょうか。 

  次に、河川の流れを阻害する支障木対策につい

てお伺いいたします。 

  県と国土交通省山形河川国道事務所、また民間

業者による最上川官民連携プラットフォームと

いう事業の取り組みが本市で進められておりま

す。支障木は、河川内の流水阻害を引き起こし、

洪水時に水位上昇のおそれがあります。樹木が倒

れて流木となって下流の堰や橋梁にひっかかり

支障を招くおそれが生じます。さらには樹木群が

成長することで、見通しが悪くなり、不法投棄等

を助長することにもつながります。 

  このプラットフォーム事業、大変よい取り組み

と思いますが、同時に昨年10月の台風で河川の石

や砂が川底に堆積し、浅くなっております。この

状態であると、昨年のような大雨で増水し、浸水

の危険も高くなる可能性があります。ぜひ県と連

携してしっかり対策をしていただきたいと考え

ますが、どうでしょうか。お伺いいたします。 

  以上、壇上よりの質問といたします。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 佐藤議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私からは、地域の健康の取り組みはのうち、高

齢者の移動手段をどう確保していくかと吾妻町

町内会の買い物タクシー事業についてお答えい

たします。 

  高齢者のひとり暮らしや夫婦のみの世帯は増加

しており、そのような高齢者の生きがいづくりは

「健康長寿日本一」の実現に向けても大変重要で

あり、買い物支援を初めとした高齢者の移動手段

の確保は必要なものであると認識しております。 

  そのような中、本市では、持続可能な公共交通

ネットワークの構築を図り、コンパクト・プラ

ス・ネットワークのまちづくりを推進するため、

来年度から２カ年をかけ、地域公共交通網形成計

画を策定する予定であります。その中で、公共交

通空白地を含めた本市の高齢者や障がい者を初

めとした、いわゆる交通弱者に配慮し、より使い

やすい公共交通となる方向性を示せるよう、策定

作業を進めてまいりたいと考えております。 

  地域公共交通が利便性や効率性、持続可能性な

どをさらに高めていくためには、何よりも地域の

方々一人一人が日常生活に欠かせない交通手段

として、その必要性について意識を高め、積極的

に利用していただき、地域に欠かせない生活の足

として育てていくことが重要であります。そのた

めに高齢者や障がい者を初め、多くの市民が利用
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しやすい公共交通形成の実現に向けて、この計画

の策定に取り組んでまいりたいとこのように考

えております。 

  次に、御紹介のありました吾妻町町内会の買い

物タクシー事業についてであります。 

  私も昨年12月にこの吾妻町の町内会長さんから

お話をお聞きしておりました。大変すばらしい事

業だなというふうに思ってお聞きをしておりま

したが、何よりも地域で協力し合いながら高齢者

世帯の買い物支援を行うなど、町内会独自で地域

の課題解決に取り組まれておられることは、自

助・共助の精神として大変すばらしい取り組みで

あるというふうに思います。 

  他の町内会からも問い合わせがあるとのお話で

ございますので、このような御例示にありました

ように鷹山公の教えにもつながる自助・共助の精

神が多くの人々に浸透し、誰もが安心して暮らす

ことのできる地域の健康に向けた広がりとなり

ますよう、市といたしましても、地域や町内会へ

の助言や情報提供など可能なお手伝いをさせて

いただきたいとこのように考えております。先進

的に取り組んでいただきました吾妻町町内会の

皆様に敬意を表したいというふうに思います。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、（１）の消費税増

税の混乱と影響はあったかについてお答えいた

します。 

  国の経済状況としましては、内閣府が２月17日

に発表しました国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、

５四半期ぶりにマイナス成長となることが示さ

れており、その原因の一つとして消費税の増税が

挙げられております。 

  このような状況の中、本市で実施している中小

企業に対する訪問調査の中で、消費税率の改定に

伴う影響について聞き取りを行ってきましたが、

業種により影響もさまざまあるようです。 

  また、消費増税による消費者への影響について

商工団体にも聞き取りを行ったところ、消費増税

前の駆け込み需要や買いだめといった混乱や増

税後における反動等も少なく、消費マインドの冷

え込みも少なかったとの回答を受けております。

これは、消費税増税に当たり、昨年10月の消費税

率の引き上げと同時に、低所得者層へ配慮する観

点から軽減税率制度を導入し、消費者への影響を

緩和するため、生活に直結する飲食料品や新聞な

どが軽減税率対象品目として指定されたこと、ま

たキャッシュレスポイント還元事業を導入し、需

要平準化対策としてキャッシュレス対応による

生産性の向上や消費者の利便性向上の観点も含

め、消費税率引き上げ後の９カ月間に限り、中

小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使

ったポイント還元による支援が行われたことも

影響しているものと考えております。 

  なお、キャッシュレスポイント還元事業を契機

に、本市におけるポイント還元加盟店の登録数は、

本市全商店数の86.7％に当たる955店舗に上りま

す。また、人口1,000人当たりの登録店舗数で比

較した数値は県内１位となっており、生産性向上

につながるキャッシュレス決済の推進は一定の

成果があったと考えております。 

  市としましては、引き続き国の支援制度の周知

を図るとともに、中小企業者の実態把握に努め、

今後も消費税増税に係る影響に注視しながら市

内経済循環を促進してまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、初めに幼児教

育・保育の無償化の現状と課題についてお答えい

たします。 

  昨年10月、３歳から５歳までの幼稚園、保育所、

認定こども園などを利用する子供の保育料の無

償化と保育を必要とするゼロ歳から２歳までの

住民税非課税世帯の子供の保育料の無償化など

が実施されました。 
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  教育を希望されていた１号認定のお子様につい

ても、保護者の就労等により預かり保育を利用す

る場合は、新たに保育を必要とする認定を受け、

その利用料も無償化の対象となったところです。 

  このように利用する保育施設などによって新た

な申請が必要となったことで、保護者の申請の負

担は生じましたが、本市では約1,600人が保育料

無償化の対象となり、保護者の経済的負担が軽減

されました。 

  保育料の無償化に合わせ、２号認定の子供につ

いては、新たに副食費の負担が発生しました。国

が定めた公定価格による副食費は１人当たり１

月4,500円ですが、給食に係る料金は各施設で決

め、徴収することとされました。副食費について

は、これまで負担していた保育料を下回っており、

実質保護者の負担は減少いたしました。 

  この無償化による幼稚園、保育所、認定こども

園などの施設運営側への影響について確認を行

ったところ、認定こども園や幼稚園などでは新た

な制度に合わせた申請手続の保護者への説明や、

新たに認定となった児童の事務手続がふえたこ

とに負担感を感じたことや、保育所では新たに副

食費を徴収することになったことへの負担感を

感じるなどの回答がございました。 

  その一方で、経済的格差がなくなることにより、

保護者の選択肢が広がり、平等な幼児教育を提供

できることにつながったことや認定こども園な

どで以前から保育料を徴収している施設におい

ては、未納者の減少、各層ごとに異なる保育料徴

収がなくなったことによる負担の減、また、園の

運営、経営の安定などの効果があったとの回答が

ございました。 

  昨年６月に実施した子育て支援に関するアンケ

ート調査において、持つつもりの子供の数が理想

より少ない理由として、子育てや教育にお金がか

かり過ぎることが第一に挙げられております。こ

のことが第２子、第３子と出産をためらう大きな

要因となっていることから、本市としては、幼児

教育・保育の無償化が保護者の経済的負担の大き

な軽減策であり、少子化対策としても有効な施策

であると考えております。 

  次に、４の市民の健康の取り組みはのうち、②

の改正健康増進法に基づく受動喫煙防止の本制

度と本市における改善点及び課題についてお答

えいたします。 

  平成30年７月に健康増進法の一部を改正する法

律が制定されました。この改正は、望まない受動

喫煙をなくすことを目的とし、これまで努力義務

だった受動喫煙防止対策が義務規定として施設

ごとに取り組みが定められました。 

  また、喫煙が可能な場所においても、全ての人

に受動喫煙を生じさせることのないように配慮

することが必要とされ、受動喫煙を防止するため

の取り組みはマナーからルールへと変わり、義務

違反には罰則が科せられることになりました。 

  法改正の内容としましては、多数の人が利用す

る施設が第一種施設、第二種施設の２つに分類さ

れ、第一種施設には受動喫煙により健康を損なう

おそれが高い子供や患者などが主たる利用者と

なる学校や医療機関、行政機関の庁舎などがあり、

令和元年７月１日から敷地内禁煙が実施されて

おりますが、条件を満たせば特定屋外喫煙場所を

設置できるとされております。 

  第一種施設以外の多くの人が利用する第二種施

設には、図書館、体育館、駅、コミュニティセン

ターなどの公共性の高い施設、事業所、飲食店な

どがあり、令和２年４月１日から原則屋内禁煙と

なります。この第二種施設には、市民が管理者と

なる自治公民館や集会所も含まれます。 

  これまでやまがた受動喫煙防止宣言に基づき市

町村公共施設受動喫煙対策実施状況調査を実施

してまいりましたが、今回の健康増進法の改正を

受けて施設分類に応じた取り組みがしっかりな

されているか施設管理者に再度確認していただ

き、適切に対応していただくようにお願いをして

いるところであります。 
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  また、これらの法改正の内容については、ホー

ムページや広報で広く周知しているところであ

りますが、まだまだ浸透していない状況であると

考えており、さまざまな機会を捉え、理解を促し

てまいります。 

  本市の保健事業では、母子健康手帳交付時から

新生児訪問、乳幼児健診など、切れ目のない支援

の中で、煙のない環境で子供が成長していけるよ

う支援しており、健康診査の結果説明会などでは

喫煙が与える健康への悪影響や禁煙の重要性、禁

煙外来についての情報提供なども行っておりま

す。 

  さらに、昨年12月に制定いたしました米沢市健

康長寿のまちづくり推進条例、第10条第３項では、

喫煙及び受動喫煙が健康に与える影響と受動喫

煙防止の取り組みについて記載しており、今後も

国や県と連携しながら受動喫煙の防止に関する

取り組みの推進を図ってまいります。 

  次に、（５）でありますが、地域の健康の取り

組みはということで、まずは私から本市における

高齢者数、高齢化率、単身高齢者及び高齢夫婦世

帯数についてお答えいたします。 

  65歳以上の高齢者数及び高齢化率につきまして

は、各年度４月１日現在の数字となりますが、平

成29年度、高齢者数は２万4,701人、高齢化率は

30.1％、平成30年度は２万4,886人、30.7％、今

年度は２万5,089人、31.2％となっております。 

  続きまして、単身高齢者数につきましては、平

成29年度2,986人、30年度3,003人、今年度は3,049

人となっております。 

  高齢夫婦世帯数につきましては、平成29年度

2,934世帯、30年度2,961世帯、今年度は3,006世

帯となっております。 

  どの数値も年々上昇しており、今後もこの傾向

は続いていくと予想されます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私から、教育と文化のまちづ

くりの取り組みについてお答えします。 

  初めに、非認知能力を高める必要性とそれを高

めるための学校での取り組みについてでありま

すが、文部科学省による現行幼稚園教育要領等の

成果と課題の取りまとめの中で、国際的にも忍耐

力や自己制御、自尊心といった社会情動的スキル

や非認知的能力を幼児期に身につけることが大

人になってからの生活に大きな差を生じさせる

といった研究成果や幼児期における語彙数、多様

な運動経験などがその後の学力、運動能力に大き

な影響を与えるといった調査結果などが報告さ

れています。幼児教育での重要性を踏まえ、各小

中学校において児童生徒の実態に応じた非認知

能力を高める取り組みを行っております。 

  また、市全体としては、平成26年度から米沢市

全小中学校で取り組んでいる「だれもが行きたく

なる学校づくり」にかかわる共通実践があります。

この取り組みには、ＳＥＬ、ピアサポート、協同

学習の３つの柱があり、人とのかかわりをよりよ

いものにしていくために自他の感情の理解やコ

ントロールなどをスキルとして学ぶＳＥＬ、その

スキルを生かしながら、例えば異学年交流などで

子供同士が互いに支え合うピアサポート、仲間と

対話を通して協力しながら学習課題の解決を目

指し自己の力を高めていく協同学習があります。

非認知能力を高めることにつながる取り組みを

米沢市全小中学校で共通実践として行っている

ところです。 

  次に、学校図書館の利用や学校司書の状況につ

いてお答えします。 

  各小中学校においては、児童生徒が本に親しめ

るように学校図書館の整備や読書活動の充実を

図っています。学校図書館担当の教職員や図書委

員の児童生徒を中心に、季節ごとにテーマを決め

て本を展示したり、読書週間や月間などのイベン

トに向けた準備をしたり、読み聞かせや本の紹介

をしたりする活動を行っています。また、来年度



- 126 - 

からは学校司書を新たに２名配置し、各校を巡回

する予定です。今後も、さらなる読書活動の充実

を図り、豊かな読書活動を通して非認知能力を鍛

え、高めていくことにもつなげていきたいと考え

ます。 

  次に、市立学校内フリースクールの設置につい

てお答えします。 

  校内フリースクールにつきましては、悩みを抱

える児童生徒の居場所として設置している自治

体があることやその状況について把握しており

ます。校内フリースクールのメリットとして、他

施設に行かずとも学校に通いながら安心できる

場所で過ごすことができること、個々の児童生徒

に応じたきめ細やかな指導、支援ができることが

あると認識しております。 

  本市におきましても、その役割を担うものとし

て別室登校があります。児童生徒が教室に入るこ

とが難しい場合、別室で学習や相談ができるよう

な環境を各校でつくっています。教職員が別室で

の指導を行うことができるように配置体制を工

夫したり、市の適応指導員等を配置したりしてい

ます。また、児童生徒が学校に行くことが難しい

場合、市の適応指導教室に通室するケースもあり

ます。個々の児童生徒の実態に即した学習を中心

に調理や軽スポーツ等の活動も行います。適応指

導教室においてさまざまな活動を行う中で、自己

存在感を感じることができる機会をつくったり、

他者とかかわる経験を持つことができるように

したりしています。 

  今後も、児童生徒が学校に気軽に登校し、安心

して過ごすことができる別室登校などの対応を

行い、校内体制づくりや適応指導教室との連携を

強化していきたいと考えております。 

  次に、小学校における外国語の移行措置期間か

ら全面実施に向けての取り組みについてお答え

いたします。 

  令和２年度からのスムーズな実施に向け、時数

や学習内容といったハード面と教員の指導力と

いったソフト面の両面の充実を図ってきており

ます。 

  ハード面での具体的な取り組みとしては、平成

30年度に教育課程の見直しを行い、市内全小学校

で３・４年生15時間、５・６年生50時間、今年度

は全面実施と同時数、３・４年生35時間、５・６

年生70時間で実施いたしました。 

  一方、ソフト面における具体的な取り組みは、

大きく２つあります。１つ目は、英語専科教員２

名、日本人外国語講師４名を学校規模に合わせ全

小学校に年間を通して定期的に配置しておりま

す。授業づくりに助言をしたり、一緒に授業を行

ったりして、やりとりを重視した授業の質の向上

につなげております。 

  ２つ目は、研修や専門組織における研究推進と

研究成果の共有です。国や県の研修や研究会への

参加を積極的に呼びかけ、実際に参加者数は大き

く増加しています。 

  また、専門組織として昨年度から米沢市教育研

究所内に市内小中学校の外国語教育に精通して

いる教職員10名をメンバーとした英語教育研究

委員会が設置され、外国語教育に特化して研究を

進めております。 

  今年度につきましては、研究員全員で検討し作

成した指導案をもとに、研究員みずからが小学校

で授業を公開いたしました。全小中学校から教職

員が参観し、授業を受けての研究会を行いました。

このように研修や研究成果の還元が図られてき

ています。 

  今後も、引き続き学校や教職員を支える取り組

みを推進し、児童が豊かに学び、外国語教育の質

を高めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、（４）市民の健康

の取り組みはのうち、初めに職員向けに実施しま

した受動喫煙防止対策研修の受講者の感想につ
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いてお答えいたします。 

  この研修は、職場における受動喫煙防止対策へ

の職員の理解を深めるため、喫煙習慣の有無にか

かわらず、今年度と令和２年度の２カ年間で全職

員を受講対象として実施するものであります。 

  今年度は、この研修を12月から２月にかけて合

計４回実施し、263人の職員が受講したところで、

研修の受講前後に喫煙に関するアンケート調査

を実施いたしました。 

  アンケートの集計結果としては、受講前に比べ、

受講後には喫煙が及ぼす健康への悪影響に関す

る認識がより強まるとともに、受動喫煙防止に対

する取り組みの強化について理解を深めた職員

が多い傾向にありました。また、受講職員15人か

ら自由記載があり、受動喫煙防止の推進に関する

意見が多かった一方、喫煙を擁護する意見も一部

ありました。このような集計結果から考察します

と、このたびの研修は受動喫煙の危険性の意識づ

けに大きな効果があったものと認識しておりま

す。 

  令和２年度までに全職員がこの研修を受講する

予定であり、職員全体に受動喫煙防止の強い意識

づけがなされることが期待できますので、今後も

引き続き効果的な受動喫煙防止の取り組みの実

施に努めていきたいと考えております。 

  次に、庁舎の喫煙所清掃に係る三次喫煙による

受動喫煙への対応についてお答えします。 

  三次喫煙とは、サードハンド・スモークとも言

われており、部屋の壁や喫煙者の衣服、髪の毛な

どにたばこの火が消された後もたばこ由来の化

学物質等が残留することにより、その部屋を使用

する者や当該喫煙者の近くにいる者などが当該

化学物質等を吸入することをいいます。三次喫煙

は新しい概念であるため、その健康への影響につ

いては明らかではない部分もあるようではあり

ますが、受動喫煙の状態にあるということは認識

できるものであります。 

  したがいまして、庁舎の喫煙所の清掃員が非喫

煙者である場合、受動喫煙防止のため、議員お述

べの携帯用灰皿を使用する取り組みは有効なも

のであると考えます。ただし、市庁舎の喫煙所は、

市職員だけではなく来庁した市民も利用できる

こととなっております。市民の方が携帯用灰皿を

お持ち合わせでない場合を考慮すると課題もあ

りますことから、灰皿を撤去することは慎重に判

断する必要があると考えます。 

  しかしながら、三次喫煙による受動喫煙の危険

性やその防止の必要性は認識しておりますので、

喫煙所の清掃の仕方の工夫や職員の喫煙に関す

るルールの見直しなどを行い、できる限りの防止

策を講じていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、安全・安心に

暮らせるまちづくりの取り組みはのうち、防災士

の活動の場の提供と液体ミルクの備蓄に係る質

問にお答えいたします。 

  初めに、防災士についてですが、防災士とは社

会のさまざまな場で減災と社会の防災力向上の

ための活動が期待され、そのために十分な意識、

知識、技能を有する人として特定非営利活動法人

日本防災士機構が認証した方です。防災士資格を

取得するには、日本防災士機構が認証した研修機

関が実施する防災士養成研修講座を受講し、防災

士資格取得試験に合格する一般的な方法と消

防・警察の現職及びＯＢなどの方が特例制度を使

って取得する方法とがあります。現在は山形県が

研修機関となって防災士の養成を行っており、本

市においても自主防災組織の方を中心に今年度

から４名分の受講料助成を行っております。 

  本市で把握している防災士の資格取得者数につ

いては、現在28名いらっしゃいますが、資格取得

後は主に自宅や職場、自分が住んでいる自主防災

組織、町内会などで活動されており、本市では他

の地域の自主防災組織へ指導を依頼するなどの



- 128 - 

活動の場の提供は行っておらず、市全体の連絡会

なども組織していない状況となっております。 

  本市には、防災士のほかにも山形県で10名委嘱

している自主防災アドバイザーのうち、本市在住

の方が３名いらっしゃいますので、まずは皆さん

の御意見をお聞きしながら、今後活動の場の提供

などについて検討していきたいと考えておりま

す。 

  なお、防災士のネットワークとして日本防災士

会が組織され、山形県支部もあるようですので、

活動状況などについて情報収集を行っていきた

いと考えております。 

  次に、液体ミルクの備蓄についてですが、乳児

用ミルクにつきましては、平成30年８月に厚生労

働省が液体ミルクの製造・販売を解禁したことに

より、国内メーカーが平成31年春に販売を開始し、

全国的にはコンビニエンスストアや高速道路の

サービスエリアにも販路が拡大しております。 

  液体ミルクは、粉ミルクのようにお湯を注ぐ必

要がなく、哺乳瓶に移してそのまま飲めるのが特

徴です。育児負担の軽減につながるほか、常温で

半年または１年間保存できる商品があり、水道な

どライフラインが停止するおそれのある災害時

の備蓄品として強みを発揮し、さまざまな自治体

において備蓄が開始されており、山形県でも令和

２年度に備蓄予定となっているようです。 

  本市での導入につきましては、粉ミルクに比べ

て約２倍の導入コストがかかることやコミュニ

ティセンター等に配置している防災資機材倉庫

では夏冬の気候を考えますと保存場所としては

適切ではないと思われ、また使用する側ではいつ

も飲ませているミルクと味が変わることで不安

を感じる方もいらっしゃるようです。 

  しかし、温めずにそのまま乳児に飲ませられる

乳製品であり、災害発生時に加えて外出の際も便

利で、育児負担の軽減につながると期待されてお

りますので、液体ミルクとは何か、その正しい使

い方については市民にも今後周知していく必要

があると考えております。 

  本市といたしましては、現在備蓄している粉ミ

ルクの数量をふやすとともに、液体ミルクの導入

コストや保管場所、また現行の商品では保存期間

が長いものでも１年であることから、賞味期限が

迫った場合の有効活用など課題はあるものの、市

民へのＰＲを兼ねて試験的にでも令和２年度の

導入を検討し、今後の乳児・妊産婦に対する支援

体制強化につなげていきたいと考えております。 

  また、民間の大手スーパー企業と災害時の応急

生活物資の供給について協定を締結しておりま

すので、万一の場合はこちらも活用していきたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、（６）のうち、河

川の土砂堆積と支障木の対策についてお答えい

たします。 

  議員がただいまお話しされましたとおり、河川

区域内の堆積土の撤去や支障木伐採につきまし

ては、河川機能を果たしていく上で必要な作業で

あり、計画的に進めていく必要があります。 

  本市管内で進められております主な取り組みを

お知らせしますと、最上川下流部の国直轄で管理

している区間については、公募型の支障木の伐採

に取り組んでおり、平成30年度の実績は窪田町窪

田を含め、３地区で面積約12ヘクタールを実施し、

令和元年度は２地区で約３ヘクタールを予定し

ております。 

  また、昨年の台風19号の影響を受け、本市の下

流域である高畠町糠野目地区で国事業の緊急対

策として最上川本川の河川断面を確保し、流下能

力アップを図るため、河川敷地内の土砂を運び出

す河道掘削をこれから発注に向け準備をしてい

るとお聞きしているところであります。 

  県においては、通常の河川維持業務に加え、河

川流下能力向上緊急対策事業を実施しており、支
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障木伐採については、平成30年度の実績として最

上川を含む５河川で面積約５ヘクタールの伐採

を実施し、堆積土砂については最上川の１河川、

赤崩地区で実施し、令和元年度については天王川

と羽黒川の支障木伐採を現在実施しているとこ

ろであり、今後についても計画的に進められる予

定となっております。 

  加えて議員から御紹介がありました今年度から

新たな事業として国と県の管理区域を超えた民

間事業者との協働による河道内樹木伐採を目的

とした最上川官民連携プラットフォームが実施

地区として米沢地区が選定され、箇所につきまし

ては、最上川・羽黒川工区と鬼面川工区の２カ所

が計画されているところであります。 

  以上、現在取り組んでいる主な事業を御紹介さ

せていただきましたが、本市といたしましても、

引き続き地元の支障木の伐採要望も含め、情報等

を各河川管理者にお伝えしていくとともに、豪雨

などによる災害を未然に防ぐための計画的な治

水対策を積極的に推進されますよう、今後とも国

や県に要請、そして連携していき、安全・安心な

河川環境整備につなげてまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、順を追って再度お聞きしてまいりた

いと思いますが、まず軽減税率の１万人調査の結

果をお知らせいたしますけれども、この調査では

全体の約６割が軽減税率を「大いに評価する」「あ

る程度評価する」という結果、先ほども申し上げ

ました。「評価する」は自民・公明支持層では７

割、軽減税率に反対した野党の支持層でも４割が

支持している結果でありました。 

  また、最多の評価理由としては、「食品の税率

が据え置かれて安心した」という、消費者が軽減

税率の効果を実感しているという結果を示すこ

とになったわけであります。 

  一方、軽減税率による混乱を経験したかとの問

いでは、72％が「経験していない」と回答。野党

や一部マスコミが軽減税率は複雑で混乱すると

批判しておりましたが、ほとんどの消費者が混乱

はなかったと感じているという実態が明らかに

なったということでありますし、ただいまの産業

部長の答弁でも確認したところであります。 

  私も、実際買い物をしていても、そういった会

計のトラブル等々に遭遇した経験もありません

し、自分が買い物したレシートに、１枚のレシー

トに８％、10％が明確に自動的に表示になってわ

かりやすい状態で、これは問題ないなと思ったと

ころでありましたが、１つコメントを紹介します

と、一番大変じゃないかと心配されたコンビニ関

係の日本フランチャイズチェーン協会の伊藤廣

幸専務理事のコメントが新聞に載っておりまし

た。その中身を要約しますと、コンビニは駆け込

み需要や反動感が少なく、売り上げが比較的堅調

だと。商品の多くが食品であることから、軽減税

率の効果は大きいと。ポイント還元制度の効果も

あり、売り上げがプラスになっていることもあり

ますというようなコメントも出されておりまし

た。 

  ともあれ、増税分の財源を有効活用し、これか

ら全世代型の社会保障に生かされていくものと

期待するところであります。米沢の状況も確認で

きたところでありますので、大変ありがとうござ

いました。 

  次に、保育の無償化についてでありますけれど

も、これは部長答弁のように、これまでの制度大

変革、大転換する事業でありましたので、やっぱ

りさまざまな多少の支障、または困難はあった旨、

今報告あったところでありますが、これは大変少

子化対策、子育て対策として有効でありますので、

今後とも全力を挙げて取り組んでいただきたい

と希望するところであります。 

  次に、教育関係の部分でありますけれども、非

認知能力を高める方途といたしましてやっぱり
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取り組んでいるということでよろしいかと思い

ますが、いわゆる私どもも、昨年、教育研究発表

会、小学校、中学校、見学させていただきました

が、ああいう部分の探求型学習というんですか、

我々の大昔と違った、先生からの一方通行ではな

い、正解だけを押しつける教育ではないというこ

とで、そういう部分も含めた非認知能力教育に力

を入れているという認識でよろしいんでしょう

か。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今議員お述べのとおり、

今の教育については、さまざま課題を提案し、子

供たちが協力し合いながら自分で方向性を見つ

けて答えを導くというような形を重要視してお

りますので、そういった教育活動も非認知能力を

高めることにつながっているというふうに感じ

ているところでございます。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） 教育長の答弁にもありま

したが、この件に関しては、早いうち、いわゆる

幼少期、中学高校時代、総じては二十までの若い

時代にこの非認知能力に可鍛性、つまり鍛えて伸

ばせる可能性があるということですから、まさに

小学校中学校時代、これには力を入れて、今まで

どおりといいますか、これ以上、本当に少子化の

貴重な人材でありますので、力を入れていってい

ただきたいと思います。 

  この部分に、この非認知能力を生かす、伸ばす

部分に読書は大切だということに関しては、そう

いう認識でよろしいですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しいただいてい

るように、非認知能力については、人とのかかわ

りの中で伸びる部分が非常に大きいというふう

には言われていますけれども、一方、やはり高い

知的刺激というものも一つ非認知能力を伸ばす

ものというふうに捉えているものでございます。

読書には高い知的刺激がございますので、そうい

った意味で非常に効果的なものであろうという

ふうに考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） そこで、読書が大事だと

いうことで、よく教育長の答弁にも家読
うちどく

に取り組

むということはありますが、やはり私は限界があ

ると思います。ですので、学校の図書館、図書室

をさらに充実すべきだということです。それはな

ぜかといいますと、親が余り読書に親しんでいな

い家庭では限界があるんです。選挙と同じです。

親が選挙、投票に行かないと、子供はもうその意

識すらないということで、小林委員長笑っておら

れますけれども、本当にそれと同じで、やっぱり

家読
うちどく

の大切さをわかっていながら、家庭に帰って

読書の習慣がないと限界があります。ですから、

その分は強制的にでも行きやすい図書室をつく

って学校が引っ張るような形で読書に親しませ

るというか、それが大事だということで、あえて

申し上げておるところでありますので、もう一度

認識をお聞かせいただけますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今お話あったようなとこ

ろは感じているところでございます。やはり学校

だけ、家庭だけというふうなことでは高まらない

というふうに思いますので、連携していくことも

大事だなというふうに思います。 

  なお、本市の小中学校の図書館の中でも、じゅ

うたん敷きにして、寝そべるまではいかないかも

しれませんけれども、そこに座って、床に座って

読むことができるような環境をつくっている学

校もございますので、図書館をますます子供たち

が行きたくなる図書館づくりというふうなこと

を目指していきたいということと、あとは図書司

書、学校司書をこのたび来年度から２人入れます

ので、良書の選択、準備、そしてその良書の紹介

を通して子供たちが読書を好きになるようなそ

んな取り組みも展開してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 
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○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） よろしくお願いしますが、

いわゆる図書室は第二の保健室とも御存じのと

おり言われておりますので、本を読むことだけで

なく、いじめ対策とか不登校の対策の一助となる

役割も十分認識されていると思いますので、さら

に取り組みを強化していただきたいと思います。 

  関係してフリースクールの件ですけれども、先

ほどの答弁を受けますと、やっぱり別室登校がこ

のフリースクールの役目を果たしているという

認識なんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 フリースクール、校内フ

リースクールというふうな取り組みをしている

ところを確認してみますと、やはり今現在こちら

で行っている別室登校では賄えない部分も大い

にあるのかなというふうなことは感じていると

ころでございます。ですので、フリースクールと

今本市で行っているような別室登校というふう

なことは、全くイコールというふうなことにはな

らないのかなというふうな認識はございます。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） 後日一般質問で髙橋英夫

議員がやっていただくもの、もっとさらに突っ込

んで多分やっていただくことになると思います

ので、私のほうは以上でやめますけれども、読書

活動、あと非認知能力を高める活動、あと英語教

育も関谷議員がやりますので、よろしくどうかお

願いしたいと思います。 

  次に、たばこ、受動喫煙でありますが、これは

お聞きするまでもありませんが、まずいろんな課

題はあると思いますが、ちょうど来年令和３年５

月に新庁舎を開庁するわけですので、そのときは

完璧を期していただきたいと思います。せめて、

今今も大切ですけれども、思います。 

  そこで、参考的に厚労省のデータを紹介します

と、2015年当時のこの損失額は２兆円を超えると。

たばこが原因と考えられる病気とか火災の損失

額は日本全国で２兆円を超えるという実態があ

ります。その内訳は、たばこが原因と考えられる

病気の医療費は１兆6,900億円、これらの病気で

必要になった介護の費用、これが2,600億円、た

ばこによる火災などの関連した費用が1,000億円

と、こういう膨大な損失を削減するためにも、こ

れはやっぱり禁煙と受動喫煙防止というのはも

う不可欠の政策だと思います。 

  米沢でも、こういうような数値を出して、米沢

の医療費にどのぐらい影響があるだとかそうい

う部分が必要だと思います。いわゆる健康長寿日

本一推進プラン、令和７年までの計画がございま

すが、健康長寿日本一の活動というと、なかなか

目に見えてこないわけです。頑張ったとか頑張ら

ないとかぐらいの表現では、なかなか実感として

湧きづらいということで、今御紹介したような数

値、例えば米沢の実態を数値化するとか、データ

化した数字をもとに進捗状況を評価するという

部分があったほうがわかりやすいんではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 プランについては、それ

が策定当時から数値についてさまざまお話をい

ただいておりました。現在もその数値については

いまだ皆様にお示しはできていない状態なんで

すが、できるだけ早い段階で数値目標をつくりま

して、案をプランにしてまいりたいというふうに

考えているところであります。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） あと、清掃作業員の方の

件も、実はきのう質問する立場上、帰りに回って

いったんですね。そうしたら議長もいらっしゃい

ましたけれども、莫大な量でした、その吸い殻の

量とか。そういうことで、今答弁あったように、

でき得る限りの対策をとっていただいて、そして

晴れて新庁舎開庁時には先ほど申し上げたよう

に完璧な対策にしていただきたいということを

希望して、この部分は終了したいと思います。 
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  次に、公共交通の件、吾妻町の買い物タクシー

を御紹介申し上げましたが、市長からは大変よい

ことだというお褒めの感想等々をいただいて、私

も今回の質問をするまで存じ上げなかったんで

すけれども、私も町内会長を仰せつかっている立

場上、やっぱり非常に先進的なよい事例だなと感

じたところであります。敬老の祝い品の記念品を

出されるよりもずっとこっちに使ったほうがい

いかなと実感したところであります。これを通し

て、本当にこれからはやっぱり行政だけで全てす

る時代ではないなということも実感したところ

です。いわゆる、こういうデマンドタクシーにし

ろ、公共交通にしろ、住民の理解といいますか、

覚悟といったほうがいいでしょうか、いわゆるそ

ういう市内循環バスとかそういったものを新た

にする場合は、本当に皆さん方、自家用車通勤か

らバス通勤に変更できますかとか、あとは交通弱

者と言われる学生であるとか高齢者の方だけを

対象とした事業というのはまず成り立たないと

思うんですよね。やっぱり利用者が少なくなって

皆廃止になったわけですから、いわゆるみんなで

公共交通機関を利用することに切りかえられる

かというのが一番のポイントだと思います。です

から、行政だけに任せるんでなく、冒頭言ったよ

うに自分たちの便利さ、そして手軽さを犠牲にし

てでも、地域の課題を解決するという意思を市民

の皆さんに訴えることも大事ではないかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 議員お述べのとおり、公

共交通を使っていただくというのが大前提にな

りますので、前に議会のほうから政策提言いただ

きました中にも育てていくというのが大事だと

いうことを受けとめておりますので、今回策定し

ます公共交通網形成計画の中にもそのハード面

だけでなくソフト面と、あとどうやったら利用し

ていただけるか、どうやったら利用が向上するか

という部分も検討して計画の中に盛り込む予定

になっておりますので、そこら辺は十分に検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） そのように、本当にこれ

からは冒頭申し上げたように成長モデルの時代

ではなくて、戦略的に縮むということも、そうい

うことも含まれると思いますので、官民、そして

官学民も含めて協力しながら進めていくという

まちづくりが大切だなと思ったところでありま

すので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、最後に防災関係の液体ミルク関連です

けれども、安全・安心・災害対策としての液体ミ

ルクの件で最後に質問いたします。 

  調査なくして発言なしというのは私の信条であ

りますので、液体ミルク、飲んでみました。いや、

おいしくなかったですね。当然ですね。もう60過

ぎのおっさんが飲んだっておいしいわけないん

ですね。でも、やっぱり赤ちゃんにとっては命を

つなぐ液体ミルクであります。部長、いろいろ答

弁いただきましたけれども、やっぱり粉と液体ミ

ルクの両方を準備するというメリットは非常に

あると思います。壇上でも申し上げましたが、昨

年の答弁のやりとりで、粉ミルクもなかったとい

うことで、非常にショックで、それこそ富佐ちゃ

んに怒られるところだったわけなんです。それで、

その後、粉ミルクも配備したということで一安心

したわけでありますが、もう50以上の自治体で準

備しているということでもありますし、また被災

して一番やっぱりとまる確率が多いのが水なん

ですね、水道。被災して一番命にかかわるのも水

でありますので、まず３日間あれば何とか復旧す

る例が多いということで、３日間分の液体ミルク

を備蓄して、そして残りを粉ミルクにするという

ような方法もあると思いますが、いかがでしょう

か。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 今３日分というお話もあ

ったわけなんですが、先ほどお話ししましたよう



- 133 - 

に民間の大手スーパー企業と災害時の応急生活

物資の供給の協定を締結しております。こういっ

た協定を結んでいても、すぐ届くということは必

ず限りませんので、やっぱり３日間とかそういっ

た期間のいろんなものの備蓄というのも重要だ

というふうに考えておりますので、液体ミルクに

ついては一遍にその分を導入というのはなかな

か難しいと思いますが、少しずつ導入をしていく

ようなことで、検討したいというふうに考えてお

ります。 

○鳥海隆太議長 佐藤弘司議員。 

○６番（佐藤弘司議員） 先ほどの答弁では試験的

にまずやってみるという答弁がありました。です

から、そこからまず大事だと思いますので、おい

おいまた訴えながら、また相談しながらやってい

きたいと思いますが、本当にこの少子化が進んで

いる時代、子供さんを守る施策が一番大切だと思

いますので、試験的導入から始めて粉ミルクと併

用できるような対策をとっていただきたいとい

うことを希望いたしまして、私の代表質問を終了

します。ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で公明クラブ、６番佐藤弘司

議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時０６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時０６分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

  日程第２ 議案の付託 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第２、議案の付託であ

ります。 

  去る２月25日の本会議で上程されました議案31

件は、会議規則第37条第１項の規定により、配付

しております議案付託表のとおり、それぞれ所管

の委員会に付託いたします。 

  各委員会は、会議日程により慎重審査の上、補

正予算は来る３月10日の本会議に、その他の議案

は来る３月24日の本会議にその結果を報告願い

ます。 

 

 

 

  日程第３ 請願の付託 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第３、請願の付託であ

ります。 

  今定例会において受理いたしました請願は、３

件であります。会議規則第141条第１項の規定に

より、配付しております請願文書表のとおり、所

管の委員会に付託いたします。 

  所管の委員会は、会議日程により慎重審査の上、

来る３月24日の本会議にその結果を報告願いま

す。 

  暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時１７分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

日程第４ 一般質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第４、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 
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  一つ、姉妹都市、歴史親善友好都市、友好都市

交流の今後の展開について、20番井上由紀雄議員。 

  〔２０番井上由紀雄議員登壇〕（拍手） 

○２０番（井上由紀雄議員） こんにちは。明誠会

の井上由紀雄です。 

  一般質問の先陣を務めさせていただき、光栄に

存じます。一生懸命頑張りますので、よろしくお

願いいたします。 

  早速質問に入らせていただきます。 

  宮崎県高鍋町の姉妹都市提携の調印を機に、国

内において５市１町の市町と姉妹都市、歴史親善

友好都市、友好都市の提携を行い現在に至ってお

ります。友好を結ぶ背景には、それぞれの姉妹都

市等の歴史、資源、文化、暮らし、人材、環境等

に触れることにより、みずからの地域の特徴や実

情を踏まえ、市民生活の豊かさと地域の魅力の向

上や活性化を図ることが少なからず求められる

と思います。 

  それらには行政だけの交流にとどまらず、民間

交流が大変重要だと思います。これからの姉妹都

市等とのさらなる交流促進と相互の信頼関係を

深めるための取り組みについてお伺いいたしま

す。 

  平成12年に姉妹都市提携を交わした上杉鷹山公

の師、細井平洲先生の出生地である愛知県東海市

は、平成14年から市内全６校の中学生約1,200名

が毎年米沢市を修学旅行で訪れております。「敬

師の里山上」の羽黒神社と普門院の見学を行い、

山上地区民との交流や市内において体験学習、宿

泊等も行っております。これは、東海市の「米沢

を見ずして、細井平洲先生を語るなかれ」という

考えで行われていると聞いております。修学の意

味を踏まえ、中学校の修学旅行先に姉妹都市、歴

史親善友好都市、友好都市を含めるお考えはない

かお伺いいたします。 

  また、平成16年に「米沢市・東海市交流促進の

会」が発足して以来、今日に至るまで、地区民も

加わった民間交流が盛んに行われており、「米沢

市・東海市交流促進の会」10周年の年に当たる平

成26年９月26日には、東海市より「敬師の像」の

寄贈を受け、普門院において両市の関係者と地区

民が参列し除幕式が盛大に行われました。そして、

本年は姉妹都市提携20周年の節目に当たります

が、当市としての取り組みについてお伺いいたし

ます。 

  次に、平成16年10月に発生した新潟県中越地震

のとき、当時の新潟県川口町と「ふるさと友好都

市」の提携を行っていた東京都狛江市の消防団応

援隊が、川口町周辺の主要道路が寸断されたにも

かかわらず、川口町に一番乗りし、救援物資の仕

分けや避難住民の支援を行ったとのことですが、

これは平時において両市町間で定期的に消防団

の研修や物資輸送訓練を実施し、相互の信頼関係

と地理的条件の把握に努めた結果だそうです。 

  平成７年から各姉妹都市と広域災害に備える体

制づくりのため、「災害時相互応援協定」の締結

を行っているわけですが、旧川口町と狛江市の例

を踏まえ、広域災害の対応を今後どのように進め

ていくか、お伺いいたします。 

  以上で、壇上よりの質問といたします。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 井上由紀雄議員の質問にお答えい

たします。 

  私からは、姉妹都市、歴史親善友好都市、友好

都市交流の今後の展開についてのうち、東海市と

の姉妹都市提携20周年を記念した取り組みはに

ついてお答えいたします。 

  本年は、米沢藩中興の祖である上杉鷹山公とそ

の師である細井平洲先生との師弟関係を機縁と

して平成12年に愛知県東海市と姉妹都市の盟約

を提携してから20周年に当たります。 

  この間、本市と東海市は各種催事における行政

間の交流のみにとどまらず、本市の「米沢市・東

海市交流促進の会」、「敬師の里未来づくり委員

会」など山上地区を中心とした皆様と東海市の
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「平洲会」、「東海市民謡（踊）保存会」との相

互交流が盛んに行われており、また平成14年度か

らは東海市の全中学３年生が毎年修学旅行で本

市を訪れるなど、姉妹都市の中でも、教育、文化、

産業など各分野にわたる市民交流が緊密に行わ

れております。 

  このことから、姉妹都市提携20周年を迎える令

和２年度においても、これまで継続して行われて

きました市民間の交流をより活性化したいと考

えており、行政主導で記念事業等を開催するので

はなく、市民間交流の中心的存在である「米沢

市・東海市交流促進の会」が実施する講演会など

の20周年事業に対して財政的支援を行うことで

記念事業を展開し、両市間のさらなる信頼関係を

築いてまいりたいと考えております。 

  他都市との交流は本市のみで得ることのできな

い取り組みや体験、情報を得る機会をもたらし、

市民の豊かな心を育む役割も担っております。 

  これからも、このたびの姉妹都市提携20周年を

契機に東海市と本市の友好関係がより親密で強

固なものになるよう、交流団体や山上地区の皆様

と連携を図りながら各種交流事業に取り組んで

まいりたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

  〔今崎浩規教育指導部長登壇〕 

○今崎浩規教育指導部長 私からは、修学旅行先を

姉妹都市にできないかという御質問についてお

答えいたします。 

  まず、本市中学校の修学旅行の現状を申し上げ

ますと、ほとんどの中学校が東京で２泊３日の修

学旅行を行っております。日本の首都である東京

は、政治・文化の中心地であるとともに、各教科

の学習、特に社会科との関連、さらにはキャリア

教育の視点等からも、さまざまな学習を計画しや

すい場所になっているところでございます。 

  例えば、国会議事堂は、日本の政治が行われて

いる場所であり、実際に訪れることは大きな意義

があると考えております。そのほかの行程につき

ましても、学校ごとに工夫をしながら学習内容を

設定しております。事前学習で班ごとに計画を立

て、都内から数カ所の目的地を訪れて回る班別自

主研修、あるいは都内の大学や専門学校等を訪問

し、自分たちのテーマに沿って行う体験的な学習

を行っている学校もある状況でございます。 

  議員お述べの修学旅行時に姉妹都市を訪れ歴史

等について学ぶというふうなことも、大事な視点

であるというふうに捉えるところではございま

す。修学旅行の目的地として東京が限定されてい

るわけではありませんが、生徒たちに体験させた

い学習、あるいは見学の行程、移動にかかる時間、

修学旅行の経費は各家庭からの集金で積み立て

を行っていることなど、総合的にあわせ考えて学

校では東京近辺というふうな形で今現在行って

いるところというふうに認識しているところで

ございます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、（３）の姉妹

都市等との災害時相互応援協定の体制について

お答えいたします。 

  災害対策基本法の中では、地方公共団体相互協

力に関する規定や地方公共団体の相互応援に関

する協定の締結に関する規定が設けられており

ます。本市においても、大規模災害等により大き

な被害を受け、他自治体の支援を受けることを想

定し、平常時から応援協定を締結することにより、

災害時の支援・協力体制を構築しております。 

  姉妹都市、歴史親善友好都市、友好都市では、

６つの自治体と災害時応援協定を締結しており、

そのほかには３つの自治体と協定を締結してお

ります。また、山形県内35市町村でも広域で応援

協定を締結しております。 

  主な応援の内容ですが、１つ目として、食糧、

飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に

必要な資機材の提供、２つ目として被災者の救出、
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医療、防疫、施設の応急復旧、その他の活動に必

要な資機材及び物資の提供、３つ目として救援活

動に必要な車両その他の提供、４つ目として救助

及び応急復旧に必要な職員の派遣、５つ目として

被災者の一時収容のための施設の提供と被災者

の受け入れなどとなっております。 

  質問にあります姉妹都市、歴史親善友好都市、

友好都市同士での災害時を想定した研修などは

現在行っておりませんが、スムーズに連携を行う

ために、お互いの担当部署、担当者、連絡先など

についてはそれぞれの自治体と毎年度情報交換

を行っております。 

  そのほかに１自治体同士の協定ではありません

が、福島県、宮城県、山形県の広域圏において34

の自治体から成る災害時応援協定を締結してお

り、毎年会議の場で意見交換なども行っておりま

す。 

  昨年秋の台風第19号では、これらの応援協定に

基づいて福島県相馬市へ給水車を貸し出し、福島

県伊達市へは飲料水の支援を行っております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 順番にお聞かせいた

だければなと思います。 

  先ほど東京のほうに修学旅行のほうはほとんど

の学校が向かっているということだったんです

けれども、先ほど壇上からも申し上げたんですけ

れども、東海市のほうではやっぱり細井平洲先生

がそこで生まれまして、そして上杉鷹山公がこち

らにいるということで、米沢を見ずしてというこ

とでおっしゃられていると。それと同じように、

米沢市内の小中学校の体育館には上杉謙信公と

上杉鷹山公の肖像画が掲げられております。これ

は本当に珍しいことだなと思っているところで

す。ほかの自治体では余り見かけない光景でもご

ざいますし。 

  宮崎県まではちょっと無理だとしても、藩祖上

杉謙信公や直江山城守兼続ゆかりの姉妹都市、歴

史親善友好都市である新潟県上越市や南魚沼市

に東京へ向かう途中でも結構だと思います。また、

帰りでも結構だと思うんですけれども、旅行のお

金に負担がかからない程度に回ってきていただ

いて、そして藩祖の歴史に触れて米沢の歴史にも

触れるということも大切なのではないかなと思

ったものですから、そこら辺のお考えはいかがで

しょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今議員お話しの上越市、

あるいは南魚沼市を経由しながら東京に向かう

と、あるいは帰りに回ってこちらに戻るというふ

うな行程も、新潟がちょっと時間はかかりますけ

れどもすぐ隣の県というふうなことも考えます

と、そういったこともあるというふうに思います。

先ほども申し上げましたとおり、さまざまな見学

地の問題であるとか、あと移動の時間、なかなか

移動の時間が長くなりますと見学する場所も減

ってしまうなんていうふうなところもございま

す。そういったところをさまざま総合的に考えて

というふうな判断にはなろうかというふうに思

いますけれども、議員がお話しいただいているそ

ういったものをテーマの一つとして捉えるとい

うふうなことも大事な視点というふうに思いま

すので、そういったところについては学校にも情

報を提供しながら、検討の際に一つ材料として検

討してもらえるようにしてはいきたいというふ

うには考えております。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） よろしくお願いした

いと思います。 

  山形大学なんですけれども、毎年愛知県から約

40名の方が入学なさっています。東海市出身かど

うかはちょっと定かではないんですけれども、こ

のような交流が生まれることもすばらしいこと

だなとも思いますので、ぜひ御検討いただければ

なと思います。 

  あと、先ほど市長から答弁いただいたわけなん
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ですけれども、羽黒神社、普門院のこと、周辺の

ことになるわけなんですけれども、今後羽黒神社、

普門院周辺の整備事業等の計画等はあるのかど

うか、ちょっとお聞かせいただければなと思いま

す。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 普門院と羽黒神社は史跡上杉治憲

敬師郊迎跡保存修理年次計画に基づいて整備し

ておるところであります。平成20年度から国・県

の補助金を活用しながら改修に取り組んでおり、

羽黒神社は議員御承知のとおりもう改修が終わ

っておりますけれども、今、今度は普門院のほう

の庫裏については、平成30年度で修理が完了して

おりますけれども、今年度からは本堂の改修に取

り組んでおるところであります。そういったこと

がありまして、全体改修について年次的に進めて

いるというような現状であります。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 昨年の話になって恐

縮なんですけれども、昨年10月に市制施行130周

年記念の行事が終わりまして、そして関根の普門

院において天然記念物淡墨桜の植樹祭が行われ

ました。その際、東海市の鈴木市長が参道を歩い

てこられて、普門院の門をくぐってこられたわけ

なんですけれども、そのとき中川市長とちょっと

対面しまして、そのときに参道の整備要望を口に

していかれたわけなんですけれども、この御要望

に対して市長のお考えをお聞かせいただければ

なと思うんですけれども。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 確かに、昨年、鈴木市長さんのほ

うからそのようなお話をいただきました。それで、

今先ほど申し上げましたように、あそこ一帯、羽

黒神社から普門院に続く参道も含めて、史跡、敬

師郊迎跡に指定されておりますので、先ほど申し

上げましたように、いろいろ改修整備については

年次計画を立てながら進めております。 

  そういった中にあって、参道については、市道

ということもありまして、そこまでの計画は今進

めていないところであります。ただ、東海市の鈴

木市長さんからそういう本当にありがたいとい

いますか思いやりのあるようなお話をいただき

ましたので、今後どういうふうに進めていくこと

ができるかということについては、しっかりと応

えていかなければならないのかなというふうに

思っております。またお会いしたときに、こうい

った状況についてお話し合いをしながら、どのよ

うに進めていくことができるかということにつ

いても、いろいろ東海市長さんとお話をさせてい

ただきたいとこのように考えております。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） ありがとうございま

す。ことしも多分お見えになると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  ちょうど関根の山門なんですけれども、羽黒神

社から普門院の門のところまでずっと石畳だっ

たそうです。その上に今現在アスファルトがかか

っているということなものですから、そのアスフ

ァルトを除くと石畳がそのまま出てくると。ただ、

そのまま石畳が出てきたんでは、今度は冬の除雪

云々等で大変なことになってしまうと思います

ので、そこら辺はいろいろ考えながらしていただ

ければなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、先ほど広域災害のことについてち

ょっと申し上げたんですけれども、ちょっと御答

弁いただいたわけなんですけれども、近年、先ほ

どの台風19号、それから地震等において大規模災

害が多くなっているように感じます。自分の市町

村が被害を受けて隣接も受けているというよう

な状態のところも結構多くなっているというこ

とで、姉妹都市、これも同じく新潟県になるわけ

なんですけれども、ちょうど近隣で、そして万が

一新潟沖地震があったときには米沢のほうに被

災者が逃げてこられると。避難してこられると。

また、物資等も米沢から新潟のほうに送ることが



- 138 - 

できると。その逆に米沢等で被災した場合は新潟

県のほうで引き受けてもらえるような計画等を

していただくとか、そういう輸送訓練の実施、そ

れから実際に基づいた、机上だけでなくて実際の

実地訓練等について、近隣も含めてにはなるんで

しょうけれども、お考えはあるかどうか、お伺い

したいと思います。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 本市では先ほどお話があ

ったような研修とか詳細にわたる情報交換とい

うのは行っておりませんけれども、相手の自治体

の連絡先等については把握しておりますので、万

一の場合はお互いの被災状況などについての情

報交換を行いまして迅速な対応も可能であると

いうふうに考えております。平常時の取り組みを

やっぱり強化するということは、災害発生時によ

りスムーズな連携ができることにつながってい

きますので、取り組み内容を検討しながら事前対

策の強化に努めていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 井上由紀雄議員。 

○２０番（井上由紀雄議員） 先ほど申し上げた東

京の狛江市から新潟県まで４つの都県を縦断し

てきているわけです。そしてかつ全ての道路が、

全ての道路というか主要道路が寸断されたにも

かかわらず、旧川口町まで来ているところなもの

ですから、今ヘリコプター等もございますけれど

も、ぜひ地上輸送のほうも考えながらしていただ

ければなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  要望も加えまして、以上で質問のほうを終わら

せていただきます。 

○鳥海隆太議長 以上で20番井上由紀雄議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時４３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時４４分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、不登校、ひきこもり問題に対応する切れ

目のない包括的支援体制の構築を、８番髙橋英夫

議員。 

  〔８番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（髙橋英夫議員） こんにちは。日本共産党

市議団の髙橋英夫でございます。 

  本日、長丁場の会議でしたが、きょうは最後と

いうことで、ぜひともおつき合いくださいますよ

うお願いいたします。 

  さて、新型コロナウイルスの影響で、米沢の小

中学校の卒業式はどうなるかというきのう質問

があって、きょうの朝、小中学校の校長を集めて

話をするというふうなことがきのうあったばか

りだったんですが、きのうの会議が終わって夕方

うちに帰りましたらば、大変大きなニュースが飛

び込んでまいりました。これまでになかった史上

初めての出来事と言ってもいいと思います。小中

高、特別支援学校、全てを３月２日から春休みま

で休みにしようと、そういう要請を安倍総理が出

したわけです。 

  考えてみれば、韓国の広がりはあの教会で集団

感染をしたということが大きな原因ですから、確

かに学校単位で大感染が起きたりということが

起きれば、今の日本の医療体制ではベッドもない、

人もいないという中で、医療崩壊、パニックを起

こすという、大変危険だと。そういう危機管理の

もとに大きな決断をしたということかと思いま

す。 

  ただ、私はウイルスとの接触は家にいることで

予防できるということはあるんですが、きょうの

質問にも出しますけれども、子供たちが一斉に家

で、恐らくはスマホやタブレットなどを使って、

パソコンなどを使ってゲームに没頭すると、そう

いうゲーム障害とかメディア依存症とか言われ
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ますそういったものに近づいていく、そういう温

床に浸るということが全国一斉に行われるとい

うことについては、多少の危機感、いや大きな危

機感を感じております。 

  では、早速質問に入ります。 

  15歳から64歳のいわゆる稼働年齢層の中で、メ

ディアや研究者がひきこもり、孤立無業者と呼ぶ

社会的な孤立状態にある人たちの増加が日本社

会の直面する問題となっています。孤立・無業状

態にある50歳代の子を80歳代の親が支え、親子共

倒れのリスクを抱える「8050問題」もメディアの

話題となっています。 

  昨年３月、内閣府は初めて行った中高年のひき

こもりに関する調査結果を発表し、40歳から64歳

までのひきこもりが全国で61万3,000人に上ると

の推計値を明らかにしました。2016年に発表され

た15歳から39歳の若年ひきこもりの推計値54万

1,000人と合わせると、ひきこもりの総数は115万

人を上回ることになります。 

  これらの人たちが孤立状態に至った経緯はさま

ざまですが、その背景には過度の競争教育、長時

間・過密労働、職場におけるストレスの増大、弱

者たたきの風潮の蔓延、格差と貧困の拡大など日

本社会の矛盾があります。実際、中高年ひきこも

りのほとんどは就労経験があり、職場の問題で人

間不信や心の病になったり、不景気で再就職でき

ないまま無気力になった人たちが多数に上ると

いう調査結果もあります。 

  専門家からは、ひきこもりを自己責任と捉える

のは誤りで、このまま現状を放置すれば、近い将

来、膨大な貧困高齢者が生み出され、孤独死の激

増など深刻な社会問題を引き起こしかねないと

いう警鐘も鳴らされています。 

  孤立状態にある人や家族の相談に乗り、訪問・

ケア・就労援助など、社会的支援の体制を国の責

任で構築していくことが必要です。 

  厚生労働省は、昨年９月20日、市町村セミナー

において「ひきこもり支援施策の方向性と地域共

生社会の実現に向けて」という文書を配布しまし

た。また説明しました。私は、米沢市でも、ここ

で示されている方向性を十分参考にしながら、早

急に不登校、ひきこもり問題に対応する切れ目の

ない包括的支援体制を構築すべきと考えます。 

  それでは、質問です。 

  メディア依存症の一つであるゲーム障害は、昨

年５月、世界保健機構（ＷＨＯ）に新たな疾病と

して認定されました。ＷＨＯの国際疾病分類の約

30年ぶりの改訂版「ＩＣＤ－11」でギャンブル依

存症などと同じ精神疾患に分類され、治療が必要

な疾病として位置づけられました。 

  改訂版では、ゲームをする時間や頻度などを自

分で制御できない、日常の関心事や日々の活動よ

りゲームを優先、日常生活に支障を来してもゲー

ムを続ける、こうした状態が12カ月、重症であれ

ばより短期間続きますと、ゲーム障害と診断する

としました。 

  厚生労働省の2017年の調査では、中高生約93万

人がゲームなどのネット依存のおそれがあると

推計されました。５年前よりも一気に約40万人ふ

えました。 

  国内初のインターネット依存治療専門外来を設

立した第一人者で、ＷＨＯに新疾病認定を働きか

けてきた神奈川県横須賀市の久里浜医療センタ

ーの樋口進院長は、「ゲーム依存は薬物やアルコ

ール依存などよりも治療が難しい」、「オンライ

ンゲームはおもしろいようにつくられているし、

終わりがない。やめようと思っても、ゲームの向

こうには相手がいる。また、脳の中で理性をつか

さどる前頭葉の部分は成人するまでは働きが弱

いことに加え、ゲームに依存している子供は前頭

葉の一部が委縮するというデータも出ている」、

「年齢が低いほど依存になりやすく、治療は難し

い。予防は早ければ早いほどよい」と言っていま

す。 

  小中高生のメディア依存、ゲーム障害などの問

題に加え、最近社会問題化しているのが「スマホ
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育児」です。子供をいつでもどこでも気軽にあや

せることから、乳幼児期から子供にスマホをさわ

らせる親がふえています。子供は、スマホを相手

に相当な時間を過ごすことになるでしょう。黙っ

て夢中になっているので、お母さんはそのまま他

のことをしたり、大人同士で会話したりする自由

時間ができるでしょう。しかも、子供は泣いたり

ぐずったりしません。むしろぐずったときに便利

に使う場面もあるでしょう。子供にとっては、本

来ならお母さんに相手をされて、構われて、一緒

に遊んでもらうアタッチメント・タイムが奪われ

ているのです。これは頻度によっては深刻な問題

を引き起こしかねません。 

  こうしたアタッチメント剝奪によって起こり得

るのが愛着欠如や愛着障害です。程度の差はあり

ますが、言葉のおくれや発達のおくれ、発達障害、

自閉傾向などを引き起こします。これは特に低年

齢の乳幼児期により起こります。つまり、赤ちゃ

んにスマホ育児は思った以上に深刻な問題を引

き起こす可能性があります。 

  このように、乳幼児期から青年期までのスマホ

やゲームとの関係に目を向けたとき、早目早目の

対策を講じていかないと、若者たちの未来がだめ

になってしまうほどの危険が横たわっているこ

とに気づきます。 

  そこで、お伺いします。 

  乳幼児期、保育所、幼稚園、小学校、中学校の

各段階、各現場において、スマホ育児、メディア

依存の実態を調査し、その上で必要な対策を講じ

る必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、小学校、中学校における図書室改革と校

内フリースクールの設置についてお伺いします。

といっても、先ほど佐藤弘司議員の質問で１回答

えを聞いていますけれども、一応もう一回頭より

お伺いします。 

  図書室改革と校内フリースクールをセットにし

たのは、２月７日のＮＨＫの「あさイチ」で詳し

く紹介された平川理恵さんの実践に感銘を受け

たことが背景にあります。現在、広島県の教育長

である平川理恵さんは、もともとは会社員でした。

その後、留学支援の会社を起業した際、世界中の

500もの学校を見てきたそうです。41歳のときに

横浜市の中学校に民間からの校長として採用さ

れ、図書室改革と校内フリースクールの設置に取

り組み、この実践には全国からの注目を浴びまし

た。 

  今回、私が不登校、ひきこもり問題というテー

マの中でこの話題を取り上げるのは、先ほどのメ

ディア依存、ゲーム障害などの克服や予防という

観点から図書室も校内フリースクールも有効性

が高いのではと考えたからです。 

  平川さんの実践内容を紹介します。 

  図書室をにぎやかにするには男子が鍵だと考え

た平川さんは、男子生徒を集めて「自分たちが読

みたい本を自分で選んで買ってきなさい」と現金

を渡し、本を選ばせました。趣味の本、漫画本、

ウルトラ怪獣の本など、男子にとって興味の湧く

本をそろえました。図書室自体も、ソファーを置

いたり自由空間をつくるなど、リラックスして読

書を楽しめるようにリノベーションしました。 

  その結果、それまで１日に20人ほどの利用しか

なかった図書室に男子生徒たちが150人も集まっ

てくるようになり、毎日本に触れることで自然に

学力も向上したそうです。 

  また、並行して校内に設置したフリースクール

も、登校も下校も本人の自由意思に任せつつ、と

にかく好きな時間帯でいいから顔を出すといっ

た緩やかな空間と位置づけて運営したところ、不

登校がゼロになったそうです。 

  本市においても、このような学校図書室の改革

と校内フリースクールの設置を行い、ひきこもり

予備軍とも言えるメディア依存、ゲーム障害、不

登校をなくす取り組みに着手すべきと考えます

が、いかがでしょうか。 

  ３つ目の質問は、ひきこもり、介護、生活困窮

者など、複合課題の窓口一本化と包括的支援体制
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の構築についてです。 

  厚生労働省は、昨年12月10日、ひきこもりを中

心に、介護、困窮といった複合的な問題を抱えて

いる家庭に対応するため、市町村の体制整備を促

す方針を決めました。医療、介護など制度の縦割

りをなくして窓口を一本化し、就労から居場所ま

で社会とつながる仕組みづくりを進める自治体

を財政面で支援するもので、早ければ2021年度か

ら実施するとのことです。いよいよ国も、「8050

問題」に象徴されるこの社会問題の深刻さを認識

し、その解決のために腰を上げた形です。 

  米沢市の現状はといえば、縦割りの窓口であり、

包括的な受け皿はありません。相談したい人が市

役所に訪れ、向かうべき窓口がどこなのか、非常

にわかりづらい状況です。インターネットで、「米

沢市、ひきこもり」と検索すると、まず出てくる

のが「若者無業者への支援」というページであり、

このページを作成・発信しているのは、産業部商

工課です。もちろん若者への就労支援は重要です

が、就労以前の問題や悩みを抱えている人やその

家族の実態を考えるなら、相談者の悩み、現状を

包括的に受けとめる第１段階の窓口がどうして

も必要です。窓口一本化と包括的支援体制の構築

を急ぐべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  壇上からの私の質問は以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、初めに、（１）

メディア依存症予防の取り組みをにおける本市

の乳幼児健診における現状及び保育所、幼稚園等

における対応についてお答えいたします。 

  子育てや子供の生活にスマートフォンやタブレ

ット端末などがかかわる機会がふえており、便利

さの一方で、乳幼児期の利用が健康な発達に影響

を及ぼす可能性が日本小児科医会により指摘さ

れています。日本小児科医会では、テレビ・ビデ

オ等については、「全てのメディアに接触する総

時間を制限することが重要であり、１日２時間ま

でを目安に」と提言しております。 

  本市では、１歳８カ月児健康診査時に「心と体

が成長する幼児期においては、規則正しい生活、

体の発達に沿った運動、楽しく遊ぶこと、豊かな

体験・経験が大事であり、テレビの視聴時間を決

めることなどが大切であること」をお話ししてお

ります。 

  また、３歳児健康診査では、１日のテレビ・ビ

デオ・スマホ・タブレットの視聴時間をお伺いし

ており、１日２時間以上になっているお子さんが

平成28年度では47.2％、平成29年度では49.3％、

平成30年度では52.5％と約半数となっています。 

  現在、３歳児健康診査、１歳８カ月児健康診査

では、内閣府・厚生労働省等作成の「スマホ時代

の子育て」のリーフレットを配布しており、その

内容は、子供だけでの使用はできるだけ避け、親

子で楽しめるアプリの活用や、時間を決めて利用

し生活リズムをつくること、大人が手本となり家

族でルールをつくることなどがわかりやすく掲

載されており、保護者の悩みに答える形になって

います。 

  心と体の基礎づくりの大切な時期におけるスマ

ートフォン、タブレット端末などのメディアの活

用方法について、今後も乳幼児健診等の機会を捉

え、小児科医の御指導を受けながら啓発に努め、

メディア依存症予防に取り組んでまいります。 

  次に、保育所や幼稚園等の状況についてお答え

します。 

  保育所等においては、各園さまざまな取り組み

により保護者への注意喚起、啓発活動を行ってい

ます。さきのリーフレット「スマホ時代の子育て」

を園に掲示し、保護者への配布をするなどして活

用しています。そのほか、園だより、クラスだよ

り、ほけんだよりなど園発行の各種便りへの掲載、

保護者向け講習会の実施、保護者懇談会での情報

交換とさまざまな方法で保護者への注意喚起を

促しています。 

  また、子供の様子から生活習慣の乱れが心配さ
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れる場合には、その都度保育者が保護者に丁寧に

かかわり、メディア漬けの悪影響を伝え、メディ

アに頼り過ぎない子育てを提案しております。 

  スマートフォンやタブレット端末などのデジタ

ルメディアにつきましては、保護者が子育ての知

識や技術を補うために使用されることがあるた

めに、保護者には子供に対するメディアの悪影響

についても伝え、メディアに頼り過ぎない子育て

の支援をするためにも、今後とも各園から保護者

へ啓発活動を継続していただくよう要請してま

いります。 

  次に、（３）ひきこもり、介護、生活困窮者等

複合課題の窓口一本化と包括的支援の構築につ

いてお答えいたします。 

  少子高齢化が進展し、地域のつながりが希薄化

する中、介護が必要な80代の親と50代の未就労独

身の子供が同居する「8050」など、１つの制度で

は解決できない複合化した問題や、ひきこもり等

の既存の制度では受けとめることが困難な制度

のはざまにある問題など、生活課題の複雑・多様

化は社会問題となっております。 

  本市においても、複合課題に対応するべく、そ

れぞれの制度を所管する課で連携を深めており

ますが、複数の窓口での対応が当事者の負担にな

ったり、関係者間の情報共有が不十分で支援が行

き届かない、また表面化していない問題にいち早

く気づけないなど、相談支援の体制に課題を感じ

ており、世帯の問題を丸ごと受けとめ、総合的に

支援する体制が強く望まれているところは認識

しているところでございます。 

  本市では、まず市民にわかりやすい福祉の窓口

として、世帯の複合的な生活課題を丸ごと受けと

める「断らない相談体制」を組織的に構築するこ

とを検討してまいります。具体的にはこれからで

すが、当事者の話を聞きながら、本人も気づいて

いない課題を掘り起こしたり、必要な支援機関と

つながりながら解決に向けた支援の方法や進捗

を確認するなど、総合的に相談支援をコーディネ

ートする担当職員を配置し、ネットワークを生か

した包括的・総合的な相談体制の構築を考えてお

ります。 

  なお、いつごろまでその体制ができるかにつき

ましては、現在検討段階に入ったところであり、

人員的な課題もありますので、明確なお答えはで

きませんが、できるだけ早く実現できるように努

力をしてまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

  〔今崎浩規教育指導部長登壇〕 

○今崎浩規教育指導部長 私からは、小中学校にお

けるメディア依存症の予防の取り組み等につい

てお答えをいたします。 

  ゲーム機やスマートフォン等の情報端末の所有

率、所有機器の種類、機器の使用目的等について

県で調査を行っております。今年度の調査では、

本市小学生のスマートフォンを含む携帯電話の

所持率は約30％、中学生の所有率は約60％でござ

いました。また、機器を使用する目的として、「ゲ

ームをする」、「写真や動画を撮る・見る」が多

いこともわかりました。また、平成29年度の全国

学力・学習状況調査では、本市の傾向としまして

ＤＶＤ視聴時間やゲームをする時間が長い児童

生徒の割合が県や全国より高い傾向にあったと

いうふうなこともございます。 

  また、今年度は、市内２つの中学校でメディア

依存度をはかるテストを実施いたしました。その

結果、メディアの使用が「生活に問題をもたらし

ている」あるいは「重大な問題をもたらしている」

という依存度が強い範囲に該当する生徒もいた

ところでございます。 

  現在、各小中学校においては、学級活動等の時

間に、発達段階に応じて、心身ともに健康な生活

を送ることができるようにするにはどのように

すればよいかを考える機会を設けております。そ

の中で、ゲームやインターネットの使い方などに

ついても学習し、メディア依存の予防に努めてい
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るところでございます。 

  保護者に対しましては、授業参観、あるいは就

学時健診、ＰＴＡ活動などの機会を捉え、ゲーム、

インターネットにかかわる状況、あるいは使う際

の注意点等について研修の機会を設けておりま

す。 

  また、ノーメディアデーということで、そうい

った機器に触れないというふうな日をつくると

いう取り組みを今年度は全ての学校で行ってお

ります。校区によっては小中学校で連携して同じ

時期にノーメディア期間を設定している校区も

ございます。 

  メディア依存を予防するために、今後も実態を

適切に把握した上で、児童生徒への指導や保護者

への啓発、家庭との連携を行っていくことが重要

であるというふうに考えているところでござい

ます。 

  続きまして、学校図書館改革と校内フリースク

ール設置についてお答えいたします。 

  不登校につきましては、本市においても課題と

捉え、前から取り組んでいるところでございます。

数年前までは減少傾向にありましたが、ここ二、

三年、また増加傾向になっております。国・県に

ついても同様の結果になっております。やはり今

までの不登校対策では賄えない、課題が解決しな

いというふうなところに来ているというふうに

思います。そういった点では、議員お述べの図書

館あるいは校内フリースクール、つまり居場所づ

くりというふうな視点はとても重要な視点では

ないかというふうに思っております。 

  今後とも、図書館の整備、あるいは先ほどもお

話し申し上げた別室について、通いやすい図書館、

あるいは安心して過ごせる別室づくりをこれか

らも続けてまいりますけれども、そういった不登

校の生徒等の居場所づくりというふうなことの

視点でも整備を続けてまいりたいというふうに

思っているところであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 最初に唐突ですが、産業

部長に質問ですが、先ほど紹介しましたように、

インターネットで検索しますと産業部商工課の

発信のページが出てきます。あのページを見て電

話相談であったり、あるいは直接商工課のほうに

そういったひきこもり関係の相談者がアクセス

をしたということはありましたか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 伺ったことはございません。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ですから、ネットで検索

をしてあのページにたどり着いても、なかなかそ

れが相談には結びつかないということがありま

すし、今回つくられました第３期米沢市地域福祉

計画というもののページをめくっていきますと、

18ページを見ますと、わずかにひきこもりの現状

というのが書いてあります。５行です、たったの。

「また、ひきこもり支援については、県で相談窓

口を設置しており、会議等での情報の共有やケー

スへの支援についての連携を図っていますが、ひ

きこもりサポーターやひきこもり支援に携わる

人材は不足しているのが現状です。ひきこもりに

対する支援については、相談窓口だけではなく、

気軽に通えるような居場所を作っていくことも

必要です」と書いています。これまでは、事実上、

ほとんど未着手だったというようなことだと思

うんです、この表現は。 

  それに対し、先ほど部長の答弁がありましたけ

れども、これからの計画として、今度は58ページ

を見ますと、ここには随分じっくりとした内容で

相談窓口を構築するという話が書いてあります。

特に、取り残さない相談窓口の充実とか、社会的

に孤立した人の早期発見・早期対応を図るととも

に、孤立死等を防止するための取り組みをしてい

ますとか、非常に大事なことがいっぱい書いてあ

って、これはぜひともすぐにやってほしいと私は

思っているわけです。聞き取りのときに「それい
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つやるんですか」と聞いたら、「ううん、いつと

はなかなか言えない、時間もかかるよ」という話

だったので、そうであればこの、ここで取り組も

うとしている話を１回ちょっと自分で見える化

しようと思ったんです。 

  ここでちょっとお願いします。今タブレットの

ほうに飛ばしてもらいましたけれども、これはゆ

うべつくったんですが、私はお願いしたいし、ま

た計画にもあるような窓口というのはこういっ

たものじゃないかなと思っているんです、私は。

ちなみに、これは厚労省が出した文書の中にも全

国のあちこちの支援の例というのがありました

ので、それも参考にしながら、それから計画も見

ながら、つくったものでございます。やっぱりさ

っきから出ているように、世帯が抱える問題とい

うのは非常に複雑化しているわけです。この真ん

中の窓口、名称はどうでもいいですが、一応不登

校・ひきこもり相談窓口、そして相談支援包括化

推進員という言葉があります。 

  左下を見てください。これは厚労省の文書です

が、世帯全体の課題を的確に把握、多職種・多機

関のネットワーク化の推進、相談支援包括化会議

の開催などというのが厚労省がつくったプラン

の中に書いてあったので、そのまま支援員という

か相談支援包括化推進員という名前を使わせて

もらいました。 

  真ん中の四角は、これ市役所の庁内の体制です。

外側は連携するさまざまな機関ということなん

ですが、こういうふうに見ますと、ほとんどのも

のがもう既にあります。あるんです。ですから、

あとは担当者を配置して窓口を設置するという

ことが、すぐに、ここは早目の検討でできるんじ

ゃないかと思うんです。先ほど部長はできるだけ

早くとおっしゃいましたので、大変うれしく思っ

ているんですが、ここは最後に市長にお伺いした

いと思うんです。 

  こういう問題、ひきこもりであったり、8050で

あったり、本来であれば稼働人口、生産人口であ

るべき人たちがたくさん今います。そういう人た

ちのケアをやって、できれば社会参加をしてもら

う、あるいは深刻なのは、例えば今持っている家

や土地なんかの財産、こういったものもなかなか

自分たちが健全なとき、意識のあるときにしっか

りと相続までつなげて上手に処分ができるとい

うところがもしかしたら難しいというケースも

あるかもしれません。そうすると、そういったの

は大変な負担として後々行政のほうに返ってく

るというふうなことがあるので、これは一日でも

早くこういった窓口をつくってそういう対応を

急ぐべきではないかというふうに強く思ってい

るんですが、最後の市長のお話、決断をお願いし

ます。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 ひきこもり関係については、今ま

で、今日まで、もう議員おわかりのとおりに、支

援施設、Ｗｉｔｈ優とか、から・ころセンター、

この施設のほうで本当に献身的に私は取り組ん

でいただいてきたというふうに思っております。

それに対して行政がどのように支援していくか

ということもありますし、ようやく厚生労働省で

もこのひきこもりに対してしっかりとした取り

組みをやっていかなければならないという段階

に来たのかなというふうに私は正直思っており

ます。でありますので、今後こういった窓口をど

のようにするか、先ほど議員からお述べになった

ものにもありますので、そこら辺はしっかりと支

援策を見ながら取り組んでまいりたいとこのよ

うに思っております。 

○鳥海隆太議長 以上で８番髙橋英夫議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして本日の日程は終
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了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ５時１４分 散  会 
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